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第１章 総則 

１.１ はじめに 

本書は、東京都水道局（以下「当局」という。）の職員が「水道施設耐震工法指針・解説 2009」（以

下「指針」という。）に基づいた耐震設計を行うに当たり、判断の拠り所となる事項及び留意点を示し

たものである。 

将来は、指針で目標とされる次のような性能設計に基づく高度な設計を見据えていきたい。 

 

（１）設計地震動は、画一的な水平設計震度や時刻歴波形から脱却し、構造物ごとに最も不利になる地

震動を設定すること。 

（２）解析手法は、静的解析から脱却し、動的解析により実態を反映した設計を行うこと。 

（３）解析モデル・解析条件の設定は、設計者が自ら構造物ごとに適切な条件設定を行うこと。 

 

本書で扱う耐震解析は、あくまでも設計者自らが設計実務を行う上での判断を行うためのツールで

ある。設計者は、本書に従った照査値のみを満足すればよいのではなく、耐震解析によって表現できる

範囲（限界）を把握した上で、解析結果から施設の耐震性を総合的に判断する必要がある。 

当面、当局では、本書を活用して耐震設計における動的解析等の経験を蓄積していくこととする。 

 

１.２ 適用の範囲 

本書は、主に当局池状構造物を対象とする。 

なお、地上水槽、立坑及び暗渠などの池状構造物以外の構造物においても、設計地震動設定の基本的

な考え方、動的解析の適用及び各種解析の詳細について、本書を参照することができる。ただし、池状

構造物以外の構造物については、固有周期、施設配置状況及び地震被害の特徴が池状構造物と異なる

ことから、その影響を考慮し、本書のほか指針・他基準類を参照の上、設計すること。具体的には、設

計地震動設定において構造物の固有周期を考慮すべきこと、解析において「地震の影響」「耐震計算法」

及び「耐震性能の照査」は、指針・総論 3.3、3.4.4 から 3.4.6 までを参照すべきことなどが挙げられ

る。 

 

 
 
１.３ 用語解説 

（１）仕様設計・性能設計・性能規定型設計 

指針では、設計思想として性能規定型設計を取り入れている。 

仕様設計と性能設計及び性能規定型設計の概要は、次のとおりである。 

 

ア 仕様設計・性能設計 

構造物などを設計する際、仕様設計では、材料、構造計算法、施工方法などが細かく規定され

るが、性能設計では、構造物などに求められる性能のみが要求される。 

イ 性能規定型設計 

性能規定型設計は、法令で規定された性能を満たすように設計することである。 
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水道施設においては、厚生労働省令に定められた設計地震動、重要度及び耐震性能を満足する

設計を行うことになる。指針では、性能規定型設計の遵守すべき事項は耐震設計の目的、耐震設

計の基本方針、厚生労働省令に定める項目としており、耐震性能の照査方法は選択が可能として

いる。 

 

（２）地震発生のメカニズム 

地震動の基本的な知識として、震源・震央、震源域、震源距離・震央距離、アスペリティ及びマ

グニチュードを知っておくことは重要である。 

 

ア 震源・震央 

地震は地球内部の急激なひずみにより岩石が破壊されて生ずる現象とされている。 

破壊が最初に発生した点を震源、震源の真上の点を震央という。 

 

イ 震源域 

地震により破壊された領域を震源域という。大規模な地震では、震源域は数十 km から数百 km

に達する。震源域では、同時に破壊が生じるのではなく、ある点から破壊が始まり、それが広が

っていく。 

 

ウ 震源距離・震央距離 

観測点から震源までの直線距離を震源距離、観測点から地表面に沿った震央までの距離を震央

距離という（図１．１参照）。 

 

エ アスペリティ 

震源域の中で大きくずれ、大きな揺れを起こす地震波が発生すると想定される部分をアスペリ

ティといい、通常は強く固着しているが、地震時に大きくずれ動く（図１.２参照）。 

 

オ マグニチュード 

マグニチュードは、地震のエネルギー規模を表す単位である。1935 年にアメリカの地震学者リ

ヒターが定義を示し、震源地から 100km の位置にある標準地震計の最大振幅の常用対数を用いる。

この方法では、地震計の周波数特性から大規模な地震に対しては小さな値となる傾向があるため、

大規模な地震の規模を反映するものとしてモーメントマグニチュードが使われる場合がある。 
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耐震設計では、地震波の評価が重要である。地震波の基本事項として、P 波・S波、工学的基盤、

深部地盤・表層地盤及び地盤増幅率がある。 

 

ア Ｐ波・Ｓ波 

地震動により、地震波は、深部地盤から表層地盤を経て地表に達する。 

地震波には、P（primary）波、S（secondary）波がある。P波は、疎密波ともいい、S波は、せ

ん断波ともいう。 

なお、P波は、S波に比べて伝搬速度が早い。 

 

イ 工学的基盤 

工学的基盤面は、構造物を設計する際に地震動設定の基礎とする良好な地盤のことを示し、十

分堅固で、せん断弾性波速度が地表地盤に比べて十分に大きい地盤の上面をいう（図１.３参照）。

建築や土木等の工学分野で使用される用語である。 

構造物の耐震計算用の地震波形は、通常、工学的基盤の波形から計算により求めた表面波形を

用いる（詳細は、p.30【水滴くんのワンポイントアドバイス】を参照）。 

 

 

 

 

 

ウ 深部地盤・表層地盤 

深部地盤は、工学的基盤から下部のせん断弾性波速度が 300m/s 以上の固い地盤をいう。 

また、表層地盤は、工学的基盤から上部の地盤をいう（図１.３参照）。 

 

 

エ 地盤増幅率 

表層地盤では、地層の構造や地震波の入射角度によっては、振動振幅(揺れ)が大きく増幅され

る。これを地盤増幅率として数値化しており、ボーリングデータから求めた各種物理定数や平均

的な地盤の S 波速度を用いて計算する方法のほか、「地震ハザードステーション」（詳細は、p.23

【水滴くんのワンポイントアドバイス】を参照。）からも調べることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震設計では、地震波の評価が重要である。地震波の基本事項として、P波・S波、工学的基盤、

深部地盤・表層地盤及び地盤増幅率がある。 

 

ア Ｐ波・Ｓ波 

地震動により、地震波は、深部地盤から表層地盤を経て地表に達する。 

地震波には、P（primary）波、S（secondary）波がある。P波は、疎密波ともいい、S波は、せ

ん断波ともいう。 

なお、P波は、S波に比べて伝搬速度が早い。 

 

イ 工学的基盤 

工学的基盤面は、構造物を設計する際に地震動設定の基礎とする良好な地盤のことを示し、十

分堅固で、せん断弾性波速度が表層地盤に比べて十分に大きい地盤の上面をいう（詳細は、p.24

【水滴くんのワンポイントアドバイス】を参照。）建築や土木等の工学分野で使用される用語であ

る。 

構造物の耐震計算用の地震波形は、通常、工学的基盤の波形から計算により求めた地表面波形

を用いる（詳細は、p.32【水滴くんのワンポイントアドバイス】を参照）。 

なお、当局では、首都直下地震等による東京の被害想定（令和 4年 5 月 東京都防災会議）（以

下、「東京都被害想定」という。）で使用しているせん断弾性波速度が Vs=350m/s 以上を工学的基

盤面とする。 

 

ウ 深部地盤・表層地盤 

深部地盤は、工学的基盤から下部のせん断弾性波速度が概ね 300m/s 以上の固い地盤をいう。 

また、表層地盤は、工学的基盤から上部の地盤をいう（詳細は、p.24【水滴くんのワンポイント

アドバイス】を参照。） 

    

エ 地盤増幅率 

表層地盤では、地層の構造や地震波の入射角度によっては、振動振幅(揺れ)が大きく増幅され

る。これを地盤増幅率として数値化しており、ボーリングデータから求めた各種物理定数や平均

的な地盤の S 波速度を用いて計算する方法のほか、「地震ハザードステーション」（詳細は、p.25

【水滴くんのワンポイントアドバイス】を参照。）からも調べることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都被害想定に合わせ、工

学的基盤面のせん断弾性波

速度を見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地震動の評価 

地震動を評価する場合には、時刻暦波形、応答スペクトル図を参考にする。その際、ガル（加速

度）、カイン（速度）、構造物の相対速度の大きさ、卓越周期などが重要なポイントとなる。 

 

ア ガル（gal） 

ガルは、加速度を表す単位で、毎秒 1cm の変化を生じる加速度を 1ガル（1cm/s2）という。 

地震動の最大加速度と重力加速度の比は、耐震設計に用いられる震度（設計水平震度）として

表される。重力加速度は 980 ガルなので、設計水平震度 0.5 は水平方向の最大加速度を 490 ガル

としていることをいう。 

 

イ カイン（kine） 

カインは、地震動の速度を表す単位で、毎秒 1cm の変化を生じる速度を 1カイン（1cm/s）とい

う。 

 

ウ 構造物の相対速度 

地震動は、通常の外力とは異なり、地面が振動して構造物に外力を与えることになり、地面の

振動と構造物（柱）の揺れは図１.４のように表すことができる。構造物が地盤と共に A から B へ

移動する際には、構造物そのものの速度は０であり、振動の折り返し点に達した後、構造物が変

位するが、その際の速度を相対速度という（図１.４参照）。 

 

エ 卓越周期 

皿に置いたこんにゃくや豆腐を箸でつつくとあるリズムで震えるように、一見固そうに見える

地盤も揺れやすい周期を持つ。これを固有周期という。堅い地盤の固有周期は比較的短く（0.1s

～0.2s 程度）、柔らかい地盤の固有周期は比較的長い（0.6s 以上等）。 

地震動には、短周期の地震動成分が大きいものや長周期の地震動成分が大きいものがあり、こ

れが地盤の固有周期と一致すると共振・増幅し、地表が大きく揺れることになる。このため、地

盤の固有周期を知ることが耐震設計の第一歩となる。 

地表各地点で最も大きい応答（加速度・振幅等）を生ずる固有周期を卓越周期ということがあ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地震動の評価 
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移動する際には、構造物そのものの速度は０であり、振動の折り返し点に達した後、構造物が変

位するが、その際の速度を相対速度という（図１.３参照）。 

 

エ 卓越周期 

皿に置いたこんにゃくや豆腐を箸でつつくとあるリズムで震えるように、一見固そうに見える
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地震動には、短周期の地震動成分が大きいものや長周期の地震動成分が大きいものがあり、こ

れが地盤の固有周期と一致すると共振・増幅し、地表が大きく揺れることになる。このため、地盤

の固有周期を知ることが耐震設計の第一歩となる。 
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る（図１.５参照）。 

固有周期や卓越周期は、常時微動測定※等により求めることができる。 

※常時微動測定：動いていないように見える地面も、絶えず微細な振動を繰り返している。こ

の振動を深夜人通りのない時間帯に地震計により波形を記録し、スペクトル図を描く（計算

で各周期の成分の波に分解しグラフを描く）ことによりその地盤がどのような周期で最も揺

れやすいかを知ることができる（２．３．２（３）参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）耐震解析における基本事項 

耐震解析では、線形・非線形、弾性・塑性・降伏、じん性などが基本的な事項として重要であ

る。 

 

ア 線形・非線形 

応力とひずみの関係を図に描くと、降伏応力以下では応力とひずみの関係は直線であり、これ

を線形という。その後、ある応力（降伏応力）に達すると塑性変形が起こって、非直線になること

を非線形という（図１.６参照）。 

なお、図１.７の鉄筋の場合は、線形＝弾性といえるが、弾性材料でもゴムのように、応力とひ

ずみは非線形関係になる物質があるので、必ずしも線形＝弾性とはいえない場合もある。 

また、地盤においては、ある地震動レベル以上の時に、一部の軟弱地盤で非線形挙動（剛性が

低下して減衰が増加する現象）が発生する。 

 

イ 弾性・塑性・降伏 

弾性は、ある一定の範囲内で力を加えると変形するが、力を取り除くと元の形に戻る現象のこ

とである。 

塑性は、力を加えて変形し、力を取り除いても元の形に戻らず変形が残る現象のことである。 

針金のハンガーで例えると、ハンガーの長い部分を少し引っ張り離すと元に戻る範囲の現象を

弾性といい、大きく引っ張り元に戻らなくなった現象を塑性という。 

また、弾性状態を超えて塑性状態になることを降伏という（図１.７参照）。 

 

ウ じん性 

材料の粘りの強さ，外力に抗して破壊されにくい性質をいう。じん性の高い材料には、亀裂の

進展が遅く、高い極限強さとともに塑性、延性がある。 

 

 

る（図１.４参照）。 
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※常時微動測定：動いていないように見える地面も、絶えず微細な振動を繰り返している。こ

の振動を深夜人通りのない時間帯に地震計により波形を記録し、スペクトル図を描く（計算

で各周期の成分の波に分解しグラフを描く）ことによりその地盤がどのような周期で最も揺
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（５）耐震解析における基本事項 

耐震解析では、線形・非線形、弾性・塑性・降伏、じん性などが基本的な事項として重要であ

る。 

 

ア 線形・非線形 

応力とひずみの関係を図に描くと、降伏応力以下では応力とひずみの関係は直線であり、これ

を線形という。その後、ある応力（降伏応力）に達すると塑性変形が起こって、非直線になること

を非線形という（図１.５参照）。 

なお、図１.６の鉄筋の場合は、線形＝弾性といえるが、弾性材料でもゴムのように、応力とひ

ずみは非線形関係になる物質があるので、必ずしも線形＝弾性とはいえない場合もある。 

また、地盤においては、ある地震動レベル以上の時に、一部の軟弱地盤で非線形挙動（剛性が低

下して減衰が増加する現象）が発生する。 

 

イ 弾性・塑性・降伏 

弾性は、ある一定の範囲内で力を加えると変形するが、力を取り除くと元の形に戻る現象のこ

とである。 

塑性は、力を加えて変形し、力を取り除いても元の形に戻らず変形が残る現象のことである。 

針金のハンガーで例えると、ハンガーの長い部分を少し引っ張り離すと元に戻る範囲の現象を

弾性といい、大きく引っ張り元に戻らなくなった現象を塑性という。 

また、弾性状態を超えて塑性状態になることを降伏という（図１.６参照）。 

 

ウ じん性 

材料の粘りの強さ，外力に抗して破壊されにくい性質をいう。じん性の高い材料には、亀裂の
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図１．３ 図１．４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）耐震解析法 

耐震解析法に関しては、静的解析、動的解析、FEM 解析、フレーム解析など、よく使われる用語

について示す。 

 

ア 静的解析 

静的解析は、一般的には、死荷重のように静的な荷重（時間とともに変化しない。）がかかった

時の、構造部材の応力や変位を求める手法である。 

耐震計算においては、時刻とともに変動する地震荷重のうち最大（又は代表的）なものを取り

出し、それを静的に構造物に作用させた時の応力や変位を求める。 

指針では基本的に動的解析を推奨しているが、現在の設計実態を踏まえ、動的解析の技術が蓄

積されて設計実務者の間で広く使用されるまでは、比較的単純な構造物等において静的解析によ

る設計ができるものとしている。 

 

イ 動的解析 

動的解析は、地震波形データを元に、時間とともに変化する動的地震荷重（大きさ・方向）を解

析モデルに作用させ、細かく区切った時刻一点一点において計算し、時々刻々と移り変わる地盤

や構造物の状態を把握する方法である。具体的な解析手法については、３．３参照。 

地震動は時間とともに変化する動的現象であり、構造物の応答も動的であるので、動的解析は

静的解析に比べて、より実際に近い値を求めることができる。指針では、耐震技術の大局的な方

向性を考慮し、基本的に動的解析法を用いた設計を目指すこととしている。 

 

ウ ＦＥＭ解析 

FEM とは、Finite Element Method（有限要素法）の頭文字をとったものである。 

部材を図１．８のように細かな線状、面状及び立体状といった単純な要素に分割し、それぞれ

の部分（要素）にそれぞれの材料定数を考慮し、要素相互の力のやりとりを電子計算機で計算し

て積み上げることにより、部材各部の応力や変位を求める解析手法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）耐震解析法 

耐震解析法に関しては、動的解析、静的解析、FEM 解析、フレーム解析など、よく使われる用語

について示す。 

 

ア 動的解析 

動的解析は、地震波形データを元に、時間とともに変化する動的地震荷重（大きさ・方向）を解

析モデルに作用させ、細かく区切った時刻一点一点において計算し、時々刻々と移り変わる地盤

や構造物の状態を把握する方法である。具体的な解析手法については、３．２参照。 

地震動は時間とともに変化する動的現象であり、構造物の応答も動的であるので、動的解析は静

的解析に比べて、より実際に近い値を求めることができる。指針では、構造物の応答値の算定は、

地震動の作用を適切に考慮でき、地盤・構造物の地震時挙動を精度良く評価できる動的解析法を用

いることを基本とするとしている。 

 

イ 静的解析 

静的解析は、一般的には、死荷重のように静的な荷重（時間とともに変化しない。）がかかった

時の、構造部材の応力や変位を求める手法である。 

耐震計算においては、時刻とともに変動する地震荷重のうち最大（又は代表的）なものを取り

出し、それを静的に構造物に作用させた時の応力や変位を求める。指針では、施設重要度、地盤条

件、構造条件、施設規模などについて、一定の条件を満たす施設は、静的線形解析を用いてもよい

こととしている。 

 

ウ ＦＥＭ解析 

FEM とは、Finite Element Method（有限要素法）の頭文字をとったものである。 

部材を図１．７のように細かな線状、面状及び立体状といった単純な要素に分割し、それぞれ

の部分（要素）にそれぞれの材料定数を考慮し、要素相互の力のやりとりを電子計算機で計算し

て積み上げることにより、部材各部の応力や変位を求める解析手法である。 

 

 

 

 

指針に合わせ、動的解析と静

的解析の記載順序を見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．５ 図１．６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ フレーム解析 

フレーム解析とは、有限要素法の一手法であり、構造をバー要素と接点というシンプルな構成

要素でモデル化し、各部に働く応力や変位を求める手法である（下図参照）。 

構造をバー要素と接点でモデル化することにより、はりやトラスの計算のように比較的単純な

計算で行えることが特徴である。有限要素法で用いられるその他の要素と比べて、計算量が少な

くて済むことから、電子計算機の性能が高くなかった以前は便利な手法であった。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ フレーム解析 

フレーム解析とは、有限要素法の一手法であり、構造をバー要素と接点というシンプルな構成

要素でモデル化し、各部に働く応力や変位を求める手法である（図１．８参照）。 

構造をバー要素と接点でモデル化することにより、はりやトラスの計算のように比較的単純な

計算で行えることが特徴である。有限要素法で用いられるその他の要素と比べて、計算量が少な

くて済むことから、電子計算機の性能が高くなかった以前は便利な手法であった。 

 

 

 

（７）危機耐性 

 危機耐性とは、「安全性で定義した事象を超えて安全性が損なわれた場合に、水道施設が危機的な状況

に至る可能性を小さくする性能」と指針に定義されている。 

耐震設計においては、設定したレベル１地震動やレベル２地震動に対して、これらの地震動に対する

使用性、復旧性および安全性を確保するように設計するが、レベル２地震動を超えるような想定外事象

に対しては危機耐性を確保することで、危機的な状況を回避することが求められている。 

 本ガイドラインでは地震による影響のみを対象とし、それ以外の災害(津波、風水害、土砂崩れ、大規

模停電、これらの複合災害)は別途検討とする。 

本ガイドラインでは、指針で示されている危機耐性への段階別の対応（図１．９）のうち、個々の施

設で対応すべき範囲のみを対象とし、事業全体での対応や浄水場、配水場など施設全体での対応が必要

な範囲は別途検討とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に合わせ、記載を追加 

図１．７ 

図１．８ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１.４ 耐震化の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．９ 本ガイドラインで記載する危機耐性の範囲 

出典：指針・本編 p.30（日本水道協会、2022 年）に加筆 

 

 

１.４ 耐震化の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本ガイドラインの記載範囲 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１．２ 水道施設の設計基準の変遷と主な地震（1990 年代以降） 

年  水道施設の設計基準の変遷 主な地震等 主要浄水場の建設（年度） 

1990        

   1997(H9)「水道施設耐震工法指針・解説」改訂 1995(H7)兵庫県南部地震(M7.3) 1991 年度 三郷浄水場第Ⅱ期前期完成 

  ・新たな震度法(修正震度法と統合)、応答変位法、 ・土木・建築構造物に甚大な被害 1991 年度 金町浄水場高度浄水施設完成 

  動的解析  1993 年度 三郷浄水場第Ⅱ期後期完成 

  ・レベル 1、2 地震動を用いた耐震水準の設定   1995 年度 金町浄水場高度浄水施設（二期）完成 

  （兵庫県南部地震クラスの地震動に対応した設計の   1998 年度 三郷浄水場高度浄水施設完成 

  導入）    

2000  ・材料の非線形性を考慮した構造物特性係数    

  2009(H21)「水道施設耐震工法指針・解説」改訂 2000(H12)水道施設の技術的基準を定める省令 2004 年度 金町浄水場の施設更新 

  ・性能設計の導入 2003(H15)十勝沖地震(M8.0) 2004 年度 朝霞浄水場高度浄水施設完成 

  ・経済性照査の紹介 ・液面揺動による石油タンクの被害 2006 年度 砧浄水場膜ろ過施設完成 

  ・動的解析の推奨 2004(H16)新潟県中越地震(M6.8) 2006 年度 砧下浄水所膜ろ過施設完成 

    ・中山間地での孤立集落の発生 2007 年度 三園浄水場高度浄水施設完成 

    2007(H19)新潟県中越沖地震(M6.8) 2009 年度 東村山浄水場高度浄水施設完成 

    ・相互応援体制の見直し  

    2008(H20)水道施設の技術的基準を定める省令の  

   一部改正  

2010     

    2011(H23)東北地方太平洋沖地震（M9.0)  

   ・津波被害、東北から関東までの広域災害発生 2012 年度 金町浄水場高度浄水施設（三期）完成 

   ・甚大な液状化被害 2013 年度 三郷浄水場高度浄水施設（二期）完成 

   2014（H26） 長野県神城断層地震 2013 年度 朝霞浄水場高度浄水施設（二期）完成 

   2016（H28） 熊本地震  

   2016（H28） 鳥取中部地震  

   2018（H30） 大阪府北部を震源とする地震  

   2018（H30） 平成 30 年 北海道胆振東部地震  

2020     

  2022（R4）「水道施設 耐震工法指針・解説」改訂 2024 (R6)    令和 6 年能登半島地震  

  ・性能規定型設計の徹底 ・原則動的解析   

  ・要求性能を規定    ・限界状態を規定   

  ・危機耐性の導入        
 



東京都水道局耐震設計ガイドライン（平成 25 年 7月） 東京都水道局耐震設計ガイドライン（令和６年４月） 備 考 

第２章 耐震設計の基本 

２.１ 耐震設計の手順 

２.１.１ 新設設計の手順 

水道施設は、当該施設の重要度に応じて保持すべき耐震性能を確保できるように設計する

（耐震計算は、当該施設が保持すべき耐震性能を満足していることを照査する。）。 

新設の耐震設計は、図２．１に示す手順に従って行うことを基本とする。 

 

 

 

 

第２章 耐震設計の基本 

２.１ 耐震設計の手順 

２.１.１ 新設設計の手順 

水道施設は、当該施設の重要度に応じて保持すべき要求性能を確保できるように設計する

（耐震計算は、当該施設が保持すべき要求性能を満足していることを照査する。）。 

新設の耐震設計は、図２．１に示す手順に従って行うことを基本とする。 

 

（１） 建設地点の選定 …… 施設の建設地点を選定する。 

    

（２） 
水道施設の重要度に 
応じた要求性能の設定 

…… 
水道施設を重要度に応じて分類し、重要度
に応じて確保すべき要求性能を設定する。 
２．２参照 

    

（３） 
建設地点における 
地盤調査、地盤評価 

…… 
水道施設の重要度及び建設地点の地盤条件
に応じて適切に実施する。 
２．３参照 

    

（４） 
構造形式の選定、 
施設諸元の決定 

…… 指針を参照 

    

（５） 設計地震動の設定 …… 
レベル１地震動及びレベル２地震動の設計
地震動を設定する。 
２．４参照 

    

（６） 耐震計算 …… 
構造物をモデル化し、適切な耐震計算方法
により、解析を行う。 
３．２及び３．３参照（池状構造物） 

    

（７） 性能の照査 …… 
水道施設が（２）に示す要求性能を満足して
いることを照査する。 
３．４参照（池状構造物） 

 

※（５）から（７）は、検討結果によりフィードバックが必要となる。 

 

図２．１ 新設設計の耐震設計のフロー 

 

 

 

 

 

指針に合わせ「耐震性能」を「要

求性能」に見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に合わせ「耐震性能の照

査」を「性能の照査」に見直し 

 

 

 

 

 

 

 



２.１.２ 既設の耐震診断・耐震補強設計の手順 

既設構造物の耐震診断・耐震補強設計は、図２．２に示す手順に従って行うことを基本とす

る。 

 

 

 

２.１.２ 既設の耐震診断・耐震補強設計の手順 

既設構造物の耐震診断・耐震補強設計は、図２．２に示す手順に従って行うことを基本とす

る。 

 

（１） 施設の現況調査 …… 対象施設の図面整合、構造物のコンクリー
ト及び鉄筋の現地調査を行う。 

    

（２） 
水道施設の重要度に 
応じた要求性能の設定 

…… 
水道施設を重要度に応じて分類し、重要度
に応じて確保すべき要求性能を設定する。 
２．２参照 

    

（３） 
建設地点における 
地盤調査、地盤評価 

…… 
水道施設の重要度及び建設地点の地盤条
件に応じて適切に実施する。 
２．３参照 

    

（４） 設計地震動の設定 …… 
レベル１地震動及びレベル２地震動の設
計地震動を設定する。 
２．４参照 

    

（５） 耐震計算（耐震診断） …… 
構造物をモデル化し、適切な耐震計算方法
により解析を行う。 
３．２及び３．３参照（池状構造物） 

    

（６） 性能の照査 …… 
水道施設が（２）に示す要求性能を満足し
ていることを照査する。 
３．４参照（池状構造物） 

    

（７） 総合評価 …… 要求性能の照査結果から対象施設の補強
の必要性を判定する。 

    

（８） 補強検討 …… 補強方法を検討する。選定した補強断面に
対して耐震計算を行う。 

    

（９） 
補強後の耐震計算及び
性能の照査 

…… 
補強後の施設が（２）に示す要求性能を満
足していることを照査する。 
３．４参照（池状構造物） 

※（５）から（７）まで並びに（８）及び（９）は、検討結果によりフィードバックが必要となる。 

図２．２ 耐震診断・補強設計の耐震設計のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２.２ 水道施設の重要度に応じた耐震性能の設定 

２.２.１ 施設の重要度 

地震被害により生じる施設本来の機能に与える直接的な影響及び二次的影響の視点から、池

状構造物の重要度は全てランクＡとし、表２．１のとおり設定する。 

なお、当局のランクＡは、指針のランクＡ１に相当する。 

 

 

 

２.２.２ 設計地震動と耐震性能の定義 

（１）設計地震動の定義 

対象施設の耐震設計では、表２．２に示す２段階のレベルの設計地震動を考慮する。 

 

 

 

（２）耐震性能の定義 

水道施設の耐震性能は、表２．３に示すとおりとする。 

 

 

 

 

 

２.２ 水道施設の重要度に応じた要求性能の設定 

２.２.１ 施設の重要度 

地震被害により生じる施設本来の機能に与える直接的な影響及び二次的影響の視点から、池

状コンクリート構造物の重要度は全てランクＡ１とし、表２．１のとおり設定する。 

 なお、当局のランクＡは、指針のランクＡ１に相当する。 
 

表２．１ 施設の重要度区分 

重要度 
区分 施 設 区 分 対 象 施 設 

ランクＡ１ 

水 

道 

施 

設 

貯水施設 

全ての施設を対象とする。 取水施設 
導水施設 
浄水施設 
送水施設 ・ 給(配)水所 

・ ポ ン プ 所  
・ 応急給水施設 配水施設 

 

２.２.２ 設計地震動と要求性能の定義 

（１）設計地震動の定義 

対象施設の耐震設計では、表２．２に示す２段階のレベルの設計地震動を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）要求性能の定義 

水道施設の要求性能は、表２．３に示すとおりとする。 

 

表２．３ 要求性能の定義 

要求性能 定  義 

使用性 設定した地震作用等に対して、水道施設が継続的に使用できるための
性能 

復旧性 地震の影響等により低下した水道施設の性能を早期に復旧できる性能 

安全性 
設定した地震作用等に対して、水道施設機能に重大な影響を及ぼすよ
うな損傷が発生しない性能。さらに、利用者や周辺の人の生命や財産を
脅かさないための性能 

危機耐性 安全性で定義した事象を超えて安全性が損なわれた場合に、水道施設
が危機的な状況に至る可能性を小さくする性能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に合わせ要求性能の定義

を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２.２.３ 重要度に応じた耐震性能の設定 

施設の重要度に対して設計地震動レベル別に保持すべき耐震性能は、表２．４に示すとおり

とする。 

ランクＡである池状構造物は、レベル１地震動に対しては耐震性能１を、レベル２地震動に

対しては耐震性能２を満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

２.３ 地盤調査及び地盤評価 

２.３.１ 耐震設計における地盤調査の概要 

（１）土質調査の基本 

水道施設の耐震設計に当たっては、施設の重要性及び既存地盤調査資料の状況に応じ

て、建設地点の地盤に関する土質調査を行う。 

水道施設は、地盤条件に合わせた構造形式及び基礎工が必要になり、耐震設計法も施設

の構造形式だけでなく、地盤条件にも左右される。 

したがって、土質調査を行い、建設地点の地盤の状態を正しく把握することが必要とな

る。 

 

 

 

 

２.２.３ 重要度に応じた要求性能の設定 

施設の重要度に対して設計地震動レベル別に保持すべき要求性能と、照査に用いる限界状態

（３．４参照）は、表２．４に示すとおりとする。 

ランクＡ１である池状コンクリート構造物は、レベル１地震動に対しては使用性（限界状態

１）を、レベル２地震動に対しては復旧性（限界状態２）を満たす必要がある。レベル２地震

動に対しては、復旧性を保持することで安全性が確保される。 

 

表２．４ 池状コンクリート構造物の要求性能に対する照査に用いる設計地震動と限界状態 

要求性能 
設計地震動 限界状態 

レベル１地震動 レベル２地震動 限界状態１ 限界状態２ 限界状態３ 

使用性 
当局池状構造物 
（ランク A1） 

 
当局池状構造物 
（ランク A1） 

  

復旧性  
当局池状構造物 
（ランク A1） 

 
当局池状構造物 
（ランク A1） 

 

安全性  
当局池状構造物 
（ランク A1） 

  
当局池状構造物 
（ランク A1） 

危機耐性 危機耐性については「３．５ 危機耐性への対応」により考慮する 

 

２.３ 地盤調査及び地盤評価 

２.３.１ 耐震設計における地盤調査の概要 

（１）土質調査の基本 

水道施設の耐震設計に当たっては、施設の重要性及び既存地盤調査資料の状況に応じ

て、建設地点の地盤に関する土質調査を行う。 

水道施設は、地盤条件に合わせた構造形式及び基礎工が必要になり、耐震設計法も施設

の構造形式だけでなく、地盤条件にも左右される。 

したがって、土質調査を行い、建設地点の地盤の状態を正しく把握することが必要とな

る。 

 

 

 

 

 

 

指針に合わせ設計地震動レベ

ル別に保持すべき要求性能と

照査に用いる限界状態を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）既存の資料による調査 

既存の資料から施設建設地点の地盤における土質の概略状況を把握する。施設によって

は、既存の資料のみを使用して設計や診断を実施することも可能であるが、これらの資料

を基に現地踏査を実施し、必要な調査項目を検討することが望ましい。収集する資料を次

に示す。 

ア 地形図 

イ 地質図 

ウ 地盤図 

エ 土質柱状図 

 

（３）一般的な土質調査 

一般的な耐震設計において、最低限必要となる調査項目を次に示す。建設地点の状況や

解析手法に応じて必要な調査を追加すること。 

 

ア 層厚 

イ 地下水位 

ウ N値 

エ 各層のせん断強さ（粘着力 C、内部摩擦角φ） 

オ 各層の変形係数（ヤング率 E、せん断弾性係数 G） 

カ 各層の密度 

キ 土質断面図 

 

（４）地盤の動的解析のための土質調査 

地盤の動的解析を実施するためには、土質定数に及ぼすひずみ速度効果やひずみ依存性

の影響が重要になる。その場合は必要に応じ、次に示す土質定数を求める。 

 

ア 初期せん断弾性係数 G0 

イ 減衰定数 h 

ウ ポアソン比 ν 

エ 弾性波速度（縦波速度 Vp、横波速度 Vs） 

オ 地盤のひずみ依存特性（動的変形試験） G/G0 ～γ、h ～γ 

カ 地盤の卓越周期 TG 

キ その他 

 

なお、液状化の発生が予測される地点において、詳細な液状化評価（有効応力解析等）

を実施する場合には、液状化強度特性を調査する必要がある。 

 

 

 

 

（２）既存の資料による調査 

既存の資料から施設建設地点の地盤における土質の概略状況を把握する。施設によって

は、既存の資料のみを使用して設計や診断を実施することも可能であるが、これらの資料

を基に現地踏査を実施し、必要な調査項目を検討することが望ましい。収集する資料を次

に示す。 

ア 地形図 

イ 地質図 

ウ 地盤図 

エ 土質柱状図 

 

（３）一般的な土質調査 

一般的な耐震設計において、最低限必要となる調査項目を次に示す。建設地点の状況や

解析手法に応じて必要な調査を追加すること。 

 

ア 層厚 

イ 地下水位 

ウ N値 

エ 各層のせん断強さ（粘着力 C、内部摩擦角φ） 

オ 各層の変形係数（ヤング率 E、せん断弾性係数 G） 

カ 各層の密度 

キ 土質断面図 

 

（４）地盤の動的解析のための土質調査 

地盤の動的解析を実施するためには、土質定数に及ぼすひずみ速度効果やひずみ依存性

の影響が重要になる。その場合は必要に応じ、次に示す土質定数を求める。 

 

ア 初期せん断弾性係数 G0 

イ 減衰定数 h 

ウ ポアソン比 ν 

エ 弾性波速度（縦波速度 Vp、横波速度 Vs） 

オ 地盤のひずみ依存特性（繰返しせん断試験） G/G0 ～γ、h ～γ 

カ 地盤の卓越周期 TG 

キ その他 

 

なお、液状化の発生が予測される地点において、詳細な液状化評価（有効応力解析等）

を実施する場合には、液状化強度特性を調査する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「動的変形特性試験」の名称を

正式名称の「繰返しせん断試

験」に見直し 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボーリング調査の必要本数と

調査深度に関するコラムを追

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水滴くんのワンポイントアドバイス】 ～ボーリング調査の必要本数と調査深度～ 

① ボーリング調査の必要本数 
 土質調査のなかでも、層厚や N 値、地下水位を把握することを目的として、ボーリング
調査が一般的に行われる。ボーリング調査の必要本数は、周辺地形や構造物規模、構造物の
支持形式などにより異なるが、調査本数が少ないと地盤の特性を十分に把握できない可能
性があり、危険側の設計に陥ったり、過度に安全側の設計となることがある。特に、下記に
示すような施設・地盤についてはボーリング試験を必ず複数本実施し、三次元的な地質構
造、地盤構成を把握することが重要である。 

・既往調査から地層が水平方向に不整形である場合、または不明な場合 
・施設規模が中～大規模の場合 
・構造物基礎が杭基礎など直接基礎以外となる場合 
また、必要本数の考え方の参考として、日本建築学会の指針では、建築面積とボーリング

本数の目安（図２．４）が示されている。構造設計指針・同解説（平成 30 年・東京都財務
局）においては、基礎形式及び施工方法を選定するためのボーリング調査位置は、縦・横 30
～40m の間隔以内の位置で行うことを原則とすると記載されている（令和 4 年の国土交通
省基準の改定に伴い、本記載は削除されたが、財務局ポータルサイトに参考掲載されてい
る。）。 

 

 
図２．４ 建築面積とボーリング本数の目安（大規模建築物） 

出典：建築基礎設計のための地盤調査計画指針 第 3 版（日本建築学会,2009） 
 

② ボーリング調査の調査深度 
 ボーリング調査は、一般的には工学的基盤（２．３．３参照）や支持層が確認できたとこ
ろで掘止めとなる。工学的基盤や支持層の確認を目的とする場合、実務上は N 値 50 以上の
層を 5m 確認することが目安とされている。しかしながら、軟弱地盤の地域では N 値 50 以
上の層が深層部まで連続して出ない場合もあり、以下に示すような対応を検討する。 

・PS 検層を実施し工学的基盤相当の層であることを確認する。 
・代表箇所で工学的基盤面の確認を行い、その他の箇所では支持層（目安として粘性土 N

値 20 程度以上、砂層・砂礫層 N 値 30 程度以上）までの調査を行う。 
・支持層までの調査を行い、支持層以深については常時微動測定や地震ハザードステーシ

ョンの公開地盤データを用いて工学的基盤面までの地盤情報を補完する。 



 

 

（５）解析条件に応じた調査項目の設定 

土質調査の実施に当たっては、構造物の種類と地盤性状に応じて、調査項目と調査方法

を選定する。各種の調査及び室内試験について、日本工業規格（JIS）及び地盤工学会基準

（JGS）に定められているものは、その規格及び基準に従うこと。 

 

 

 

 

 

（５）解析条件に応じた調査項目の設定 

土質調査の実施に当たっては、構造物の種類と地盤性状に応じて、調査項目と調査方法

を選定する。各種の調査及び室内試験について、日本工業規格（JIS）及び地盤工学会基準

（JGS）に定められているものは、その規格及び基準に従うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

孔内水平載荷試験について、杭

基礎施設や地下施設では試験

を行うことが望ましいが、地上

で直接基礎の施設などでは特

段不要であることから評価を

見直し 

 

密度検層は地山の密度を計測

する試験であるが、試験結果が

設計に与える影響が小さいこ

とから削除 

 

 

 

 

繰返し三軸試験と繰返し中空

ねじり試験について、静的解析

では用いられないため評価を

見直し 

 

繰返し非排水三軸試験は液状

化地盤で地盤応答解析や動的

解析を行う場合などに適用さ

れるが、適用場面が限定的であ

ることから評価を見直し 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査項目に関するコラムを追

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２.３.２ 地盤の動的解析で必要となる地盤調査 

（１）地盤の動的特性試験 

地盤応答解析（動的解析）を行う場合に必要なデータを次に示す。 

① 層厚 

② 単位体積重量（γt）と N値 

③ ポアソン比 

④ 弾性波速度（縦波速度 Vp、横波速度 Vs）又は初期せん断弾性係数（G0） 

⑤ せん断弾性係数比－ひずみ関係（G / G0～γ）、減衰定数－ひずみ関係（h～γ） 

このうち③、④及び⑤が動的物性値に当たり、解析に求められる精度や得られる地盤情

報によって設定方法を選択する。 

ア 試験・調査から直接求める方法 

動的物性値を直接求める方法を表２．６に示す。 

 

 

 

イ 計算や既往研究から推定する方法 

ポアソン比、せん断弾性波速度などを推定する計算式は主要な基準類においても規定さ

れている。主な式を以下に示す。ただし、PS検層を実施しない場合、ポアソン比は計算式

から求めることができないため、既往の文献や報告等を参考に設定する。 

 

（ア）ポアソン比 
2)VpVs22

2VpVs21
（

）（

 

 

ここに、 

ν ：ポアソン比 

Vp  ：縦波速度（m/s） 

Vs ：せん断波（横波）速度（m/s） 

     N 値から Vsを推定する場合は、表２．１１を参照のこと。 

 

（イ）せん断弾性係数

2Vsg
1G t （kN/m2） 

 

ここに、 

２.３.２ 地盤の動的解析で必要となる地盤調査 

（１）地盤の動的特性試験 

地盤応答解析（動的解析）を行う場合に必要なデータを次に示す。 

① 層厚 

② 単位体積重量（γt）と N値 

③ ポアソン比 

④ 弾性波速度（縦波速度 Vp、横波速度 Vs）又は初期せん断弾性係数（G0） 

⑤ せん断弾性係数比－ひずみ関係（G / G0～γ）、減衰定数－ひずみ関係（h～γ） 

このうち③、④及び⑤が動的物性値に当たり、解析に求められる精度や得られる地盤情

報によって設定方法を選択する。 

ア 試験・調査から直接求める方法 

動的物性値を直接求める方法を表２．６に示す。 

 

 

 

イ 計算や既往研究から推定する方法 

ポアソン比、せん断弾性波速度などを推定する計算式は主要な基準類においても規定さ

れている。主な式を以下に示す。ただし、PS検層を実施しない場合、ポアソン比は計算式

から求めることができないため、既往の文献や報告等を参考に設定する。 

 

（ア）ポアソン比 
2)VpVs22

2VpVs21
（

）（

 

 

ここに、 

ν ：ポアソン比 

Vp  ：縦波速度（m/s） 

Vs ：せん断波（横波）速度（m/s） 

     N 値から Vsを推定する場合は、表２．１１を参照のこと。 

 

（イ）せん断弾性係数

2Vsg
1G t （kN/m2） 

 

ここに、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G ：せん断弾性係数（kN/m2） 

g  ：重力加速度（m/s2） 

γt ：単位体積重量（kN/m3） 

（ウ）ヤング率 G)(12E （kN /m2） 

ここに、 

E  ：ヤング率（kN/ m2） 

 

（２）ＰＳ検層（弾性波速度検層） 

PS 検層は、ボーリング地点における深さ方向の詳細な速度分布を求めることができる試

験である。PS 検層により Vp 及び Vsが求められると、地盤のポアソン比ν、ヤング率 E及

びせん断弾性係数 Gは、２．３．２に示す式により求められる。 

また、表層地盤の固有周期 TG や地盤のせん断弾性波速度 Vs は、弾性波探査や PS 検層

によって測定するのが望ましいが、実測値がない場合は、N値から推定してもよい。 

 

 
 

（３）常時微動測定  

一般に微小震動のうちで振動数が 1～20Hz 程度のものを常時微動と呼んでおり、常時微

動測定によって地盤の地震工学的特性である測定地点の卓越周期や増幅特性の推定がで

きる。 

１地点における常時微動測定では、水平動（H）と上下動（V）とのスペクトル比（以下

「H/V スペクトル比」という。）から地盤の振動特性を評価する方法が提案されている。 

この方法は、微動の H/V スペクトル比の最大ピークを与える周期を地盤の卓越周期、そ

の周期における H/V スペクトル比を地盤の増幅倍率として見なすものである。 

また、常時微動のアレー観測により地下構造を探査する方法がある。これは、表面波の

性質を利用して、様々な周期をもつ表面波の伝播
ぱ

速度を推定し、深いところから浅いとこ

ろまで（地震基盤から地表まで（p.22【水滴くんのワンポイントアドバイス】参照）の地

下構造を推定するものである。 

 

G ：せん断弾性係数（kN/m2） 

g  ：重力加速度（m/s2） 

γt ：単位体積重量（kN/m3） 

（ウ）ヤング率 G)(12E （kN /m2） 

ここに、 

E  ：ヤング率（kN/ m2） 

 

（２）ＰＳ検層（弾性波速度検層） 

PS 検層は、ボーリング地点における深さ方向の詳細な速度分布を求めることができる試

験である。PS 検層により Vp 及び Vsが求められると、地盤のポアソン比ν、ヤング率 E及

びせん断弾性係数 Gは、２．３．２に示す式により求められる。 

また、表層地盤の固有周期 TG や地盤のせん断弾性波速度 Vs は、弾性波探査や PS 検層

によって測定するのが望ましいが、実測値がない場合は、N値から推定してもよい。 

 

 

 

（３）常時微動測定  

一般に微小震動のうちで振動数が 1～20Hz 程度のものを常時微動と呼んでおり、常時微

動測定によって地盤の地震工学的特性である測定地点の卓越周期や増幅特性の推定がで

きる。 

１地点における常時微動測定では、水平動（H）と上下動（V）とのスペクトル比（以下

「H/V スペクトル比」という。）から地盤の振動特性を評価する方法が提案されている。 

この方法は、微動の H/V スペクトル比の最大ピークを与える周期を地盤の卓越周期、そ

の周期における H/V スペクトル比を地盤の増幅倍率として見なすものである。 

また、常時微動のアレー観測により地下構造を探査する方法がある。これは、表面波の

性質を利用して、様々な周期をもつ表面波の伝播
ぱ

速度を推定し、深いところから浅いとこ

ろまで（地震基盤から地表まで（p.20【水滴くんのワンポイントアドバイス】参照）の地

下構造を推定するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（４）繰返し三軸試験（変形特性） 

この試験は、地盤工学会基準 JGS-0542-2009 に準拠する。土が過去に受けた応力履歴を

できるだけ忠実に室内の要素試験で再現し（乱さない試料）、さらに、荷重を加えて土の挙

動を推定する試験である。 

試験装置は、加振装置、三軸セル、測定装置及び記録装置から構成される。土の非線形

特性、砂の液状化を含む強度及び砂の締固め特性を調べることが主な目的である。 

 

 

 

 

 

（４）繰返し三軸試験（変形特性） 

この試験は、地盤工学会基準 JGS-0542-2009 に準拠する。土が過去に受けた応力履歴を

できるだけ忠実に室内の要素試験で再現し（乱さない試料）、さらに、荷重を加えて土の挙

動を推定する試験である。 

試験装置は、加振装置、三軸セル、測定装置及び記録装置から構成される。土の非線形

特性、砂の液状化を含む強度及び砂の締固め特性を調べることが主な目的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

（５）繰返し中空ねじりせん断試験（変形特性） 

この試験は、地盤工学会基準 JGS-0543-2009 に準拠する。中空の円筒形供試体を用いて

上端にトルクを加えて円周方向にねじることによって、供試体全体にせん断変形を与える

試験である。片振幅せん断ひずみ（γ）が 0.001％以下から 0.1％以上の一定振幅の繰返

しねじり力を連続して載荷する。 

三軸試験のような間接型せん断試験と比べて、地震時における原地盤での応力及び変形

条件を比較的忠実に再現できることに利点がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）繰返し中空ねじりせん断試験（変形特性） 

この試験は、地盤工学会基準 JGS-0543-2009 に準拠する。中空の円筒形供試体を用いて

上端にトルクを加えて円周方向にねじることによって、供試体全体にせん断変形を与える

試験である。片振幅せん断ひずみ（γ）が 0.001％以下から 0.1％以上の一定振幅の繰返

しねじり力を連続して載荷する。 

三軸試験のような間接型せん断試験と比べて、地震時における原地盤での応力及び変形

条件を比較的忠実に再現できることに利点がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（６）繰返し非排水三軸試験（液状化特性） 

この試験は、地盤工学会基準 JGS-0541-2009 に準拠する。等方応力状態で圧密された土

に対して、繰返し三軸試験装置を用いて、①非排水状態における繰返し軸差応力の片振幅

又は繰返し応力振幅比と所定の両振幅軸ひずみ、②所定の過剰間隙水圧に達するまでの繰

返し載荷回数との関係を求めることを目的とする。 

主として飽和砂質土を対象とした試験であり、砂質土の液状化特性として、繰返し応力

振幅比、液状化強度曲線図、有効応力経路図などを得ることができる。詳細な液状化評価

（有効応力解析など）を行う際に実施する試験である。 

なお、液状化特性を求める試験には、中空ねじり試験装置を用いた繰返し非排水中空ね

じりせん断試験もある。 

 

 

 

 

 

（６）繰返し非排水三軸試験（液状化特性） 

この試験は、地盤工学会基準 JGS-0541-2009 に準拠する。等方応力状態で圧密された土

に対して、繰返し三軸試験装置を用いて、①非排水状態における繰返し軸差応力の片振幅

又は繰返し応力振幅比と所定の両振幅軸ひずみ、②所定の過剰間隙水圧に達するまでの繰

返し載荷回数との関係を求めることを目的とする。 

主として飽和砂質土を対象とした試験であり、砂質土の液状化特性として、繰返し応力

振幅比、液状化強度曲線図、有効応力経路図などを得ることができる。詳細な液状化評価

（有効応力解析など）を行う際に実施する試験である。 

なお、液状化特性を求める試験には、中空ねじり試験装置を用いた繰返し非排水中空ね

じりせん断試験もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

２.３.３ 工学的基盤面の設定 

工学的基盤面とは、地盤のモデル化において、耐震設計上の基盤面と見なす地層であり、工

学的基盤面の設定は、耐震設計において重要である。 

工学的基盤面は、対象地点に共通する広がりを持ち、堅固（非線形化しない）でせん断弾性

波速度が表層地盤のそれと比べて十分に大きい地盤の上面を想定する。設定においては、当該

地点の地質調査データのみでなく、周辺地盤の情報も十分に収集し、総合的な視点で設定しな

ければならない。 

工学的基盤面は、Ｎ値 50以上、せん断弾性波速度がおおむね Vs≧300m/s 以上の連続した地

層の上面としてよい。ただし、詳細な地盤調査結果がある場合には、適切に工学的基盤面を設

定することが可能であり、個々の地点の地盤特性を勘案して判断する必要がある。 

なお、東京都地域防災計画における地震被害想定の工学的盤面は、Vs≧500m/s 以上として設
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地点の地質調査データのみでなく、周辺地盤の情報も十分に収集し、総合的な視点で設定しな

ければならない。 

指針の工学的基盤面は N値 50以上またはせん断弾性波速度 Vs≧300m/s となっているが、本

ガイドラインでは東京都被害想定の工学的基盤面に合わせ、せん断弾性波速度 Vs≧350m/s の

連続した地層の上面を原則とする。ただし、詳細な地盤調査結果がある場合には、適切に工学

的基盤面を設定することが可能であり、個々の地点の地盤特性を勘案して判断する必要があ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



定しているため、レベル２地震動で方法２を用いる場合には（２．４参照）、地質調査の調査深

度から工学的基盤面までの地層構造を仮定する必要が生じる場合がある。これは、一般的な設

計における地質調査では、支持層（N 値 50 以上を目安とし、Vs≧300m/s 程度の地層）の確認

が主目的とされ、Vs≧500m/s の地層まで確認されることが少ないためである。 
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なお、東京都地域防災計画における地震被害想定の工学的盤面は、Vs≧500m/s 以上として設

定しているため、レベル２地震動で方法２を用いる場合には（２．４参照）、地質調査の調査深

度から工学的基盤面までの地層構造を仮定する必要が生じる場合がある。これは、一般的な設
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工学的基盤面の設定を東京都

被害想定に合わせ見直し 

 

 

 

 

 

工学的基盤面の設定見直しに

伴い図中の記載を見直し 

 

支持層と工学的基盤面の混同

を避けるため杭および指針の

工学的基盤面を図中から削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深部地盤 



 

 

 

２.３.４ 地盤固有周期の算出 

地盤の固有周期には、平常時（微少ひずみ）における固有周期 TG と地震時（大ひずみ）における

固有周期 TG'がある。前者は、PS 検層の結果や常時微動測定により実測することができる。後者は、

一次元地盤応答解析結果の収束剛性を用いて算出する方法（２．４．４（６）参照）や地震観測記

録から求める方法などがある。やむを得ず N 値から平常時の地盤固有周期 TG を算出する場合は、

表２．１１からせん断弾性波速度 Vs を求めてもよい。 

なお、地盤の地震時挙動を評価する場合には、地震時の地盤固有周期 TG'が重要となるため、動

的解析を行う場合には、地震時の地盤固有周期 TG'を算定することを原則とする。 
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図を最新資料に見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２.３.５ 地盤の液状化の判定 

地盤の液状化とは、砂質地盤が地震動による繰返し応力により、急激にその強度と剛性を喪失し、

あたかも地盤全体が液体のように振る舞う現象である。地盤の液状化は、地中構造物の浮上や構造

物の沈下、傾斜等の被害を水道施設に生じさせるため、耐震設計上の配慮と対策が必要である。 

（１）地盤の液状化判定が必要な地盤条件 

沖積層で次の三つの条件全てに該当する場合に、液状化の判定を行う。 

 

ア 地下水位が現地盤面から 10m 以内にあり、かつ、現地盤面から 25m 以内の深さに存在す

る飽和土層 

イ 細粒分含有率 FC が 35％以下の土層又は FC が 35％を超えても塑性指数 IP が 15 以下の

土層 

ウ 平均粒径 D50 が 10 ㎜以下であり、かつ、10％粒径 D10 が 1 ㎜以下である土層 
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なお、洪積土は、兵庫県南部地震を含む既往の地震において液状化した事例が報告されてい

ない。洪積土は、一般に N値が高く、続成作用（軟かい堆積物が堅い堆積岩に変化すること）

により液状化に対する抵抗が高いため、一般に液状化の可能性は低いが、軟弱な洪積土は、液

状化判定をする必要がある。 

 

（２）液状化判定 

（１）の規定により液状化の判定を行う必要がある土層に対しては、レベル１地震動及びレ

ベル２地震動に対して、液状化に対する抵抗率 FL を算出し、この値が 1.0 以下の土層につい

ては液状化するものとみなす。 

 

FL  = R / L 

ここに、 

R ： 動的せん断強度比 

L ： 地震時せん断応力比 

 

動的せん断強度比 Rとは、地震時における地盤のせん断抵抗力の指標であり、繰返し非排水

三軸試験により求められる。簡易的には（一般的な設計では）、N 値より求めることができる

（指針・総論 p.76 参照）。なお、動的せん断強度比 Rは、抵抗力を示す指標であるが、地震動

特性（直下型、海溝型）により補正係数 Cw の値が変化するので、注意が必要である。 

地震時せん断応力比 L とは、地震時における地盤に発生するせん断応力の指標であり、応答

解析により求めることができる（３．３．６参照）。簡易的には、地中の設計水平震度から求め

ることができる。 

簡易法（FL 法）による液状化判定方法の詳細は、指針・総論 p.76 を参照すること。 

また、液状化判定は、FL 法等の簡易法を用いることが標準であるが、詳細な液状化予測を行

う場合には、全応力解析法と有効応力解析法を用いて判定する必要がある（解析手法の詳細は、

３．３参照）。 
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FL  = R / L 

ここに、 

R ： 動的せん断強度比 
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動的せん断強度比 Rとは、地震時における地盤のせん断抵抗力の指標であり、繰返し非排水
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簡易法（FL 法）による液状化判定方法や、液状化程度の評価法（PL 法）の詳細は、指針・参

考資料 p.316 及び道示（平成 29 年版）Ⅴ耐震設計編 p.161 を参照。 

PL＞15 ：液状化の可能性が大  

5＜PL≦15：液状化の可能性が中 
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東京都水道局耐震設計ガイドライン（平成 25 年 7月） 東京都水道局耐震設計ガイドライン（令和６年４月） 備 考 

２.４ 設計地震動 

２.４.１ 当局における設計地震動の設定方針 

（１）設定方法の概要 

当局における設計地震動の設定方法の概要を表２．７に示す。用語等の詳細については（２）

及び（３）に示す。 

 

 

 

（２）レベル１地震動の設定方法 

レベル１地震動とは、水道施設の耐震設計に用いる入力地震動であり、「当該施設の設置地

点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性

が高いもの」と定義されている（水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12 年厚生省令第

15 号。以下「厚労省令」という。））。指針では、従来の方法（97 年版指針の手法）によりレベ

ル１地震動を設定する場合と、経済性照査を用いてレベル１地震動を設定する場合の２つの手

法が記載されている。 

当局における水道施設の耐震設計においては、従来の方法を用いてレベル１地震動を設定す

ることを基本とする。経済性照査は、耐震化事業の最適化等の詳細検討が必要な場合に有効で

あるが、便益算定方法等の条件について別途検討を要するため、今後の検討課題とする。 

従来の方法でレベル１地震動を設定する場合における指針の規定を表２．８に示す。 
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表２．８ レベル１地震動の設定方法（指針の規定の抜粋） 

設定方法 動的解析に用いる設計地震動 静的解析に用いる設計地震動 

従来の方法を
用いて設定す
る場合 

線形解析を行う場合は、建設地点の
地盤条件を用い、「09 年版指針・総論解
説編Ⅲ」に示す設計震度にスペクトル
フィッテイングした時刻歴加速度波形
を用いる。 

建設地点の地盤条件及び構造物の固有
周期を用い、「09 年版指針・総論解説編Ⅲ」
に示す設計震度を用いる。 

                        出典：指針・本論 p.43（日本水道協会、2022 年） 

 

（３）レベル２地震動の設定方法 

レベル２地震動とは、水道施設の耐震設計に用いる入力地震動であり、「当該施設の設置地

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法２：東京都地震被害想定（R5

年）に基づき対象地震を変更（都心

南部直下地震、多摩東部直下地震、

立川断層帯地震、大正関東地震） 

方法３：近年の地震実績を踏まえ

て熊本地震を追加 

方法４：出典元を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政移管に伴う変更 

出典の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典の変更 

 

 

 

 

出典の変更 

 

 

 

 



点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するもの」と定義さ

れている（厚労省令）。 

指針では、レベル２地震動の設定として、表２．９に示す４つの方法が示されている。当局

においては、レベル２地震動を動的解析と静的解析で区別し、次のように設定する。 

 

 

ア 動的解析  方法２、方法３を併用し、３波形以上を用いる。 

イ 静的解析  方法２、方法４のうち、どちらか大きい方の設計震度を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）方法２（地域防災計画の想定地震）を設計地震動として用いる場合の定義 

当局における方法２は、首都直下地震等の被害想定（東京都総務局 平成 24 年 4月。以下「被

害想定」という。）の東京湾北部地震、多摩直下地震、立川断層帯地震の３種類の想定地震を対

象とする。 

なお、元禄型関東地震については、海溝型地震による影響が想定される場所であるかを確認

するために震度分布のみを用いる。 

各地震動による都内の揺れについては、1km×1km メッシュ単位で波形が用意されている。た

だし、用意されている各メッシュの波形は、S 波せん断波速度 Vs=500m/s とした工学的基盤面

上の波形である。 

各地震動について、どのメッシュの地震動を用いるかは、次のア及びイによる。 

 

ア 東京湾北部地震・多摩直下地震について 

点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するもの」と定義さ

れている（国交省令）。 

指針では、レベル２地震動の設定として、表２．９に示す４つの方法が示されており、解析

手法に応じて適用できる方法が定められている。当局においては、レベル２地震動を動的解析

と静的解析で区別し、次のように設定する。 

 

ア 動的解析（非線形）  方法２、方法３を併用し、３波形以上を用いる。 

イ 静的解析（線形・非線形）方法２、方法４のうち、どちらか大きい方の設計震度を用い

る。 

 

表２．９ レベル２地震動の設定方法（指針の規定） 

設定方法 動的解析 静的解析※ 

方法１ 
震源断層を想定した地震動
評価を行い、当該地点での地
震動を使用する 

地震動評価結果の地表
面、工学的基盤面の加速
度時刻歴波形を用いる 

地震動評価結果の地表
面、工学的基盤面の応
答スペクトルを用いる 

方法２ 地域防災計画等の想定地震
動を使用する 

想定地震動の地表面、工
学的基盤面の加速度時刻
歴波形を用いる 

想定地震動の地表面、
工学的基盤面の応答ス
ペクトルを用いる 

方法３ 

当該地点と同様な地盤条件
（地盤種別）の地表面におけ
る強震記録の中で、震度６強
～震度７の記録を用いる 

強震記録の加速度時刻歴
波形を用いる 

強震記録の応答スペク
トルを用いる 

方法４ 
兵庫県南部地震の観測記録
を基に設定された設計震度、
設計応答スペクトル 

 「09 年版指針・総論解
説編Ⅲ」の設計応答ス
ペクトル等を用いる 

※方法１、方法２、方法３においては、原則として静的線形解析を適用しない。ただし、
方法４と同程度以上かつ地震動の応答特性から静的線形解析の適用が可能と判断され
た場合には、静的線形解析を用いてもよい。 

 

 

 

（４）方法２（地域防災計画の想定地震）を設計地震動として用いる場合の定義 

当局における方法２は、首都直下地震等による東京の被害想定（東京都総務局 令和 4 年 5

月。以下「被害想定」という。）の都心南部直下地震、多摩東部直下地震、立川断層帯地震、大

正関東地震の４種類の想定地震を対象とする。 

南海トラフ巨大地震は、被害想定において主に島しょ地域への津波の影響を想定するために

設定されていることから、設計地震動には用いないこととする。 

各地震動による都内の揺れについては、250m×250m メッシュ単位で波形が用意されている。

ただし、用意されている各メッシュの波形は、せん断弾性波速度 Vs=350m/s とした工学的基盤

面上の波形である。 

各地震動について、どのメッシュの地震動を用いるかは、次のア及びイによる。 

 

ア 都心南部直下地震・多摩東部直下地震について 

被害想定では、都心直下として都心南部・都心西部・都心東部の３地震、多摩直下地震とし

 

 

 

指針にあわせて変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針にあわせて変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計地震動の見直しに伴う修正 

 

 

 

 

 

用語の統一 

 

 

 

 

 

 

 



東京湾北部地震及び多摩直下地震は、震源が明確に特定されておらず、被害想定では、東京

湾北部と多摩直下に震源を想定した場合に予測される地震動が示されているが、各地点におい

て最も不利な想定ではない。 

すなわち、都内のどのような場所であっても震源が直下となる地震が発生する可能性があ

る。このため、設計地震動として用いる場合は、水道施設にとって最も不利な状況を考慮し、

震源直上のメッシュにおける波形を使用する（震源が水道施設直下にあると考える）。 

 

 

 

 

 

イ 立川断層帯地震・元禄型関東地震について 

立川断層帯地震は、活断層を特定して想定した地震である。 

また、元禄型関東地震は、海溝型地震であり、震源位置が特定されている地震である。 

すなわち、これらの地震は震源位置に特徴と意味がある地震動である。このため、設計地震

動として用いる場合は、水道施設地点のメッシュにおける波形を使用する（震源を移動させず、

震源からの距離による地震波の減衰を考慮する）。 

 

 

なお、被害想定で示されている地震動は、近年の国内における強震記録の地震動に比べて、

小さくなる場合があるので、当局ではレベル２地震動において、方法２（地域防災計画の想定

地震動）のみでなく、方法３（過去の強震記録）及び方法４（97 年版指針の設計地震動）を併

用するものとした。 

 

 

 

 

て多摩東部、多摩西部の２地震の震度分布が示されているが、水道を含むインフラ等の被害状

況の想定では、都心直下が都心南部地震を、多摩直下が多摩東部地震を代表地震として採用し

ている。当局では被害想定との一貫性を確保するため、都心南部直下地震と多摩東部直下地震

の２地震を設計地震動として用いる方針とする。 

都心直下地震及び多摩直下地震は、震源が明確に特定されておらず、被害想定では、都心南

部直下と多摩東部直下に震源を想定した場合に予測される地震動が示されているが、水道施設

の各地点において最も不利な想定ではない。 

すなわち、都内のどのような場所であっても震源が直下となる地震が発生する可能性があ

る。このため、設計地震動として用いる場合は、水道施設にとって最も不利な状況を考慮し、

震源直上のメッシュにおける波形を使用する（震源が水道施設直下にあると考える）。 

 

イ 立川断層帯地震・大正関東地震について 

立川断層帯地震は、活断層を特定して想定した地震である。 

また、大正関東地震は、海溝型地震であり、震源位置が特定されている地震である。 

すなわち、これらの地震は震源位置に特徴と意味がある地震動である。このため、設計地震

動として用いる場合は、水道施設地点のメッシュにおける波形を使用する（震源を移動させず、

震源からの距離による地震波の減衰を考慮する）。 

 

図２．１７ 各想定地震を設計地震動として用いる場合の定義の概念図 

 

なお、被害想定で示されている地震動は、近年の国内における強震記録の地震動に比べて、

小さくなる場合があるので、当局ではレベル２地震動において、方法２（地域防災計画の想定

地震動）のみでなく、動的解析においては方法３（過去の強震記録）、静的解析においては方法

４（09 年版指針の設計地震動）を併用するものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計地震動の見直しに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に合わせて見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典の変更 
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２.４.２ レベル１地震動（静的解析）の設定 

（１）設計地震動の設定フロー 

レベル１地震動（静的解析）の設定フローを図２．２１示す。 

 

 

 

 

 

２.４.２ レベル１地震動（静的解析）の設定 

（１）設計地震動の設定フロー 

レベル１地震動（静的解析）の設定フローを図２．２２示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（２）池状構造物の設計震度の求め方 

ア 池状構造物における固有周期算定の省略 

池状構造物は、一般に構造系全体の水平せん断剛性が大きく、比較的固有周期が短い。また、

地表付近に設置されているため、地表面加速度を設計震度とみなす（指針・総論 p.125 の記述

より）。 

 

イ 地上構造物と地中構造物の区分 

構造物の大半が地中部にある（構造物の３分の２程度が地中部にある）場合には、地表面の

 

図２．２２ レベル１地震動の設定フロー（静的解析） 

 

 

（２）池状コンクリート構造物の設計震度の求め方 

ア 池状コンクリート構造物における固有周期算定の省略 

池状コンクリート構造物は、一般に構造系全体の水平せん断剛性が大きく、比較的固有周期

が短い。また、地表付近に設置されているため、地表面加速度を設計震度とみなす（09 年版指

針・総論 p.125 の記述より）。 

 

イ 地上構造物と地中構造物の区分 

構造物の大半が地中部にある（構造物の３分の２程度が地中部にある）場合には、地表面の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典の変更 

 

 

 

 

 

 



設計震度と工学的基盤面の設計震度を直線補間して求めた構造物重心位置の設計震度を用い

る（指針・総論 p.125 の記述より）。 

 

ウ 工学的基盤以深に設置された構造物 

構造物重心位置が工学的基盤面以深となる場合には、設計水平震度は工学的基盤面の基準水

平震度を採用する。 

 

エ 震度法と応答変位法の適用区分 

指針では、静的解析における解析手法の適用範囲が明確にされていない（指針・総論 p.59）。 

解析手法の選定では、対象とする構造物の地形条件や構造特性を考慮し、慣性力が支配的な

場合には震度法、地震時の地盤変形の影響が支配的な場合には応答変位法をそれぞれ適用す

る。両者の影響の違いが明確でない場合、深さ 10m 程度を目安とし、それ以深に設置される池

状構造物には応答変位法を適用する。解析方法の適用区分の詳細については、３．２．３（１）

を参照すること。 

なお、地中構造物であれば必ず応答変位法を用いるわけではなく、地中構造物と判断される

構造物の中で、地震時の地盤変形の影響が支配的な場合に応答変位法を採用する。 

 

（３）地上構造物の設計震度 

地上構造物の設計水平震度（Kh1）は、次式により求める。 

Kh1 = CZ・Kh01 

ここに、 

Kh01 ：基準水平震度（Ⅰ種地盤 0.16、Ⅱ種地盤 0.20、Ⅲ種地盤 0.24） 

CZ  ：地域別補正係数（東京都の場合、1.0）  

鉛直震度を考慮する場合は、
h1v1 K

2
1K

とする。（指針・総論 p.185 の記述より） 

 

（４）地盤種別の判定方法 

耐震設計上の地盤種別は、地盤固有周期 TGにより分類し、地盤固有周期 TG は、地盤調査結

果から求めることを原則とする。 

 

ア 耐震設計上の地盤種別 

耐震設計上の地盤種別は、地盤固有周期 TGを用いて表２．１０に示す区分により判定する。 

 

 

 

 

設計震度と工学的基盤面の設計震度を直線補間して求めた構造物重心位置の設計震度を用い

る（09 年版指針・総論 p.125 の記述より）。 

 

ウ 工学的基盤以深に設置された構造物 

構造物重心位置が工学的基盤面以深となる場合には、設計水平震度は工学的基盤面の基準水

平震度を採用する。 

 

エ 震度法と応答変位法の適用区分 

指針では、静的解析における解析手法の適用範囲が明確にされていない（指針・本編 p.56）。 

解析手法の選定では、対象とする構造物の地形条件や構造特性を考慮し、慣性力が支配的な

場合には震度法、地震時の地盤変形の影響が支配的な場合には応答変位法をそれぞれ適用す

る。両者の影響の違いが明確でない場合、深さ 10m 程度を目安とし、それ以深に設置される池

状構造物には応答変位法を適用する。解析方法の適用区分の詳細については、３．３．３（１）

を参照すること。 

なお、地中構造物であれば必ず応答変位法を用いるわけではなく、地中構造物と判断される

構造物の中で、地震時の地盤変形の影響が支配的な場合に応答変位法を採用する。 

 

（３）地上構造物の設計震度 

地上構造物の設計水平震度（Kh1）は、次式により求める。 

Kh1 = CZ・Kh01 

ここに、 

Kh01 ：基準水平震度（Ⅰ種地盤 0.16、Ⅱ種地盤 0.20、Ⅲ種地盤 0.24） 

CZ  ：地域別補正係数（東京都の場合、1.0）  

鉛直震度を考慮する場合は、
h1v1 K

2
1K

とする。（09 年版指針・総論 p.185 の記述より） 

 

（４）地盤種別の判定方法 

耐震設計上の地盤種別は、地盤固有周期 TGにより分類し、地盤固有周期 TG は、地盤調査結

果から求めることを原則とする。 

 

ア 耐震設計上の地盤種別 

耐震設計上の地盤種別は、地盤固有周期 TGを用いて表２．１０に示す区分により判定する。 

 

 

 

 

 

出典の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に合わせ、震度法と応答変位

法の区分を見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【地盤種別判定における留意点】 

・地表面が工学的基盤面と一致する場合は、Ⅰ種地盤とする。 

・地盤固有周期によりⅠ種地盤と判定される地盤であっても、表層に軟弱層が分布している場

合は、地盤の非線形性の影響により地震時の卓越周期が長くなる傾向にある。このような地

盤の場合には、Ⅱ種地盤として見なすことも必要である。 

 

イ 地盤固有周期の算出方法 

地盤固有周期の算出は、次式により求める。 

n

1i
G Vsi

Hi4T
  

ここに、 

TG ：地盤の固有周期（s） 

Hi ：i 番目の地層厚さ（m） 

Vsi ：i 番目の地層の平均せん断弾性波速度（m/s） 

i ：当該地盤の地表面から工学的基盤面まで n層に区分されるときの地表面か

ら i番目の地層の番号 

 

なお、せん断弾性波速度 Vsi は、弾性波探査や PS 検層によって測定することが望ましいが、

実測値がない場合は、表２．１１によりＮ値から推定してもよい。 

 

 

 

【地盤種別判定における留意点】 

・地表面が工学的基盤面と一致する場合は、Ⅰ種地盤とする。 

・地盤固有周期によりⅠ種地盤と判定される地盤であっても、表層に軟弱層が分布している場

合は、地盤の非線形性の影響により地震時の卓越周期が長くなる傾向にある。このような地

盤の場合には、Ⅱ種地盤として見なすことも必要である。 

 

イ 地盤固有周期の算出方法 

地盤固有周期の算出は、次式により求める。 

n

1i
G Vsi

Hi4T
  

ここに、 

TG ：地盤の固有周期（s） 

Hi ：i 番目の地層厚さ（m） 

Vsi ：i 番目の地層の平均せん断弾性波速度（m/s） 

i ：当該地盤の地表面から工学的基盤面まで n層に区分されるときの地表面か

ら i番目の地層の番号 

 

なお、せん断弾性波速度 Vsi は、弾性波探査や PS 検層によって測定することが望ましいが、

実測値がない場合は、表２．１１によりＮ値から推定してもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．２．３の工学的基盤面の 

変更に伴う修正 
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（５）地中構造物の設計震度の算定式 

地中構造物の設計水平震度（Kh1）は、次式により求める。 
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（５）地中構造物の設計震度の算定式 

地中構造物の設計水平震度（Kh1）は、次式により求める。 
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出典の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．２．３の工学的基盤面の 

変更に伴う修正 
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ここに、 

Kh01 ：地表面における基準水平震度（表２．１２参照） 

K'h01 ：工学的基盤面における基準水平震度（表２．１２参照） 

CZ  ：地域別補正係数（東京都の場合、1.0） 

H   ：表層地盤厚さ(m) 

Z   ：地表面から構造物重心位置までの深度(m)。重心位置が地表面付近の場合は、Z=0 

鉛直震度を考慮する場合は、
h1v1 K

2
1K

とする。 

 

 

 

 

 

２.４.３ レベル２地震動（静的解析）の設定 

（１）設計地震動の設定フロー 

 

 

ここに、 

Kh01 ：地表面における基準水平震度（表２．１２参照） 

K'h01 ：工学的基盤面における基準水平震度（表２．１２参照） 

CZ  ：地域別補正係数（東京都の場合、1.0） 

H   ：表層地盤厚さ(m) 

Z   ：地表面から構造物重心位置までの深度(m)。重心位置が地表面付近の場合は、Z=0 

鉛直震度を考慮する場合は、
h1v1 K

2
1K

とする。 

 

 

 

 

２.４.３ レベル２地震動（静的解析）の設定 

（１）設計地震動の設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記の修正 

 

 

 

 

誤記の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計地震動の見直しに伴う修正 

２５ 



 

 

 

 

 

 

 

図２．２６ レベル２地震動（静的解析）の設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（２）方法２（地域防災計画の想定地震動）による設計水平震度の設定方法 

レベル２地震動は、被害想定に示される次のア及びイの地震動波形の中から複数の地震動

（１波以上）を選定し、一次元地盤応答解析を行う。その結果で地表面最大加速度が最も大き

い値から、地表面の基準水平震度を求める。表２．１４に方法２の一次元地盤応答解析に用い

る入力地震動の波形を示す。 

なお、一次元地盤応答解析では、解析コード（プログラム）に SHAKE を用いると加速度を過

小評価することが指摘されているので、せん断ひずみが大きい場合には、FDEL、DYNEQ 等の適

切に加速度を評価できる解析コードを用いることを原則とする。 

 

 

（２）方法２（地域防災計画の想定地震動）による設計水平震度の設定方法 

レベル２地震動は、被害想定に示される次のア、イ及びウの地震動波形の中から複数の地震

動（１波以上）を選定し、一次元地盤応答解析を行う。その結果で地表面最大加速度が最も大

きい値から、地表面の基準水平震度を求める。表２．１４に方法２の一次元地盤応答解析に用

いる入力地震動の波形を示す。 

なお、一次元地盤応答解析では、解析コード（プログラム）に SHAKE を用いると加速度を過

小評価することが指摘されているので、せん断ひずみが大きい場合には、FDEL、DYNEQ 等の適

切に加速度を評価できる解析コードを用いることを原則とする。 

 

設計地震動の見直しに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新指針にあわせてCsは考慮しない

（Cs=1.0）ことを原則とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計地震動の見直しに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ア 東京湾北部地震及び多摩直下地震（東京湾北部・多摩直下） 

（ア）区部（豊島区、北区、板橋区及び練馬区を除く。）の設定方法 

豊島区、北区、板橋区及び練馬区を除く区部は、東京湾北部地震を採用する。 

（イ）豊島区、北区、板橋区及び練馬区の設定方法 

豊島区、北区、板橋区及び練馬区は、多摩直下地震を採用する。 

（ウ）多摩地区の設定方法 

多摩地区においては、多摩直下地震を採用する。 

 

イ 立川断層帯地震 

多摩地区において、立川断層帯地震で震度６強以上が想定される場所（図２．２６参照）で

は、これを設計地震動の候補とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 都心南部直下地震及び多摩東部直下地震（東京湾北部・多摩直下） 

（ア）区部（豊島区、北区、板橋区及び練馬区を除く。）の設定方法 

豊島区、北区、板橋区及び練馬区を除く区部は、都心南部直下地震を採用する。 

（イ）豊島区、北区、板橋区及び練馬区の設定方法 

豊島区、北区、板橋区及び練馬区は、多摩東部直下地震を採用する。 

（ウ）多摩地区の設定方法 

多摩地区においては、多摩東部直下地震を採用する。 

 

イ 立川断層帯地震 

多摩地区において、立川断層帯地震で震度６強以上が想定される場所（図２．２６参照）で

は、これを設計地震動の候補とする。 

 

ウ 大正関東地震 

大正関東地震で震度６強以上が想定される場所（図２．２７参照）では、これを設計地震動

の候補とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計地震動の見直しに伴う修正 

括弧書きの削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計地震動の見直しに伴う追加 

 

 

 

 

 

 

設計地震動の見直しに伴う修正、

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．２７ 各想定地震の震度分布図 

設計地震動の見直しに伴う修正、

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

※指針・総論 p.39 では、「方法１、２の想定地震動を用いる場合には、複数の地震の中で最

も不利となるシナリオを用いる。ただし、最も不利となるシナリオを特定するためには、

震源断層のパラメータ（破壊開始点、アスペリティ等）を複数設定した解析が必要なため、

それが困難な場合には、当該地点と同じ地盤種別で断層距離が等しい区域での最大値を用

いる。」としている。したがって、当局において震源直上付近の最大値を設計地震動とし

て採用することは、指針の記述と同義と判断される。 

 

（３）池状構造物の設計震度の求め方 

池状構造物の設計震度の算定に当たり、「池状構造物の固有周期算定の省略」、「地上構造物

と地中構造物の区分」、「工学的基盤以深に設置された構造物」及び「震度法と応答変位法の適

用区分」の取扱いについては、２．４．２（２）による。 

 

（４）地上構造物の設計震度 

ア 地上構造物の設計水平震度（Kh2） 

地上構造物の設計水平震度（Kh2）は、次式により求める。 

なお、設計水平震度（Kh2）は、方法２（地域防災計画の想定地震動）と方法４（97 年版指針

の設計地震動）についてそれぞれ算出し、値の大きい方を採用する。 

また、地表面における基準水平震度（Kh02）の算出方法については、イ及びウによる。 

 

Kh02 = Cs・Kh02 

ここに、 

Kh02：地表面における基準水平震度 

Cs：構造物特性係数（一般的な RC 構造物で 0.45） 

なお、Kh2≧0.3 とする。 

また、鉛直震度を考慮する場合は、
h2v2 K

2
1K

とする。 

 

イ 方法２（地域防災計画の想定地震動）の地表面における基準水平震度（Kh02） 

方法２の地表面における基準水平震度（Kh02）は、表２．１４より選定した入力地震動に対し

て一次元地盤応答解析を行い、その結果の地表面最大加速度の最大値αmax から求める（Kh02＝

αmax÷980）。 

 

ウ 方法４（97 年版指針の設計地震動）の地表面における基準水平震度（Kh02） 

方法４の地表面における基準水平震度（Kh02）は、表２．１５に示す地表面における基準水平

震度とする。 

 

 

※指針・本編 p.46 では、「方法１、２の想定地震動を用いる場合には、複数の地震の中で最

も不利となるシナリオを用いる。ただし、最も不利となるシナリオを特定するためには、

震源断層のパラメータ（破壊開始点、アスペリティ等）を複数設定した解析が必要なため、

それが困難な場合には、当該地点と同じ地盤種別で断層距離が等しい区域での最大値を用

いる。」としている。したがって、当局において震源直上付近の最大値を設計地震動として

採用することは、指針の記述と同義と判断される。 

 

（３）池状コンクリート構造物の設計震度の求め方 

池状コンクリート構造物の設計震度の算定に当たり、「池状コンクリート構造物の固有周期

算定の省略」、「地上構造物と地中構造物の区分」、「工学的基盤以深に設置された構造物」及び

「震度法と応答変位法の適用区分」の取扱いについては、２．４．２（２）による。 

 

（４）地上構造物の設計震度 

ア 地上構造物の設計水平震度（Kh2） 

地上構造物の設計水平震度（Kh2）は、次式により求める。 

なお、設計水平震度（Kh2）は、方法２（地域防災計画の想定地震動）と方法４（09 年版指針

の設計地震動）についてそれぞれ算出し、値の大きい方を採用する。 

また、地表面における基準水平震度（Kh02）の算出方法については、イ及びウによる。 

 

Kh02 = Cs・Kh02 

ここに、 

Kh02：地表面における基準水平震度 

Cs：構造物特性係数（1.0） 

なお、Kh2≧0.3 とする。 

また、鉛直震度を考慮する場合は、
h2v2 K

2
1K

とする。 

 

イ 方法２（地域防災計画の想定地震動）の地表面における基準水平震度（Kh02） 

方法２の地表面における基準水平震度（Kh02）は、表２．１４より選定した入力地震動に対し

て一次元地盤応答解析を行い、その結果の地表面最大加速度の最大値αmax から求める（Kh02＝

αmax÷980）。 

 

ウ 方法４（09 年版指針の設計地震動）の地表面における基準水平震度（Kh02） 

方法４の地表面における基準水平震度（Kh02）は、表２．１５に示す地表面における基準水平

震度とする。 

 

出典の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針にあわせて Cs は考慮しない

（Cs=1.0）ことを原則とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（５）地中構造物の設計震度 

ア 地中構造物の設計水平震度（Kh2） 

地中構造物の設計水平震度（Kh2）は、次式により求める。 

なお、設計水平震度（Kh2）は、方法２（地域防災計画の想定地震動）と方法４（97 年版指針

の設計地震動）のうち地表面における基準水平震度 Kh02 が大きい方のものを採用する。 

また、基準水平震度 Kh02 及び K'h02の算出方法については、イ及びウによる。 

 

h02h02h02h2 K'K
H
ZKCsK

 

ここに、 

Kh02：地表面における基準水平震度 

K'h02：工学的基盤面における基準水平震度 

Cs：構造物特性係数（一般的な RC 構造で、震度法＝0.45、応答変位法=1.0） 

H：表層地盤厚さ(m) 

Z：地表面から構造物重心位置までの深度(m) 

なお、Kh2≧0.3 とする。 

 

イ 方法２（地域防災計画の想定地震動）の基準水平震度（Kh02、K'h02） 

方法２の基準水平震度（Kh02、K'h02）は、表２．１４より選定した入力地震動に対して一次元

地盤応答解析を行い、その結果の地表面加速度の最大値αsmax と、工学的基盤面加速度の最大

値αBmax から求める（Kh02＝αsmax÷980、K'h02＝αBmax÷980）。 

 

ウ 方法４（97 年版指針の設計地震動）の基準水平震度（Kh02、K'h02） 

方法４の基準水平震度（Kh02、K'h02）は、表２．１６に示す地表面及び工学的基盤面における

基準水平震度とする。 

 

 

 

（５）地中構造物の設計震度 

ア 地中構造物の設計水平震度（Kh2） 

地中構造物の設計水平震度（Kh2）は、次式により求める。 

なお、設計水平震度（Kh2）は、方法２（地域防災計画の想定地震動）と方法４（09 年版指針

の設計地震動）のうち地表面における基準水平震度 Kh02 が大きい方のものを採用する。 

また、基準水平震度 Kh02及び K'h02の算出方法については、イ及びウによる。 

 

h02h02h02h2 K'K
H
ZKCsK

 

ここに、 

Kh02：地表面における基準水平震度 

K'h02：工学的基盤面における基準水平震度 

Cs：構造物特性係数（1.0） 

H：表層地盤厚さ(m) 

Z：地表面から構造物重心位置までの深度(m) 

なお、Kh2≧0.3 とする。 

 

イ 方法２（地域防災計画の想定地震動）の基準水平震度（Kh02、K'h02） 

方法２の基準水平震度（Kh02、K'h02）は、表２．１４より選定した入力地震動に対して一次元

地盤応答解析を行い、その結果の地表面加速度の最大値αsmax と、工学的基盤面加速度の最大

値αBmax から求める（Kh02＝αsmax÷980、K'h02＝αBmax÷980）。 

 

ウ 方法４（09 年版指針の設計地震動）の基準水平震度（Kh02、K'h02） 

方法４の基準水平震度（Kh02、K'h02）は、表２．１６に示す地表面及び工学的基盤面における

基準水平震度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針にあわせて Cs は考慮しない

（Cs=1.0）ことを原則とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８ 



２.４.４ レベル２地震動（動的解析）の設定 

（１）設計地震動の設定フロー 

レベル２地震動の動的解析では、図２．２８に示すフローに従い、３波形以上を選定し、動

的解析の入力地震動として用いる。 

 

 

 

 

なお、図２．２８に示した方法３（過去の強震記録）における時刻歴波形のデータの管理者

及び出典は、次とおりである。 

 

ア 神戸海洋気象台 NS、2007 年刈羽村 NS 

２.４.４ レベル２地震動（動的解析）の設定 

（１）設計地震動の設定フロー 

レベル２地震動の動的解析では、図２．２９に示すフローに従い、３波形以上を選定し、動

的解析の入力地震動として用いる。 

 

 

 

図２．２９ レベル２地震動の設定フロー（動的解析） 

 

なお、図２．２９に示した方法３（過去の強震記録）における時刻歴波形のデータの管理者

及び出典は、次とおりである。 

 

ア 神戸海洋気象台 NS、2007 年刈羽村 NS、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計地震動の見直しに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



気象庁：気象庁ホームページ（http://www.jma.go.jp/jma/index.html） 

イ JR 鷹取駅 NS 

西日本旅客鉄道株式会社、公益財団法人鉄道総合技術研究所 

ウ 東神戸大橋 N78E、ポートアイランド NS 

公益社団法人日本地震工学会：兵庫県南部地震における強震記録データベース（強震動アレ

ー観測記録データベース、データ提供：財団法人震災予防協会） 

エ 2004 年 K-NET 十日町 NS、2003 年 K-NET 直別 EW、2011 年 K-NET 日立 NS 

 

独立行政法人防災科学技術研究所（NIED）：強震観測網（K-NET、KiK-net）（NIED ホームペー

ジ（http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/）） 

 

（２）方法２の採用波形について 

方法２については、被害想定における想定震度分布の状況より、各地区において影響が大き

いと考えられる地震を対象とする。表２．１７に方法２に用いる入力地震動の波形を示す。 

 

ア 東京湾北部地震及び多摩直下地震 

（ア）区部（豊島区、北区、板橋区及び練馬区を除く。）の設定方法 

豊島区、北区、板橋区及び練馬区を除く区部は、東京湾北部地震を採用する。 

（イ）豊島区、北区、板橋区及び練馬区の設定方法 

豊島区、北区、板橋区及び練馬区は、多摩直下地震を採用する。 

（ウ）多摩地区の設定方法 

多摩地区においては、多摩直下地震を採用する。 

 

イ 立川断層帯地震 

多摩地区において、立川断層帯地震で震度６強以上が想定される場所（図２．２９参照）で

は、これを設計地震動の候補とする。 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁：気象庁ホームページ（https://www.jma.go.jp/jma/index.html） 

イ JR 鷹取駅 NS 

西日本旅客鉄道株式会社、公益財団法人鉄道総合技術研究所 

ウ 東神戸大橋 N78E、ポートアイランド NS 

公益社団法人日本地震工学会：兵庫県南部地震における強震記録データベース（強震動アレ

ー観測記録データベース、データ提供：財団法人震災予防協会） 

エ 2004 年 K-NET 十日町 NS、2003 年 K-NET 直別 EW、2011 年 K-NET 日立 NS2016 年熊本地震 KiK-

net 益城 EW 

独立行政法人防災科学技術研究所（NIED）：強震観測網（K-NET、KiK-net）（NIED ホームペー

ジ（https://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/）） 

 

（２）方法２の採用波形について 

方法２については、被害想定における想定震度分布の状況より、各地区において影響が大き

いと考えられる地震を対象とする。表２．１７に方法２に用いる入力地震動の波形を示す。 

 

ア 都心南部直下地震及び多摩東部直下地震 

（ア）区部（豊島区、北区、板橋区及び練馬区を除く。）の設定方法 

豊島区、北区、板橋区及び練馬区を除く区部は、都心南部直下地震を採用する。 

（イ）豊島区、北区、板橋区及び練馬区の設定方法 

豊島区、北区、板橋区及び練馬区は、多摩東部直下地震を採用する。 

（ウ）多摩地区の設定方法 

多摩地区においては、多摩東部直下地震を採用する。 

 

イ 立川断層帯地震 

多摩地区において、立川断層帯地震で震度６強以上が想定される場所（図２．２９参照）で

は、これを設計地震動の候補とする。 

 

ウ 大正関東地震 

大正関東地震で震度６強以上が想定される場所（図２．３０ 参照）では、これを設計地震動

の候補とする。 

 

 

HP アドレスの修正 

 

 

 

 

 

 

 

熊本地震の追加 

 

 

 

HP アドレスの修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計地震動の見直しに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計地震動の見直しに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（３）方法３（直下型）の採用波形について  

方法３(直下型)では、表２．１８に示す兵庫県南部地震、新潟県中越地震及び新潟県中越沖

地震の観測波形を対象として一次元地盤応答解析を行い、その結果から次の波形を選定する。 

 

 

図２．３０ 各想定地震の震度分布図 

 

（３）方法３（直下型）の採用波形について  

方法３(直下型)では、表２．１８に示す兵庫県南部地震、新潟県中越地震、新潟県中越沖地

震及び熊本地震の観測波形を対象として一次元地盤応答解析を行い、その結果から次の波形を

選定する。 

 

設計地震動の見直しに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法３（海溝型）を削除したため、

あわせて削除 

設計地震動の見直しに伴う修正 

 



ア 方法３－１ 短周期卓越 → ０波形又は１波形を選定 

地表面波形の応答速度スペクトルが 0.1～0.3 秒付近で卓越する波形 

イ 方法３－２ 長周期卓越 → ０波形又は１波形を選定 

地表面波形の応答速度スペクトルが 0.8～2 秒付近で卓越する波形 

ウ 方法３－３ 地震時地盤固有周期が卓越 → ０波形又は１波形を選定 

地表面波形の応答速度スペクトルが地震時の地盤固有周期 TG’付近で卓越する波形 

 

なお、方法２（地域防災計画の想定地震動）の波形が上記のアからウまでのいずれかを包含

する大きさの波形である場合には、該当する周期特性の方法３の波形を選定しなくてよい。 

したがって、方法３（直下型）で選定される波形は、２波形又は３波形となる。 

 

 

 

 

（４）方法３（海溝型）の採用波形について 

次の条件のいずれかに該当する場合には、方法３（海溝型）の波形を選定する。 

 

ア 建設地点が液状化するおそれがある地盤や軟弱地盤 

イ スロッシングの影響がある構造物（PC タンク） 

ウ 元禄型関東地震で震度６強以上が想定される施設（図２．３０参照） 

 

これらに該当しない施設は、海溝型を選定しなくてよい。 

方法３（海溝型）では、表２．１９に示す 2003 年十勝沖地震及び 2011 年東北地方太平洋沖

地震の観測波形を対象として一次元地盤応答解析を行い、評価対象（地盤の卓越周期、貯留水

の卓越周期、構造物卓越周期等）の周期帯の応答速度が卓越する波形を選定（１波形以上）す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

ア 方法３－１ 短周期卓越 → ０波形又は１波形を選定 

地表面波形の応答速度スペクトルが 0.1～0.3 秒付近で卓越する波形 

イ 方法３－２ 長周期卓越 → ０波形又は１波形を選定 

地表面波形の応答速度スペクトルが 0.8～2 秒付近で卓越する波形 

ウ 方法３－３ 地震時地盤固有周期が卓越 → ０波形又は１波形を選定 

地表面波形の応答速度スペクトルが地震時の地盤固有周期 TG’付近で卓越する波形 

 

なお、方法２（地域防災計画の想定地震動）の波形が上記のアからウまでのいずれかを包含

する大きさの波形である場合には、該当する周期特性の方法３の波形を選定しなくてよい。 

したがって、方法３（直下型）で選定される波形は、２波形又は３波形となる。 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法３（海溝型）を削除したため、

あわせて削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本地震の追加 

 

 

 

 

方法２において海溝型の大正関東

地震を追加したため、方法３の海

溝型を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HP アドレス、HP サイト画像の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．３１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．３２ 



 

 

（５）一次元地盤応答解析について 

一次元地盤応答解析は、対象地点の地盤情報を用い、工学的基盤面に方法２（地域防災計画

の想定地震動）及び方法３（過去の強震記録）の時刻歴加速度波形を入力し、地表面における

地盤応答を求める解析である。解析手法の詳細及び条件設定方法は、３．３．６（２）を参照

のこと。 

 

（６）Vs の収束値による地盤固有周期ＴＧ’算定方法 

 

 

（４）一次元地盤応答解析について 

一次元地盤応答解析は、対象地点の地盤情報を用い、工学的基盤面に方法２（地域防災計画

の想定地震動）及び方法３（過去の強震記録）の時刻歴加速度波形を入力し、地表面における

地盤応答を求める解析である。解析手法の詳細及び条件設定方法は、３．２．６（２）を参照

のこと。 

 

（５）Vs の収束値による地盤固有周期ＴＧ’算定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法３（海溝型）を削除したため、

あわせて削除 

 

 

 

 

 

 

参照先の変更 

図２．３３ 



 

地盤種別判定における地盤固有周期 TGは、地震時ではない平常時の固有周期であり、初期の

せん断波速度 Vs（表２．１１の場合は、せん断ひずみ 10-6 の Vs が相当）を用いて算定する。 

しかし、地震時には、地盤の非線形性の影響により地盤の剛性が低下し、せん断波速度が減

少する。このとき、地震時の地盤固有周期 TG’の値は、初期（平常時）よりも大きくなる。 

地震時の地盤固有周期 TG’は、地盤剛性低下後のせん断波速度 Vs により求められる。ここ

では一次元地盤応答解析のせん断波速度 Vs の収束値を用いる。算定例を図２．３４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤種別判定における地盤固有周期 TGは、地震時ではない平常時の固有周期であり、初期の

せん断波速度 Vs（表２．１１の場合は、せん断ひずみ 10-6 の Vs が相当）を用いて算定する。 

しかし、地震時には、地盤の非線形性の影響により地盤の剛性が低下し、せん断波速度が減

少する。このとき、地震時の地盤固有周期 TG’の値は、初期（平常時）よりも大きくなる。 

地震時の地盤固有周期 TG’は、地盤剛性低下後のせん断波速度 Vs により求められる。ここ

では一次元地盤応答解析のせん断波速度 Vs の収束値を用いる。算定例を図２．３４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．３４ 



東京都耐震設計ガイドライン（平成 25 年 7月） 東京都水道局耐震設計ガイドライン（令和６年４月） 備 考 

第３章 池状構造物の耐震計算法 

３.１ 総説 

３.１.１ 池状構造物の耐震計算法 

構造物の耐震計算法は、静的解析と動的解析とに大別される。池状構造物の耐震計算法には、従

来、静的解析が適用されており、当局における新設設計、耐震診断及び耐震補強設計でも静的解析

による耐震計算が行われている。 

一方、指針では、基本的に動的解析を用いた設計によることを目指すとされており、設計実務に

おける技術の蓄積等を考慮し、当面の間は、静的解析による設計ができるものとされている。 

本ガイドラインでは、池状構造物の耐震計算法を選定するに当たり、当局における設計実務の現

状を考慮しつつ、指針が目指す高度な耐震計算技術を取り入れることを方針とする。 

 

 

 

 

３.１.２ 耐震計算法の選択 

池状構造物の耐震計算法は、表３．１に示すように当局における設計事例が豊富な静的解析を基

本としつつ、特定の施設では動的解析を併用する。新設設計及び耐震補強設計（大規模施設）にお

いては、静的解析で断面設計を行い、動的解析で断面照査を行う。動的解析で耐震性能が確保され

ない部位は、設計断面を変更し、再度、設計計算を行う。 

なお、耐震補強設計の必要性を判断する耐震診断は、静的解析により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 池状コンクリート構造物の耐震計算法 

３.１ 総説 

３.１.１ 池状コンクリート構造物の耐震計算法 

構造物の耐震計算法は、静的解析と動的解析とに大別される。池状コンクリート構造物の耐震計算法

には、従来、静的解析が適用されてきており、旧指針においては、動的解析を含む高度な耐震計算技術が

取り入れられた。ただし、旧指針では動的解析は目指す方向であるものの、標準的な手法とは位置づけら

れていなかったこと、動的解析に関する当局の設計事例が十分ではなかったことを考慮し、旧ガイドラ

インにおいてはレベル２地震動に対する設計において、静的解析と動的解析を併用していた。 

一方、22 年版指針では動的解析が標準手法に定められ、静的解析は一定の条件下における適用に限定

された。 

本ガイドラインでは、22 年版指針の規定や当局における動的解析の採用実績を考慮し、池状コンクリ

ート構造物の耐震計算法の標準手法に動的解析を採用するとともに、静的解析を適用する場合の目安を

示すこととする。 

 

３.１.２ 耐震計算法の選択 

池状コンクリート構造物の耐震計算法は、指針に準拠しつつ、当局における施設の特徴や耐震設計の考

え方などを踏まえ、表３．１により選定する。 

 表３．１に示すように当局では、レベル１地震動の耐震計算法は、静的解析（線形）を基本とする。た

だし、レベル２地震動の耐震設計を動的解析により行う場合は、解析の作業性を考慮し、レベル１地震動

とレベル２地震動の耐震計算において解析モデルは同一で地震波形のみを入れ替え計算を行う場合など

は、 レベル１地震動の耐震設計も動的解析により行ってもよい。 

 レベル２地震動の耐震計算法は新設構造物、既設構造物ともに大規模施設については、周辺地盤変状の

影響の有無に関係なく、動的解析（非線形）を基本とする。ただし、周辺地盤変状の影響が無しの場合に

おいて地上式池状コンクリート構造物（構造物全体が地上にあるもの）の場合は、地盤との相互作用の影

響も無いことから、静的解析（非線形）による照査を実施してもよい。大規模施設以外の施設については、

周辺地盤変状の影響が無しの場合は、静的解析（線形）を基本とし、周辺地盤変状の影響が有りの場合は、

動的解析（非線形）を基本とする。ただし、周辺地盤変状の影響が有りの場合であっても、1 次元地盤応

答解析などにより液状化の影響などによる地盤変状を予測できる場合は、静的解析（線形）を適用しても

よい。なお、構造物全体の変位や構造目地及び取り合い管路の相対変位などを詳しく照査する場合などに

おいては、動的解析（非線形・連成系モデル）により詳しく照査を行うこと。 

 

既設構造物の耐震診断や耐震補強設計において、簡易な解析手法として静的解析（線形）を適用す

る場合は、22 年版指針に準拠し、「97 年版指針」による手法を適用しても良い。 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に基づき、動的解析の扱

いに関する表現を見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針では、1000m3～2000m3 

上限値 2000m3 を採用 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

静的解析と動的解析との特徴比較を表３．２に示す。上記の方針は、静的解析による断面設計に

加えて動的解析により照査することで、各解析手法の特徴をいかしつつ、所定の耐震性能を確実に

確保するためである。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３.１.３ 当局における池状構造物の耐震設計フロー 

当局における池状構造物の耐震設計フローを図３．１に示す。 

当局では、新設設計及び大規模施設の耐震補強設計において動的解析を適用することから、設計

地震動は地盤応答解析の結果により当該構造物に対して最も厳しい結果となる地震動を選定する

（２．４参照）。 

設計断面の設定は、静的解析によるものとし、動的解析により照査を行う手順を基本とする。動

的解析によって設計断面が満足されない結果となった場合は、静的解析プロセスに戻り、再度、設

計断面の設定を行うものとする。再設定した設計断面にて動的解析モデルを修正し、動的解析によ

る再照査を行い、決定した設計断面が満足することを確認するものとする。 

なお、当局における動的解析は、２次元 FEM モデルを用いることを基本としているため（３．３．

５参照）、動的解析において設計断面の変更が生じると、FEM のモデル修正が必要となる。その場合、

多大な労力と時間を要することがあるので、動的解析の実施に当たっては、設計断面の変更が生じ

ないような配慮も重要である。 

その一例として、静的非線形解析（プッシュオーバー解析）の利用が挙げられる。プッシュオー

表３．１ 池状コンクリート構造物の耐震計算法【新設、既設（耐震診断、耐震補強設計）共通】 

設計地震動 
（要求性能） 

大規模施設※1 大規模施設以外 

周辺地盤変状の影響 周辺地盤変状の影響 

無し 有り 無し 有り 
レベル１地震動 

（使用性） 静的解析（線形）※2 

レベル２地震動 
（復旧性） 

（安全性） 

動的解析（非線形） 
  

地上構造物※３の場合

は、静的解析(非線形)

の適用可 

動的解析（非線形） 静的解析（線形） 

動的解析（非線形） 

  

一次元地盤応答解析などに

より液状化の影響による地

盤変状が予測できる場合は

静的解析（線形）適用可。 

※1 容量 2,000 ㎥以上の池状コンクリート構造物を対象とする。 
※2 動的解析（非線形）による照査を実施してもよい。 
※3 構造物の全てが地上にある池状コンクリート構造物を対象とする。 
※4 条件に該当しなくても、より高度な解析手法、解析モデルを適用することを妨げるものではない。 

 

なお、表３．１に示す周辺地盤変状の影響の判断については、基礎地盤又は周辺地盤が液状化地盤（改

良地盤除く）などで地盤変状が想定される場合、杭基礎構造の場合を、周辺地盤変状の影響有りとする。

この地盤変状の影響の判断に際しては、例えば、液状化の影響の評価として、3.2.9 を参照しても良い。 

 

 

また、指針・本編、図 3.4.4 では、既設構造物において、条件によっては 1997 年版指針を適用できるこ

とになっているが、構造物特性係数として（Ｃｓ＝0.45）については、適用しないことを基本とする。非

線形性を考慮する場合は、静的非線形解析（プッシュオーバー解析）を適用すること。 
 

 

３.１.３ 当局における池状コンクリート構造物の耐震設計フロー 

当局における池状コンクリート構造物の動的解析を適用する場合の耐震設計フローを図３．１に示す。

図３．１に示すように、既設構造物の耐震補強設計は、新設設計と同じ耐震設計フローを適用する。 

耐震設計では、耐震計算を実施するための事前調査として、まず、対象施設や地盤、地形などに関する

資料を収集する。その際には現地調査や必要に応じて地質調査等を実施する。次に、これらの調査結果も

踏まえ、地盤の検討などを行い、液状化の可能性や地盤変状による影響の有無などの検討を行ったうえ

で、被災シナリオの想定を行う。被災シナリオの想定では、構造物の損傷だけでなく、取り合い管路や構

造目地部の相対変位、及び構造物基礎の変位など、耐震計算により照査すべき項目を明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バー解析は、静的解析であるが、構造物の非線形性を直接考慮できることから、動的解析に近い応

答を得られることが多い。そのため、静的線形解析により設定した断面に対して、プッシュオーバ

ー解析による再照査を行い、断面を再設定することで、動的解析での断面変更を最小限にすること

が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 耐震設計のフロー（レベル 2地震動の耐震計算を動的解析により行う場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧危機耐性の検討（詳細は 3.5 を参照） 

※1：動的解析により照査を行ってもよい。 

※2：指針本編 p.121 の記述により池状コンクリート構造物の固有周期算定が不要。 

※3：主要構造部材断面以外は静的解析により照査を行ってもよい。 
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動的解析を適用する場合、設計地震動は地盤応答解析の結果により当該構造物に対して最も厳しい結

果となる地震動を選定する（２．４参照）。 

動的解析による設計断面の設定は、常時やレベル 1地震動の静的解析結果によるものとし、レベル 1地

震動の耐震設計の後、レベル２地震動の動的解析による耐震設計を行う手順を基本とする。レベル２地

震動の動的解析によって設計断面が満足されない結果となった場合は、再度、設計断面の設定を行うも

のとする。再設定した設計断面にて動的解析モデルを修正し、動的解析による再照査を行い、設定した設

計断面が満足することを確認するものとする。 

また、耐震計算は、全ての構造部材を対象として全断面を対象に実施するが、構造物の種類や形状によ

っては、動的解析において全部材を照査することは実務的に困難な場合もある。そのため、図３．２に示

すように、主要な構造部材（参照）については、動的解析の対象とするが、局部の部材などについては、

静的解析（線形、構造物特性係数＝1.0）や静的解析(非線形）により照査を行っても良いものとする。そ

の場合、構造全体をモデル化せず、対象部材のみモデル化し照査を行ってもよい。 

耐震設計や既設構造物の耐震診断等においては、連成系モデルを適用の場合、構造物の耐震計算に用

いる地盤モデルの設定や、地盤の応答状況を地盤応答解析等により事前に確認すること。さらに構造物

の耐震計算結果の確認に用いることを目的として 1次元地盤の地震応答解析を実施するものとする。 

 

なお、大規模施設においては、危機耐性を考慮した耐震計算を行うこととし、上述した解析により決定した

断面を対象として、静的非線形解析（プッシュオーバー解析）により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2 動的解析の対象とする主要部材の例 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
３.１.４ 耐震計算法の概要 

本項では、当局で用いる耐震計算法の概要について述べる。各計算法の詳細については、３．２ 

及び３．３を参照すること。 

（２）動的解析法 

ア 解析手法の種類 

代表的な動的解析法とその概要を表３．３に示す。 

 

 

 

イ 手法の選定 

動的解析法では、解析方法によって得られる応答の種類が異なり、その種類は、表３．４及

び図３．５のとおり分類される。 

当局施設では、レベル２地震動に対して耐震性能２を目標としており、構造物の非線形性を

考慮した解析を行う必要があるため、基本的には直接積分法を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３.１.４ 耐震計算法の概要 

本項では、当局で用いる耐震計算法の概要について述べる。各計算法の詳細については、３．２ 及び

３．３を参照すること。 

（１）動的解析法 

ア 解析手法の種類 

代表的な動的解析法とその概要を表３．２に示す。 

  

表３．２ 動的解析法の概要 

 

 

イ 手法の選定 

動的解析法では、解析方法によって得られる応答の種類が異なり、その種類は、表３．３及び図

３．３のとおり分類される。 

当局施設では、レベル２地震動に対して要求性能２を目標としており、構造物の非線形性を考慮

した解析を行う必要があるため、基本的には直接積分法を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ウ 解析の入力・出力のイメージ 

直接積分法におけるモデルへの入力と結果の出力のイメージを図３．６に示す。 

 

 

 

（１）静的解析法 

主な静的解析法には、震度法と応答変位法があり、各計算法の特徴は次に示すとおりである。 

ア 震度法 

（ア）定義 

 

表３．３ 動的解析法によって得られる応答の種類 

 

 

図３．３ 動的解析法の分類 

 

ウ 解析の入力・出力のイメージ 

直接積分法におけるモデルへの入力と結果の出力のイメージを図３．４に示す。 

 

 

図３．４ 直接積分法によるモデル入力と出力結果（イメージ） 

 
（２）静的解析法 

主な静的解析法には、震度法と応答変位法があり、各計算法の特徴は次に示すとおりである。 

ア 震度法 

（ア）定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典先を最新版に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に基づき、表現を修正 



構造物に対する地震作用を設計震度を用いた静的な荷重に置き換える手法 

 

 

 

（イ）適用構造物の目安 

・躯体の一部又は大部分が地上に存在する場合 

・周辺地盤の地震時挙動による影響よりも、地震動による躯体慣性力や動水圧の影響が支配的

になる場合 

 

（ウ）解析方法 

 

 

指針では、プッシュオーバー解析等の非線形解析を適用することを原則とし、暫定的に構造

物特性係数 Cs を用いた線形解析を許容している。 

※97 年版指針では、構造物特性係数 Cs による解析が記載されており、当局も当該手法を主流

としている。 

 

イ 応答変位法 

（ア）定義 

地震荷重を周辺地盤の地震時応答（変位、せん断応力、加速度など）を基に設定する手法 

構造物に対する地震作用を設計震度を用いた静的な荷重に置き換える手法 

 

 

図３．５ 震度法による地震力の作用（イメージ） 

出典：指針・本編 p.123（日本水道協会、2022 年） 

 

（イ）適用構造物の目安 

・躯体の一部又は大部分が地上に存在する場合 

・周辺地盤の地震時挙動による影響よりも、地震動による躯体慣性力や動水圧の影響が支配的にな

る場合 

 

（ウ）解析方法 

 

 

指針では、プッシュオーバー解析等の非線形解析を適用することを原則とし、各種条件に応じて

線形解析を適用してもよいとされている。 

※22 年版指針では、原則として構造物特性係数 Cs を用いない（Cs=1.0）とされており、本ガイドラ

インでも指針に準じて線形解析では Cs=1.0 を標準とする。 

 

イ 応答変位法 

（ア）定義 

地震荷重を周辺地盤の地震時応答（変位、せん断応力、加速度など）を基に設定する手法 

 

指針に基づき、Cs=1.0 を標準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典先を最新版に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（イ）適用構造物の目安 

・躯体全体が完全に地中にある場合 

・地震動による慣性力の影響よりも、周辺地盤の地震時挙動に支配される傾向が強い場合 

 

（ウ）解析方法 

 

 

 

・地中構造物は、塑性変形の評価が困難であるため、構造物特性係数 Cs を用いない（線形解

析）。 

・97 年版指針の計算例では、剛性 EI の低下を評価して塑性域の計算をしているものがある（非

線形解析）。 

 

ウ 解析の入力・出力のイメージ 

静的解析におけるモデルへの入力と結果の出力のイメージを図３．４に示す。 

 

 

 

 

図３．６ 応答変位法による地震力の作用（イメージ） 

出典：指針・本編 p.123（日本水道協会、2022 年） 

 

 

（イ）適用構造物の目安 

・躯体全体が完全に地中にある場合 

・地震動による慣性力の影響よりも、周辺地盤の地震時挙動に支配される傾向が強い場合 

 

（ウ）解析方法 

 

 

 

・地中構造物は、塑性変形の評価が困難であるため、構造物特性係数 Cs を用いない（線形解析）。 

・97 年版指針の計算例では、剛性 EI の低下を評価して塑性域の計算をしているものがある（非線形

解析）。 

 

 

ウ 解析の入力・出力のイメージ 

静的解析におけるモデルへの入力と結果の出力のイメージを図３．７に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２と３．３の入れ替え（動

的⇒静的）に伴い順番を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

３.１.５ 当局における耐震設計の標準 

（１）当局における標準 

当局における設計では、静的解析及び動的解析の標準として、それぞれ表３．５及び表３．

６に示す条件を用いることを原則とする。 

 

 

 

 

 

 

図３．７ 静的解析（震度法）によるモデル入力と出力結果（イメージ） 

 

３.１.５ 当局における耐震設計の標準 

（１）当局における標準 

当局における設計では、動的解析及び静的解析の標準として、それぞれ表３．４及び表３．５に示

す条件を用いることを原則とする。 

表３．４ 当局における標準（池状コンクリート構造物の動的解析）（1/3） 

 

 

 

 

 

表３．４ 当局における標準（池状コンクリート構造物の動的解析）（2/3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

表３．４ 当局における標準（池状コンクリート構造物の動的解析）（3/3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
指針に基づき両者を比較し

て選定することに変更 

埋設深度10mによる区分の削

除 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に基づき Cs=1.0 を標準

に変更 

 

参照先の変更 

 

参照先の変更 

 

 

出典先を最新版に修正 

 

出典先を最新版に修正 

 



 

 

 

表３．５ 当局における標準（池状コンクリート構造物の静的解析）（1/2） 

 分類 項目 東京都における基本 説明等 参照項等 

静的 
解析 
手法 

震度法と応答変
位法の区分 

震度法： 
慣性力の影響が支配的 
応答変位法： 
地盤変形の影響が支配的 

両者の影響が不明な場合は代表的
な断面に両者を適用した結果に基づ
いて、安全側の背系となる計算法を選
定する。 

3.3.3（1） 

線形／非線形 

レベル１地震動： 
線形解析 

レベル１地震動に対しては、線形解
析を適用する。 

3.3.4（1） 
 

レベル２地震動： 
線形解析及び非線形解析 

レベル２地震動に対しては、線形解
析を基本とする。 

なお、動的解析による照査を実施す
る場合には、解析作業の効率化を図る
ため、非線形解析を行った方がよい。 

次元 

２次元モデル 
 

２次元フレームモデルを標準とし
て、３次元効果が期待できる構造物に
対しては、３次元フレームモデル、３
次元 FEM モデル又は３次元効果を考
慮した２次元モデルを用いる。 

3.2.4（1） 
 

震度
法 

設計震度の設定 

地上構造物： 
地表面加速度を設計震度
と見なす。 

池状コンクリート構造物は固有周
期が短く、地表付近に設置されている
ため、地表面加速度を設計震度と見な
す。 

2.4.3(4)
,(5) 

地中構造物※： 
地表面の設計震度と工学
的基盤面の設計震度から
求める。 
※構造物の３分の２程度
以上が地中部にあるもの
を地中構造物とする。 

地上構造物で用いる地表面の設計
震度と工学的基盤面の設計震度を直
線補完することにより、構造物重心位
置の設計震度を求める（指針・総論
p.125 の記述より）。 

構造物特性係数 
構造物特性係数 Cs を考慮
せず Cs=1.0 を基本とす
る。 

構造物特性係数 Cs を用いて構造
物の非線形性を考慮しない。 

3.3.4（2） 

地震時土圧式 修正・物部岡部式を標準 09 年版指針総論 3.1.6 地震時土圧
を準用。 3.3.4（4） 

動水圧式 ウエスタガードの補正式
を標準（矩形水槽の場合） 

09 年版指針総論 3.1.7 地震時動水
圧を準用 

3.3.4（4） 
 

浮力、揚圧式 最も不利となる水位で算
定 

下水道施設耐震計算例処理場・ポン
プ場編 2015 年版（第２版）を準用 

3.3.4（4） 

地盤ばねの算定 地盤反力係数から設定 道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編
（2017 年、日本道路協会）準拠 

3.3.4（4） 

直接基礎の計算 
原則として、レベル１地震
動に対して滑動及び支持
力を照査 

道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編
（2017 年、日本道路協会）準拠 

3.3.4（5） 

杭基礎の照査 

変位法を適用 
レベル２地震動では、非線
形バネを適用 

道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編
（2017 年、日本道路協会）に準拠し、
レベル２地震動では耐力に加えて応
答塑性率及び変位を照査する。 

3.3.4（5） 

 

 

 

 

 

 

出典先を最新版に修正 

 

 

出典先を最新版に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照先の変更 

 

 

 

参照先の変更 

 

 

 

 

参照先の変更 

 

 

参照先の変更 

 

 

 

 

参照先の変更 

 

参照先の変更 

 

参照先の変更 

 

参照先の変更 

 

出典先を最新版に修正 

 

出典先を最新版に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）計算条件一覧 

計算条件一覧の例を表３．７及び表３．８に示す。設計条件は、設計者・受託者の双方が確

認できるように、本例のように一覧表にとりまとめ、設計計算書に記載するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３．５ 当局における標準（池状コンクリート構造物の静的解析）（2/2） 

 

 

（２）計算条件一覧 

計算条件一覧の例を表３．６及び表３．７に示す。設計条件は、設計者・受託者の双方が確認でき

るように、本例のように一覧表にとりまとめ、設計計算書に記載するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の変更 

 

設計フローにあわせて変更 

 

 

 

 

 

 

地震動の変更にあわせて修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表３．６ 設計条件一覧の例（動的解析の条件） 

項 目 設 定  

耐震設計 
の基本条件 

重要度 ランク A1 

目標要求性能 レベル１地震動：要求性能１、レベル２地震動：要求性能２ 

解析手法 静的解析(L1)及び動的解析(L2)にて断面設計する。 

地盤種別 Ⅱ種地盤 

解析手法 
動的解析法 時刻歴応答解析法 
数値解析法 直接積分法（ニューマークのβ法、β＝1/4） 

線形/非線形 
構造物 非線形 
地盤 非線形（全応力） 

入力地震動 

レベル２地震動 
（方法２）※ 多摩東部直下地震、立川断層帯地震 

レベル２地震動 
（方法３）※ 神戸海洋気象台 NS 波、K-NET 日立 NS 波 

入力方法 入力位置：工学的基盤面、入力方法：2E 

解析モデル 

二次元 FEM モデル 地盤－構造物一体モデル 
躯体 はり要素 
内容水 付加質量（動水圧） 
地盤 二次元平面ひずみ要素でモデル化 
境界条件 側方：粘性境界、底面：粘性境界 

三次元効果 二次元平面ひずみ要素でモデル化(別途三次元 FEM モデルで合
成評価) 

その他 EXP.J ：ばね要素（圧縮のみ伝達） 

非線形モデル 
躯体 修正武田モデル：トリリニア型履歴特性 
地盤 動的変形特性：地質調査結果から設定 

減衰条件 
構造物 

粘性減衰：Rayleigh 減衰 
履歴減衰：Maising モデル 

地盤 
履歴減衰：R-O モデル、弾性塑性モデル 
地下逸散減衰：境界条件（下面粘性境界）により考慮 

照査項目 

曲げ 許容曲率（曲げ耐力） 

せん断 
せん断耐力（せん断耐力式は、棒部材の式、ディープビーム式、
等価せん断スパンを用いた評価式等を用いる。） 

※ 一次元地盤応答解析結果から地盤及び構造物に影響の大きい波形を選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に基づき Cs=1.0 を標準

に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

表３．７ 設計条件一覧の例（静的解析の条件） 

項 目 設 定 

耐震設計 
の基本条件 

重要度 ランク A 

目標要求性能 レベル１地震動：要求性能１、レベル２地震動：要求性能２ 

解析手法 静的線形解析 

地盤種別 Ⅱ種地盤 

解析手法 静的解析法 震度法 

線形/非線形 
構造物 線形 
地盤 線形 

入力地震動 

レベル１地震動 従来の方法 

レベル２地震動 方法２、方法４の大きい値を採用（設計水平震度） 

構造物特性係数 Cs＝1.0 

解析モデル 

躯体 はり要素 

地盤 地盤ばね 

地震時土圧 修正物部・岡部式 

動水圧 ウエスタガードの補正式 

照査項目 
曲げ 許容応力度、曲げ耐力 

せん断 
許容応力度、せん断耐力（せん断耐力式は、棒部材の式、ディ
ープビーム式等を用いる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京都耐震設計ガイドライン（平成 25 年 7月） 東京都水道局耐震設計ガイドライン（令和６年４月） 備 考 

3.3 動的解析による耐震計算 

３.３.１ 池状構造物への適用目的 

当局の池状構造物には、動的な影響が大きくなりやすい大規模な構造や被害報告の多い構造目地を

複数有する複雑な構造も多い。 

また、図３.２７に示すような動的な構造特性（固有周期、非線形特性、減衰特性等）や周辺地盤

の特性（固有周期、非線形特性、液状化の影響等）及び設計地震動の特性（振幅特性、周期特性、位

相特性、継続時間等）は対象施設によって多種多様である。 

そのため、それらの固有の特性を動的解析によりできるだけ忠実に表現し、保持すべき耐震性能を

より確実かつ合理的に確保することは、今後、当局の耐震対策にとって非常に重要と考える。 

 

 

 

このようなことから、当局では、池状構造物の新設設計及び大規模施設における耐震補強設計にお

いて、次に示す事項と図３.２８に示す評価を主な目的として動的解析による照査を行うものとする。 

３．２ 動的解析による耐震計算 

３.２.１ 池状コンクリート構造物への適用目的 

当局の池状コンクリート構造物には、動的な影響が大きくなりやすい大規模な構造や被害報告の多

い構造目地を複数有する複雑な構造も多い。 

また、図３.８に示すような動的な構造特性（固有周期、非線形特性、減衰特性等）や周辺地盤の

特性（固有周期、非線形特性、液状化の影響等）及び設計地震動の特性（振幅特性、周期特性、位相

特性、継続時間等）は対象施設によって多種多様である。 

そのため、それらの固有の特性を動的解析によりできるだけ忠実に表現し、保持すべき耐震性能を

より確実かつ合理的に確保することは、当局の耐震対策にとって非常に重要と考える。 

 

 

図３．８ 各種地震応答に関する概念 

 

したがって、当局では、池状コンクリート構造物の大規模施設等における新設設計及び耐震補強設

計等において、次に示す事項と図３.９に示す評価を主な目的として動的解析による照査を行うもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

： 固有周期
： 最大応答加速度
： 減衰



 

動的解析の主な目的は、事前の静的解析により照査した部材の曲げ破壊やせん断破壊等について、

地震時に時々刻々と変化する上記③の影響を詳しく評価して再照査することである。 

また、上記の①及び②に関する照査は、事前の静的解析において正確に照査できないことから、動

的解析での照査項目として重要となる。 

 

そのため、当局では本ガイドラインに沿って、各池状構造物の固有条件を正確に捉えて適切に動的

解析を実施するものである。 

 

 

   

 

 
 
 
 
３.３.２ 動的解析における解析フローの標準 

当局での動的解析のフローを図３.２９に示す。 

本ガイドラインにおいては、図３.２９に示す各項目について以降（３．３．３以降）に説明を行

う。 

 

 
【当局での池状コンクリート構造物への動的解析適用の主な目的】 

 
  

① レベル２地震動に対する耐震性能２の照査における構造物や杭の非線形応答の正確な評
価 

② 池状コンクリート構造物における躯
く

体、構造目地、構造物取り合い部管路等の地震時の

応答変位と地震後の残留変位の正確な評価 
③ 次に示す動的な現象の考慮による静的解析の設計結果（照査結果）の検証 

  規模が大きく表層地盤との接地面積が大きい池状コンクリート構造物における、構造
物と周辺地盤の複雑な動的相互作用（振動、変形及び慣性力）。 

  大規模な浄水場にある浄水施設のように平面・断面規模が大きい池状コンクリート構
造物における周辺地盤条件の変化を踏まえた複雑な地震時挙動 

  給水所や階層構造の浄水施設のように、池高が比較的大きい構造の複雑な地震時挙動 
  液状化による地盤特性の変化を踏まえた池状コンクリート構造物の地震時挙動 

 

動的解析の主な目的は、レベル１地震動において設定した部材諸元に対して、レベル２地震動にお

ける曲げ破壊やせん断破壊の照査を行い、地震時に時々刻々と変化する上記③の影響を詳しく評価す

ることである。 

また、上記の①及び②に関する照査は、静的解析において正確に照査できないことから、動的解析

での照査項目として重要となる。 

そのため、当局では本ガイドラインに沿って、各池状コンクリート構造物の固有条件を正確に捉え

て適切に動的解析を実施するものである。 

 

図３．９ 池状コンクリート構造物の動的解析における主な評価対象 

 

３.２.２ 動的解析における解析フローの標準 

当局での動的解析のフローを図３.１０に示す。 

本ガイドラインにおいては、図３.１０に示す各項目について以降（３．２．３以降）に説明を行

う。 

 



当局の動的解析の適用に当たっては、まず、解析計画として池状構造物の新設設計や耐震補強設計

における解析の目的、対象、照査項目等を明確にする。 

次に、事前に行う静的解析により設定した構造、部材条件、事前の検討で選定した設計地震動等を

基に、動的解析に用いる設計条件の設定を行う。 

これらの解析目的、照査項目及び対象施設の設計条件等を踏まえ、各池状構造物における最適な動

的解析手法の選定と解析モデルの構築を行うものとする。解析モデルの構築に当たっては、並行して

地盤応答の分析（１次元地盤モデルの動的解析）を実施し、地盤のモデル化の方針決定（全応力又は

有効応力等）やモデル化の妥当性（各種応答値の異常値の有無や解析の収束等）の確認を行うものと

する。 

そして、池状構造物の動的解析を実施し、その結果が妥当なものであれば、照査用応答値と限界値

の比較を行い、耐震性能の照査を行う。その結果、保持すべき耐震性能が確保できない場合は、その

確保が動的解析により確認できるまで部材や構造を変更し、静的解析及び動的解析による耐震計算を

繰り返し実施する。 

当局の動的解析の適用に当たっては、まず、解析計画として池状コンクリート構造物の新設設計や

耐震補強設計等における解析の目的、対象、照査項目等を明確にする。 

次に、事前に行う静的解析により設定した構造、部材条件、事前の検討で選定した設計地震動等を

基に、動的解析に用いる設計条件の設定を行う。 

これらの解析目的、照査項目及び対象施設の設計条件等を踏まえ、各池状コンクリート構造物にお

ける最適な動的解析手法の選定と解析モデルの構築を行うものとする。解析モデルの構築に当たって

は、並行して地盤応答の分析（１次元地盤モデルの動的解析）を実施し、地盤のモデル化の方針決定

（全応力又は有効応力等）やモデル化の妥当性（各種応答値の異常値の有無や解析の収束等）の確認

を行うものとする。 

そして、池状コンクリート構造物の動的解析を実施し、その結果が妥当なものであれば、照査用応

答値と限界値の比較を行い、耐震性能の照査を行う。その結果、保持すべき耐震性能が確保できない

場合は、その確保が動的解析により確認できるまで部材や構造を変更し、静的解析及び動的解析によ

る耐震計算を繰り返し実施する。 



 

 
 

図３．１０ 動的解析のフロー図 

 

 

３.３.３ 解析計画 

動的解析の適用に当たっては、まず、解析計画として構造物や地形・地盤の特性を踏まえ、解析の

具体的な目的を明確にする。そして、解析の対象やその範囲、解析において評価する地震の影響及び

耐震性能の照査項目と照査に必要な応答値を明確にする。 

 

３.２.３ 解析計画 

動的解析の適用に当たっては、まず、解析計画として構造物や地形・地盤の特性を踏まえ、解析の

具体的な目的を明確にする。そして、解析の対象やその範囲、解析において評価する地震の影響及び

要求性能の照査項目と照査に必要な応答値を明確にする。 

 

（１）解析目的の明確化 

当局の動的解析の目的は、主に３．３．１に示す事項が挙げられる。各耐震計算では、それらも参

考に、地震の作用により想定される対象池状構造物の被害シナリオをイメージするなどにより、数値

シミュレーションを用いて地震時の状況を詳しく推測する目的（何が知りたいか）を明確にする。 

（１）解析目的の明確化 

当局の動的解析の目的は、主に３．２．１に示す事項が挙げられる。各耐震計算では、それらも参

考に、地震の作用により想定される対象池状コンクリート構造物の被害シナリオをイメージするなど

により、数値シミュレーションを用いて地震時の状況を詳しく推測する目的（何が知りたいか）を明

確にする。 

 

 

解析計画

設計条件の設定

動的解析手法の選定

解析モデルの構築

池状コンクリート構造物の

動的解析

・常時応答値の算定

・地震時応答値の算定

解析結果の妥当性評価

照査用応答値Sdの算定

照査用限界値Rdの算定

γiSd／Rd≦1.0

γi:構造物係数

静的解析による

耐震計算

部材／構造

の変更

設計地震動

地盤応答の分析

（1次元地盤モデル

の動的解析）

（地盤応答の比較）

START

END

NO

YES

解析目的、対象、範囲、

評価する地震の影響、詳細項目

構造物・基礎・地盤・液体の条件決定等

計算法、次元、モデル

構造・地盤のモデル化、

入力地震動・境界条件の設定等

３.２.３

３.２.４

２.４３.３

３.２.５

３.２.７

３.２.６

３.２.８

３.４



（２）解析の対象や範囲 

解析のモデル化の対象や、解析の範囲（モデル化の領域）については、上記（１）の解析目的を踏

まえ、各耐震計算において適切に設定する必要がある。それらのイメージを図３.３０に示す。 

解析の対象は、対象施設の性能を左右することになるため、地震時の応答値の変化を照査する必要

のある構造物、部材、部位などとする。 

 

当局の池状構造物は、多量の内容水を貯え、地盤との接触面積が大きいなどの特徴を持つことから、

地震作用として慣性力のほか、水及び地盤が地震時に池状構造物に与える作用（水圧、土圧、変位な

ど）を適切に考慮する必要がある。 

そのため、解析の範囲（モデル化の領域）は、図３.３０に示すように対象施設への地震の影響を

左右する（又はその可能性のある）地形、地盤、近接構造物等を含めて設定する。 

また、周辺斜面の滑り等の影響や地盤の液状化とそれに伴う側方流動などについても必要に応じて

評価する必要がある。 

 

（２）解析の対象や範囲 

解析のモデル化の対象や、解析の範囲（モデル化の領域）については、上記（１）の解析目的を踏

まえ、各耐震計算において適切に設定する必要がある。それらのイメージを図３.１１に示す。 

解析の対象は、対象施設の性能を左右することになるため、地震時の応答値の変化を照査する必要

のある構造物、部材、部位などとする。 

 

図３．１１ 解析の対象や範囲のイメージ 

当局の池状コンクリート構造物は、多量の内容水を貯え、地盤との接触面積が大きいなどの特徴を

持つことから、地震作用として慣性力のほか、水及び地盤が地震時に池状コンクリート構造物に与え

る作用（水圧、土圧、変位など）を適切に考慮する必要がある。 

そのため、解析の範囲（モデル化の領域）は、図３.１１に示すように対象施設への地震の影響を

左右する（又はその可能性のある）地形、地盤、近接構造物等を含めて設定する。 

また、周辺斜面の滑り等の影響や地盤の液状化とそれに伴う側方流動などについても必要に応じて

評価する必要がある。 

 

 

（３）照査項目の設定 

動的解析における照査項目は、上記（２）に示した解析対象における解析領域内の地震の影響が施

設性能に影響し、どのような被害が生じるのかを事前にイメージして設定する。 

当局での主な照査項目の例を次に示す。 

 

 

（３）照査項目の設定 

動的解析における照査項目は、上記（２）に示した解析対象における解析領域内の地震の影響が施

設性能に影響し、どのような被害が生じるのかを事前にイメージして設定する。 

当局での主な照査項目の例を次に示す。損傷レベルについては 3.4.1 を参照する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.３.４ 設計条件の設定 

動的解析に用いる設計地震動、構造・部材条件、周辺の地盤・地形条件、及び地震時の池内運用水

位等の設計条件の設定を行う。 

当局の動的解析は、静的解析結果の検証に実施されるものであるから、静的解析に用いた設計条件

３.２.４ 設計条件の設定 

動的解析に用いる設計地震動、構造・部材条件、周辺の地盤・地形条件、及び地震時の池内運用水

位等の設計条件の設定を行う。 

当局の動的解析は基本的にレベル２地震時の検討において適用するものであり、レベル１地震時の

 

杭

目地

解析の対象

工学的基盤面

コンクリート擁壁
〔 〕解析範囲 モデル化の範囲 

： 地層境界



を確認の上で適用することを基本とする。ただし、次に示す例のように動的解析において新たに設定

する条件があることから、それらは各耐震計算において適切に設定する。 

 

検討において静的解析に用いた設計条件を確認の上で適用することを基本とする。ただし、次に示す

例のように動的解析において新たに設定する条件があることから、それらは各耐震計算において適切

に設定する。 

 

３.３.５ 動的解析手法の選定 

（１）解析モデル系の種類に関する選定 

池状構造物の動的解析を行うに当たり、池状構造物が地盤と広い範囲で接するなどの理由から、必

要に応じて地盤と構造物の動的相互作用の影響を適切に評価することが重要である。 

動的相互作用を地盤と構造物との解析モデル系として表現する方法の種類と、当局の池状構造物の

動的解析に用いる標準を表３.１１に示す。モデル系の種類は、主に構造物と地盤の境界をばねモデ

ルにより表現する構造物独立モデルと、工学的基盤面より浅い位置にある表層地盤全体の地震時挙動

を FEM モデルにより表現する地盤－構造物連成系モデルがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当局では、表３.１１に示すように、表層地盤中にある池状構造物については、次に示す理由によ

り地盤－構造物連成系モデルを適用することを原則とする。 

なお、工学的基盤面と見なせるような堅固な地盤上にあるなど、表層地盤の影響のない池状構造物

３.２.５ 動的解析手法の選定 

（１）解析モデル系の種類に関する選定 

池状コンクリート構造物の動的解析を行うに当たり、池状コンクリート構造物が地盤と広い範囲で

接するなどの理由から、必要に応じて地盤と構造物の動的相互作用の影響を適切に評価することが重

要である。 

動的相互作用を地盤と構造物との解析モデル系として表現する方法の種類と、当局の池状コンクリ

ート構造物の動的解析に用いる標準を表３.８に示す。モデル系の種類は、主に構造物と地盤の境界

をばねモデルにより表現する構造物独立モデルと、工学的基盤面より浅い位置にある表層地盤全体の

地震時挙動を FEM モデルにより表現する地盤－構造物連成系モデルがある。 

 

 

 

 

 

表３．８ 池状コンクリート構造物のモデル系の種類と当局の標準 

 

当局では、表３.８に示すように、表層地盤中にある池状コンクリート構造物については、次に示

す理由により地盤－構造物連成系モデルを適用することを原則とする。 

なお、工学的基盤面と見なせるような堅固な地盤上にあるなど、表層地盤の影響のない池状コンク

リート構造物については、地盤と構造物の相互作用の影響は小さく構造部の変位もほとんど問題とな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



については、地盤と構造物の相互作用の影響は小さく構造部の変位もほとんど問題とならないと考

え、構造物独立モデルを適用する。 

 

らないと考え、構造物独立モデルを適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、表３.１１に示すように地盤－構造物連成系モデルの地盤モデルの非線形特性には、液状化

に伴い上昇する過剰間隙水圧による有効応力の変化を表現できない全応力モデルと、それらの変化を

考慮できる有効応力モデルの適用が可能になる（図３.３１参照）。 

なお、一般に、全ての地盤モデルについて全応力モデルを適用する動的解析を全応力解析、地盤モ

デルの一部（又は全てに）有効応力モデルを適用する解析を有効応力解析という。 

当局では、地盤－構造物連成系モデルに用いる地盤モデルには、液状化の可能性のない地盤中にあ

る施設の場合には全応力モデルを適用し、液状化の可能性のある地盤中にあり液状化後の構造部の挙

動（加速度応答、構造物全体の変位、構造目地の相対変位等）を詳細に評価する必要がある場合は、

その影響を考慮できる有効応力モデルを適用する。適用する際の判断方法の詳細は、３．３．９（１）

を参照すること。 

３．３．９（１）では、地盤－構造物連成系モデルへの有効応力モデルの適用に当たり、耐震計算

に用いるパラメータが非常に多く、その設定と照査においては豊富な経験と学術的な知見等を必要と

する部分もあることなどを踏まえ、液状化によって施設機能に支障が生じると推測される場合に有効

応力モデルを適用することとしている。すなわち、例えば事前に実施する一次元地盤モデルの地震応

答解析により、液状化による地盤沈下量が 2，3cm 以内のオーダーであり、施設性能に影響がないと

考えられる場合などにおいては、全応力モデルを適用してもよいこととしている。 

しかし、地震時における実際の地盤では、次に示すように過剰間隙水圧の変化が生じており、厳密

には液状化の発生有無に関係なく、水圧変化を考慮できる有効応力モデルを適用する方が精度が良い

ことから、理論的には全応力モデルの適用は、あくまでも過剰間隙水圧の変化の影響を無視してよい

場合に限られる。そのため、液状化の有無に関係なく、過剰間隙水圧の変化の影響で地盤材料の剛性

や強度が変化する軟弱な地盤の変位等を詳しく評価する場合は、有効応力モデルとするのがよいこと

に留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

また、表３.８に示すように地盤－構造物連成系モデルの地盤モデルの非線形特性には、液状化に

伴い上昇する過剰間隙水圧による有効応力の変化を表現できない全応力モデルと、それらの変化を考

慮できる有効応力モデルの適用が可能になる（図３.１２参照）。 

なお、一般に、全ての地盤モデルについて全応力モデルを適用する動的解析を全応力解析、地盤モ

デルの一部（又は全てに）有効応力モデルを適用する解析を有効応力解析という。 

当局では、地盤－構造物連成系モデルに用いる地盤モデルには、液状化の可能性のない地盤中にあ

る施設の場合には全応力モデルを適用し、液状化の可能性のある地盤中にあり液状化後の構造部の挙

動（加速度応答、構造物全体の変位、構造目地の相対変位等）を詳細に評価する必要がある場合は、

その影響を考慮できる有効応力モデルを適用する。適用する際の判断方法の詳細は、３．２．９（１）

を参照すること。 

３．２．９（１）では、地盤－構造物連成系モデルへの有効応力モデルの適用に当たり、耐震計算

に用いるパラメータが非常に多く、その設定と照査においては豊富な経験と学術的な知見等を必要と

する部分もあることなどを踏まえ、液状化によって施設機能に支障が生じると推測される場合に有効

応力モデルを適用することとしている。すなわち、例えば事前に実施する一次元地盤モデルの地震応

答解析により、液状化による地盤沈下量が 2，3cm 以内のオーダーであり、施設性能に影響がないと

考えられる場合などにおいては、全応力モデルを適用してもよいこととしている。 

しかし、地震時における実際の地盤では、次に示すように過剰間隙水圧の変化が生じており、厳密

には液状化の発生有無に関係なく、水圧変化を考慮できる有効応力モデルを適用する方が精度が良い

ことから、理論的には全応力モデルの適用は、あくまでも過剰間隙水圧の変化の影響を無視してよい

場合に限られる。そのため、液状化の有無に関係なく、過剰間隙水圧の変化の影響で地盤材料の剛性

や強度が変化する軟弱な地盤の変位等を詳しく評価する場合は、有効応力モデルとするのがよいこと

に留意する。池状コンクリート構造物の動的解析における有効応力モデルの適用による効果は以下の

ようなものがあげられる。 

 

①液状化の発生の有無を評価するだけでなく、液状化に伴う構造物や基礎の変位などによる施設の運

用面への影響を評価できる。 

②液状化の影響による構造物や基礎の変位が許容範囲内であることが確認できれば、液状化の発生を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に基づき、記載を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 
【地盤－構造物連成系モデル（地盤モデルを FEM モデル）とする理由】 

 
  

  当局の動的解析を適用する池状コンクリート構造物は、規模の大きい構造であり、

構造目地を有する場合が多く、表層地盤の変位を考慮した構造目地部での相対変位

量の評価や、構造物取り合い部における管路と構造物の相対変位量の評価も重要で

あるため 
  構造物に近接する地形変化（斜面や盛土等）による地震挙動の変化を適切に評価

するため 
  本ガイドラインの作成に当たり実施した工学的基盤面上の表層地盤内にある池状

コンクリート構造物の検証解析及び事例解析において、構造物独立モデルは地盤－

構造物連成系モデルの解析結果と整合せず、基礎杭を中心に危険側の評価を招く場

合もあることを確認したため 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許容した合理的な耐震設計が可能になる場合がある。 

③液状化の影響により、地表付近での地震動の増幅が抑えられる場合がある。なお、地震動の増幅が

抑えられるかどうかは、事前に有効応力モデルを用いた一次元地盤モデルによる地震応答解析を行

い、池状コンクリート構造物に与える影響を確認し判断すればよい。 

 

 

図３．１２ 全応力と有効応力について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）解析モデルの次元に関する選定 

池状構造物は、その構造特性から３次元モデルを適用するのが有効である。ただし、動的解析の適

用に当たり、地盤－構造物連成系モデルの適用や地盤と構造の非線形性を考慮する場合及び有効応力

の変化を適切に考慮する場合は、３次元モデルを対象とした解析コードが限定され、その解析結果の

妥当性が十分に確認できないなど、現状では実務上適用が困難と考える。 

当局では、２次元モデルにより３次元モデルと等価なモデルを表現できる手法が提案されているこ

とも踏まえ、池状構造物の動的解析においては２次元モデルを適用する。 

（２）解析モデルの次元に関する選定 

池状コンクリート構造物は、その構造特性から３次元モデルを適用するのが有効である。ただし、

動的解析の適用に当たり、地盤－構造物連成系モデルの適用や地盤と構造の非線形性を考慮する場合

及び有効応力の変化を適切に考慮する場合は、３次元モデルを対象とした解析コードが限定され、そ

の解析結果の妥当性が十分に確認できないなど、現状では実務上適用が困難と考える。 

当局では、２次元モデルにより３次元モデルと等価なモデルを表現するための方法やその留意点が

指針に記載されていることも踏まえ、池状コンクリート構造物の動的解析においては２次元モデルを

適用する。 

 

（３）計算法に関する選定 

動的な応答値を求める計算法（動的解析の手法）には、時刻歴応答解析法とスペクトル法がある。

この中で時刻歴応答解析法には直接積分法、周波数応答解析法、モード解析法がある。 

当局の池状構造物への動的解析の適用に当たっては、レベル２地震動に対して耐震性能２を照査す

るために非線形応答を求める必要があること、また、時刻歴に蓄積する変位を評価することを目的と

することから、時刻歴応答解析のうち直接積分法の適用を標準とする。 

（３）計算法に関する選定 

動的な応答値を求める計算法（動的解析の手法）には、時刻歴応答解析法とスペクトル法がある。

この中で時刻歴応答解析法には直接積分法、周波数応答解析法、モード解析法がある。 

当局の池状コンクリート構造物への動的解析の適用に当たっては、レベル２地震動に対して要求性

能(復旧性)を照査するために非線形応答を求める必要があること、また、時刻歴に蓄積する変位を評

価することを目的とすることから、時刻歴応答解析のうち直接積分法の適用を標準とする。 

 

３.３.６ 地盤応答の分析（地盤の動的解析） 

（１）分析の目的と概要 

当局では、池状構造物の動的解析を実施するに当たり、最適な地盤－構造物連成系２次元モデルを

３.２.６ 地盤応答の分析（地盤の動的解析） 

（１）分析の目的と概要 

当局では、池状コンクリート構造物の動的解析を実施するに当たり、最適な地盤－構造物連成系２

 



構築することを目的として、地盤のみを対象とした地震時応答の分析を行う。 

地盤応答の分析を行うに当たっては、次に示す事項などを目的として１次元の自然地盤モデルの地

震応答解析〔地震動の増幅計算〕を行うものとする。 

 

なお、対象の池状構造物が工学的基盤面上にあり、解析モデルを構造物独立モデルとする場合は、

ここでの地盤の分析は実施しない。 

次元モデルを構築することを目的として、地盤のみを対象とした地震時応答の分析を行う。 

地盤応答の分析を行うに当たっては、次に示す事項などを目的として１次元の自然地盤モデルの地

震応答解析〔地震動の増幅計算〕を行うものとする。 

 

なお、対象の池状コンクリート構造物が工学的基盤面上にあり、解析モデルを構造物独立モデルと

する場合は、ここでの地盤の分析は実施しない。 

（２）１次元地盤の地震応答解析〔地震動の増幅計算〕について 

１次元地盤の地震応答解析は、図３.３２に示すような構造物を含まない１次元の自然地盤モデル

を対象として地震応答解析〔地震動の増幅計算〕を行うことにより工学的基盤面上にある表層地盤で

の応答値を求めるものである。この解析を行うことで、構造物と地盤との動的相互作用は考慮できな

いものの、設計地震動に対する構造物周辺にある表層地盤での加速度の変化や 地盤の任意深さでの

変位・せん断応力などを推測でき、地震時の地盤応答が池状構造物に与える影響を推測することがで

きる。 

（２）１次元地盤の地震応答解析〔地震動の増幅計算〕について 

１次元地盤の地震応答解析は、図３.１３に示すような構造物を含まない１次元の自然地盤モデル

を対象として地震応答解析〔地震動の増幅計算〕を行うことにより工学的基盤面上にある表層地盤で

の応答値を求めるものである。この解析を行うことで、構造物と地盤との動的相互作用は考慮できな

いものの、設計地震動に対する構造物周辺にある表層地盤での加速度の変化や 地盤の任意深さでの

変位・せん断応力などを推測でき、地震時の地盤応答が池状コンクリート構造物に与える影響を推測

することができる。 

 

 
【地盤応答の分析における主な目的】 

 
  

  池状コンクリート構造物周辺の自然地盤における地震応答の把握と池状コンクリ

ート構造物への影響を推測する。 
  設定する地盤モデルの適用により目的とする応答値が得られるか確認する。 
  設定する地盤モデルによる解析が適切に実行（終了）できるか、工学的に説明で

きない不自然な現象が生じてないか確認する。 
  地盤のモデル化の妥当性（地層分割、要素分割、動的変形特性、非線形特性等）

を確認する。 
  土質試験結果が不足するなどの理由により、複数の地盤モデル（案）がある場合

などにおいて、安全側となる地盤モデルを確認する。 
  要素シミュレーション（解析に用いる複数のパラメータを試行錯誤しながら変更

し、対象地盤の土質試験結果を再現するパラメータを求めるための解析）などによ

り設定した地盤モデルの適用パラメータが、例えば土質試験結果をうまく再現でき

ているかを確認する。 
 



 

 

図３．１３ １次元地盤応答解析〔地震動の増幅計算〕のイメージ 

（３）分析方法の標準 

ア 分析に用いる地盤モデル、地震動 

当局での地盤応答の分析は、対象とする池状構造物の耐震性能の評価に用いる地盤モデルのパラメ

ータの設定や妥当性を確認するために行うものであるから、池状構造物の動的解析に用いる地盤モデ

ルを対象とする（３．３．７参照）。ただし、池状構造物の動的解析に用いる２次元モデルにおいて、

図３.３３に示すように構造物の周囲における地盤や地形条件が異なる場合は、それぞれの地盤モデ

ルの妥当性を確認するため、また、その違いによる地震応答や不等沈下などの影響を評価するために、

これら複数の１次元地盤モデルを対象に地盤応答の分析を行う。 

 

 

（３）分析方法の標準 

ア 分析に用いる地盤モデル、地震動 

当局での地盤応答の分析は、対象とする池状コンクリート構造物の耐震性能の評価に用いる地盤モ

デルのパラメータの設定や妥当性を確認するために行うものであるから、池状コンクリート構造物の

動的解析に用いる地盤モデルを対象とする（３．２．７参照）。ただし、池状コンクリート構造物の

動的解析に用いる２次元モデルにおいて、図３.１４に示すように構造物の周囲における地盤や地形

条件が異なる場合は、それぞれの地盤モデルの妥当性を確認するため、また、その違いによる地震応

答や不等沈下などの影響を評価するために、これら複数の１次元地盤モデルを対象に地盤応答の分析

を行う。 

 

 

図３．１４ 地盤応答の分析対象とする地盤モデルの例 

 

 

 

 

 

 

イ 分析方法 

当局では、地盤の分析に当たり、１次元地盤の地震応答解析結果から図３.３４に示すように、地

表地盤中での各種応答値（加速度、応答水平変位、残留水平変位、せん断応力、ひずみ、せん断波速

度及び有効応力解析の場合は過剰間隙水圧比）に関する最大値の深度分布と、地表面や注目地盤深度

部での各種応答値の時刻歴波形や応力－ひずみ関係について出力する。 

イ 分析方法 

当局では、地盤の分析に当たり、１次元地盤の地震応答解析結果から図３.１５に示すように、表

層地盤での各種応答値（加速度、応答水平変位、残留水平変位、せん断応力、ひずみ、せん断波速度

及び有効応力解析の場合は過剰間隙水圧比）に関する最大値の深度分布と、地表面や注目地盤深度部

での各種応答値の時刻歴波形や応力－ひずみ関係について出力する。 

 



そして、３．３．６（１）に示した事項などの確認を行う。 

また、次に実施する２次元地盤－構造物連成系モデルによる動的解析では、側方境界付近における

地盤モデルの地震応答は構造物の挙動の影響が及ばない自然地盤の応答を示すことが求められるた

め、その検証を行うことなどを目的として、１次元地盤の地震応答解析結果を用いる。 

 

 

 

 

そして、３．２．６（１）に示した事項などの確認を行う。 

また、次に実施する２次元地盤－構造物連成系モデルによる動的解析では、側方境界付近における

地盤モデルの地震応答は構造物の挙動の影響が及ばない自然地盤の応答を示すことが求められるた

め、その検証を行うことなどを目的として、１次元地盤の地震応答解析結果を用いる。 

 

 

 

図３．１５ １次元地盤の地震応答解析結果〔地震動の増幅計算〕(例) 



３.３.７ 解析モデルの構築 

（１）概要 

当局の池状構造物の動的解析に適用する解析モデルの構築事例について、地盤－構造物連成系モデ

ルの場合の概要を図３.３５に、構造物独立モデルの場合の概要を図３.３６に示す。 

図３.３５及び図３.３６に示すように、池状構造物の動的解析においては、地震時の構造物や地盤

の挙動特性等を十分に踏まえ、次に示す対象項目について検討を行い、各対象施設に応じた最適なモ

デルを構築することが重要である。 

 

 

 

 

本ガイドラインでは、これらの各項目について一般的な手法の概要を説明した上で、当局における

標準を示すものとする。 

 

 

３.２.７ 解析モデルの構築 

（１）概要 

当局の池状コンクリート構造物の動的解析に適用する解析モデルの構築事例について、地盤－構造

物連成系モデルの場合の概要を図３.１６、図３.１７に、構造物独立モデルの場合の概要を図３.１

８に示す。 

図３.１６、図３.１７及び図３.１８に示すように、池状コンクリート構造物の動的解析において

は、地震時の構造物や地盤の挙動特性等を十分に踏まえ、次に示す対象項目について検討を行い、各

対象施設に応じた最適なモデルを構築することが重要である。 

 

 

 

本ガイドラインでは、これらの各項目について一般的な手法の概要を説明した上で、当局における

標準を示すものとする。 

 

 
図３．１６ 解析モデルの構築事例（地盤－構造連成系モデルの場合） 
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図３．１７ 解析モデルの構築事例（地盤－構造連成系モデルの場合） 

出典：指針・設計事例集 p.3)-54（日本水道協会、2022 年） 

 

 



 

 
図３．１８ 解析モデルの構築事例（構造物独立モデルの場合【工学的基盤面上施設】） 

 

（２）入力地震動の設定 

ア 地震動の種類 

池状構造物の動的解析で扱う設計地震動及び入力地震動を次の（ア）及び（イ）のとおり定義する。 

池状構造物の動的解析を行うに際には、事前の検討で設定した設計地震動から解析モデルに直接入

力することができる入力地震動を設定する必要がある。 

なお、入力地震動には、時刻歴加速度波形を用いる。 

（２）入力地震動の設定 

ア 地震動の種類 

池状コンクリート構造物の動的解析で扱う設計地震動及び入力地震動を次の（ア）及び（イ）のと

おり定義する。 

池状コンクリート構造物の動的解析を行うに際には、事前の検討で設定した設計地震動から解析モ

デルに直接入力することができる入力地震動を設定する必要がある。 

なお、入力地震動には、時刻歴加速度波形を用いる。 

 

（ア）設計地震動 

本ガイドラインでは、２．４．４において設定され、池状構造物の耐震計算において解析モデルを

構築する前に設定される地震動である。池状構造物の耐震計算に適用する各解析モデル及び解析コー

ドとの整合は考慮されていない地震動波形である。 

（ア）設計地震動 

本ガイドラインでは、２．４．４において設定され、池状コンクリート構造物の耐震計算において

解析モデルを構築する前に設定される地震動である。池状コンクリート構造物の耐震計算に適用する

各解析モデル及び解析コードとの整合は考慮されていない地震動波形である。 

 

（イ）入力地震動 

池状構造物の各解析モデル及び解析コードと整合し、モデルに直接入力することができる地震動

（時刻歴加速度波形）であり、設計地震動を必要に応じて変換することで設定する。例えば、設計地

震動が工学的基盤面波形 E+F 波の場合、解析モデルに応じて 2E 波などに変換を行い、入力地震動を

設定する。 

（イ）入力地震動 

池状コンクリート構造物の各解析モデル及び解析コードと整合し、モデルに直接入力することがで

きる地震動（時刻歴加速度波形）であり、設計地震動を必要に応じて変換することで設定する。例え

ば、設計地震動が工学的基盤面波形 E+F 波の場合、解析モデルに応じて 2E 波などに変換を行い、入

力地震動を設定する。 

 

イ 地震動の入力方法 

池状構造物の動的解析において、図３.３７に示すような１次元地盤 FEM モデルや２次元地盤－構

造物連成系モデルでは、工学的基盤面から上方を解析の対象とし、入力地震動は工学的基盤面に与え

る。 

なお、構造物独立モデルとする場合は、地表面での時刻歴加速度波形を各構造要素及び節点に与え

る。 

 

 

イ 地震動の入力方法 

池状コンクリート構造物の動的解析において、図３.１９に示すような１次元地盤 FEM モデルや２

次元地盤－構造物連成系モデルでは、工学的基盤面から上方を解析の対象とし、入力地震動は工学的

基盤面に与える。 

なお、構造物独立モデルとする場合は、地表面での時刻歴加速度波形を各構造要素及び節点に与え

る。 

 

図３．１９ 地震動の入力方法 
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ここで、地盤内で観測される地震動は、図３.３８に示すように、入射波（E）、反射波（F）の総和

（E+F）で示される。しかし、池状構造物の動的解析において工学的基盤面に入力する地震動は、図

３.３８に示す基盤の露頭部分のように表層地盤の影響を受けていない（反射波を含まない）状態の

地震動を用いるため、2E 波を用いる。 

 

ここで、地盤内で観測される地震動は、図３.１９に示すように、入射波（E）、反射波（F）の総和

（E+F）で示される。しかし、池状コンクリート構造物の動的解析において工学的基盤面に入力する

地震動は、図３.２０に示す基盤の露頭部分のように表層地盤の影響を受けていない（反射波を含ま

ない）状態の地震動を用いるため、2E 波を用いる。 

 

図３．２０ 入射波(E)・反射波(F)について 

出典：土木構造物の耐震設計入門 p.35（土木学会、2002 年） 

 

 

 

 

 

また、構造物独立モデルを適用する場合においても、当局では、構造物が工学的基盤面に位置する

場合に構造物独立モデルを適用できることとしているため、地盤を介さず構造物などに直接与える入

力地震動については 2E 波とする。 

このように、当局での池状構造物の動的解析に用いる入力地震動は、2E 波である。これに対して、

設計地震動として与えられる地震動が観測記録（例えば、レベル２地震動の方法３など）である場合、

観測点が地表部又は地中部のいずれであっても、その波形は、表層地盤の影響を受けた E＋F 波であ

る（観測点の工学基盤面が露頭している場合においては、その観測記録は 2E 波として扱うことがで

きる。）。 

このようなことから、設計地震動が E＋F波の場合は、2E 波への変換を行い動的解析に用いる入力

地震動を設定する必要になる。このような地震動の変換を行うに当たっては、地震動の引き戻し解析

〔逆増幅計算〕を実施する。 

また、構造物独立モデルを適用する場合においても、当局では、構造物が工学的基盤面に位置する

場合に構造物独立モデルを適用できることとしているため、地盤を介さず構造物などに直接与える入

力地震動については 2E 波とする。 

このように、当局での池状コンクリート構造物の動的解析に用いる入力地震動は、2E 波である。こ

れに対して、設計地震動として与えられる地震動が観測記録（例えば、レベル２地震動の方法３など）

である場合、観測点が地表部又は地中部のいずれであっても、その波形は、表層地盤の影響を受けた

E＋F波である（観測点の工学基盤面が露頭している場合においては、その観測記録は 2E 波として扱

うことができる。）。 

したがって、設計地震動が E＋F波の場合は、2E 波への変換を行い動的解析に用いる入力地震動を設定

する必要になる。このような地震動の変換を行うに当たっては、地震動の引き戻し解析〔逆増幅計算〕

を実施する。 

 

ウ 引戻し解析〔逆増幅計算〕 

地震動の引き戻しには、図３.３９に示すような引き戻し解析〔逆増幅計算〕を実施する。ここで

は、表層で得られた観測記録 E＋F をその地点の１次元の表層地盤モデルに入力して、工学的基盤面

における入射波 Eを計算する。そして、この結果を２倍（2E）として用いる。 

地震動の引き戻し解析〔逆増幅計算〕は、図３.３２に示す１次元地盤の地震応答解析〔地震動の

増幅計算〕と同様に地盤の動的解析を行うものであり、解析条件として入力する地震動や解析によっ

て求める地震動の位置（工学的基盤面又は地表面）及び種類（2E 波又は E＋F 波）が異なるものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

ウ 引戻し解析〔逆増幅計算〕 

地震動の引き戻しには、図３.２１に示すような引き戻し解析〔逆増幅計算〕を実施する。ここで

は、表層で得られた観測記録 E＋F をその地点の１次元の表層地盤モデルに入力して、工学的基盤面

における入射波 Eを計算する。そして、この結果を２倍（2E）として用いる。 

地震動の引き戻し解析〔逆増幅計算〕は、図３.１３に示す１次元地盤の地震応答解析〔地震動の

増幅計算〕と同様に地盤の動的解析を行うものであり、解析条件として入力する地震動や解析によっ

て求める地震動の位置（工学的基盤面又は地表面）及び種類（2E 波又は E＋F波）が異なるものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

図３．２１ 地震動の引き戻し解析〔逆増幅計算〕のイメージ 

地震動の引き戻し解析〔逆増幅計算〕は、１次元地盤モデルを対象として、等価線形モデルの適用

により行うことを基本とする。等価線形モデルを使用する等価線形解析は、周波数領域（横軸を周波

数として地盤の地震時応答の変化を観察・表現する領域であり、現実には体験できない。これに対し

て時間領域は、横軸を時間として地震時応答の変化を観察・表現する領域であり、現実に体験でき

る。）での解析であるため、逆解析に対応できる。ただし、等価線形モデルを用いた解析は、特に柔

らかい地盤における加速度応答への影響などが大きい場合（一般にひずみが１％程度を超える場合）

には、正確な解が得られない場合があることに留意する必要がある。 

地震動の引き戻し解析〔逆増幅計算〕は、１次元地盤モデルを対象として、等価線形モデルの適用

により行うことを基本とする。等価線形モデルを使用する等価線形解析は、周波数領域（横軸を周波

数として地盤の地震時応答の変化を観察・表現する領域であり、現実には体験できない。これに対し

て時間領域は、横軸を時間として地震時応答の変化を観察・表現する領域であり、現実に体験できる。）

での解析であるため、逆解析に対応できる。ただし、等価線形モデルを用いた解析は、特に柔らかい

地盤における加速度応答への影響などが大きい場合（一般にひずみが１％程度を超える場合）には、

正確な解が得られない場合があることに留意する必要がある。 

 

このようなこともあり、地震動の引き戻し解析については、その再現精度確保のための研究が行わ

れており、その成果を活かした解析コードが開発されている。そのため、対象とする地震動や地盤の

特性に応じて、適切な解析コード及び解析条件を適用するとよい。 

一般に等価線形解析に用いられる解析コード（解析プログラム）SHAKE においては、解析条件の α

（＝最大ひずみ／有効ひずみ。一般には 0.65 とする。）の調整や、任意の周期成分を調整する方法な

ども提案されている。 

また、同様の目的において周波数依存性を考慮した等価ひずみによる地盤の地震応答解析コードと

して、FDEL 等がある。 

さらに、精度確保を目的として、地表面だけでなく、地中部の地震動観測記録がある場合は、地中

部の観測記録と引き戻し解析による同位置での地震動応答を比較するなどの比較検証を行い、再現性

の精度を確認するのがよい。 

このことを踏まえ、地震動の引き戻し解析については、その再現精度確保のための研究が行われて

おり、その成果を活かした解析コードが開発されている。そのため、対象とする地震動や地盤の特性

に応じて、適切な解析コード及び解析条件を適用するとよい。 

一般に等価線形解析に用いられる解析コード（解析プログラム）SHAKE においては、解析条件のα

（＝最大ひずみ／有効ひずみ。一般には 0.65 とする。）の調整や、任意の周期成分を調整する方法な

ども提案されている。 

また、同様の目的において周波数依存性を考慮した等価ひずみによる地盤の地震応答解析コードと

して、FDEL や DYNEQ 等がある。 

さらに、精度確保を目的として、地表面だけでなく、地中部の地震動観測記録がある場合は、地中

部の観測記録と引き戻し解析による同位置での地震動応答を比較するなどの比較検証を行い、再現性

の精度を確認するのがよい。 

 

 

（３）地盤のモデル化 

地盤－構造物連成系モデルを適用する場合の地盤のモデル化では、地盤の各要素に対して、非線形

モデルの選択、動的変形特性の設定及び非線形履歴モデルの選定を適切に行うことが重要である。 

また、構造物独立モデルを適用する場合の地盤のモデル化では、地盤ばねのモデル化が重要である。 

（３）地盤のモデル化 

地盤－構造物連成系モデルを適用する場合の地盤のモデル化では、地盤の各要素に対して、非線形

モデルの選択、動的変形特性の設定及び非線形履歴モデルの選定を適切に行うことが重要である。 

また、構造物独立モデルを適用する場合の地盤のモデル化では、地盤ばねのモデル化が重要である。 

 



 

ア 非線形モデルの選択 

非線形な地盤材料の応力－ひずみ関係のモデル化（数式化）方法と、その選択に当たっての当局の

標準を表３.１２に示す。表３.１２に示すように、非線形性の扱いは、非線形法と等価線形法とに大

別される。 

非線形法は、地震の継続時間における地盤の非線形な材料特性の変化を逐一計算する方法である。

一方、等価線形法は、比較的簡便な地震応答解析により非線形法と近似な最大応答値を得ることを目

的として、地盤の非線形性を等価な線形の関係に置き換え、動的解析の間材料特性を変化させず一定

の材料特性（せん弾弾性 G、減衰 h、ひずみγは最大応答時の解１個、応力－ひずみ関係が任意の剛

性及び減衰に応じて線形の関係）を用いる方法である。 

また、非線形法は、有効応力の考慮の違いにより、有効応力モデルと全応力モデルとに大別される

が、等価線形法は、全応力モデルのみである。 

非線形法を適用した場合、次に動的変形特性と非線形履歴モデルの設定が必要になる。等価線形法

を適用した場合は、次に動的変形特性の設定が必要になる。 

 

 

当局の池状構造物の動的解析と地盤応答の分析においては、表３.１２に示すように非線形性を詳

しく評価することを目的に非線形法を適用することを基本とする。等価線形法は、３．３．７（２）

に示すように入力地震動を設定する際の地震動の引戻し解析において適用する。ただし、地盤応答の

分析において、地盤の最大応答ひずみが１％程度を上回らないことが確認できる場合には、等価線形

法を適用してもよいものとする。 

また、当局では、非線形法において、液状化地盤のように有効応力の変化を考慮する必要がある地

盤については有効応力モデルを適用し、その必要がない場合は全応力モデルを適用する。 

なお、これらのモデル化の選択においては、モデル化の方法（等価線形モデル、全応力非線形モデ

ル又は有効応力モデル）ごとに設定すべきパラメータは異なり、それに応じて必要な試験を行わなけ

ればならないこと、解析コードが限定されることなどに注意が必要である。 

ア 非線形モデルの選択 

非線形な地盤材料の応力－ひずみ関係のモデル化（数式化）方法と、その選択に当たっての当局の

標準を表３.９に示す。表３.９に示すように、非線形性の扱いは、非線形法と等価線形法とに大別さ

れる。 

非線形法は、地震の継続時間における地盤の非線形な材料特性の変化を逐一計算する方法である。

一方、等価線形法は、比較的簡便な地震応答解析により非線形法と近似な最大応答値を得ることを目

的として、地盤の非線形性を等価な線形の関係に置き換え、動的解析の間材料特性を変化させず一定

の材料特性（せん弾弾性 G、減衰 h、ひずみγは最大応答時の解１個、応力－ひずみ関係が任意の剛

性及び減衰に応じて線形の関係）を用いる方法である。 

また、非線形法は、有効応力の考慮の違いにより、有効応力モデルと全応力モデルとに大別される

が、等価線形法は、全応力モデルのみである。 

非線形法を適用した場合、次に動的変形特性と非線形履歴モデルの設定が必要になる。等価線形法

を適用した場合は、次に動的変形特性の設定が必要になる。 

表３．９ 地盤の非線形モデルの種類と当局の適用用途標準 

 

当局の池状コンクリート構造物の動的解析と地盤応答の分析においては、表３.９に示すように非

線形性を詳しく評価することを目的に非線形法を適用することを基本とする。等価線形法は、３．２．

７（２）に示すように入力地震動を設定する際の地震動の引戻し解析において適用する。ただし、地

盤応答の分析において、地盤の最大応答ひずみが１％程度を上回らないことが確認できる場合には、

等価線形法を適用してもよいものとする。 

また、当局では、非線形法において、液状化地盤のように有効応力の変化を考慮する必要がある地

盤については有効応力モデルを適用し、その必要がない場合は全応力モデルを適用する。 

なお、これらのモデル化の選択においては、モデル化の方法（等価線形モデル、全応力非線形モデ

ル又は有効応力モデル）ごとに設定すべきパラメータは異なり、それに応じて必要な試験を行わなけ

ればならないこと、解析コードが限定されることなどに注意が必要である。 

 

イ 地盤の動的変形特性の設定 

一般に地盤の動的変形特性（せん断弾性係数 G、減衰定数 hのひずみ依存性）は、図３.４０に示す

ように G/G0－γ、h－γ 関係として整理される。 

これら地盤の動的変形特性は、要素シミュレーションなどで対象土の試験結果や土木研究所の試験

結果へのフィッティングすることにより設定できるが、当局では、特に柔らかい沖積地盤を中心に原

則として対象土の試験結果を用いることとする。 

イ 地盤の動的変形特性の設定 

一般に地盤の動的変形特性（せん断弾性係数 G、減衰定数 hのひずみ依存性）は、図３.２２に示す

ように G/G0－γ、h－γ関係として整理される。 

これら地盤の動的変形特性は、要素シミュレーションなどで対象土の試験結果や土木研究所の試験

結果へのフィッティングすることにより設定できるが、当局では、特に柔らかい沖積地盤を中心に原

則として対象土の試験結果を用いることとする。 
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図３．２２ 動的変形特性の概念図 

出典：地盤の地震応答解析 p.61（鹿島出版会、2010 年） 

ウ 非線形履歴モデルの設定 

非線形履歴モデルは、非線形法により時刻領域での動的解析を行う場合において、ランダムな地震

による繰り返し応力の時間履歴に対して、ランダムなひずみの時間履歴を与える応力―ひずみ関係を

設定するものである。そのため、周波数領域での解析である等価線形法ではこのモデル化は必要とし

ない。 

 

（ア）全応力モデルの非線形履歴モデル（構成側） 

全応力モデルの地盤モデルの非線形履歴モデルは、図３.４１に示す骨格曲線及び履歴曲線から構

成される。 

当局では、土の非線形（応力－ひずみ関係）履歴特性を表すモデルとして、Ramberg-Osgood モデル

（R-O モデル）及び Hardin-Drnevich モデル（H-D モデル）の２手法並びにこれらの手法の改良モデ

ルの適用を標準とするが、非線形応答をできるだけ精度良く再現するには、R-O モデルや H-D モデル

を改良した修正 GHE モデルなどの適用が望ましい。 

ウ 非線形履歴モデルの設定 

非線形履歴モデルは、非線形法により時刻領域での動的解析を行う場合において、ランダムな地震

による繰り返し応力の時間履歴に対して、ランダムなひずみの時間履歴を与える応力―ひずみ関係を

設定するものである。そのため、周波数領域での解析である等価線形法ではこのモデル化は必要とし

ない。 

 

（ア）全応力モデルの非線形履歴モデル（構成側） 

全応力モデルの地盤モデルの非線形履歴モデルは、図３.２３に示す骨格曲線及び履歴曲線から構

成される。 

当局では、土の非線形（応力－ひずみ関係）履歴特性を表すモデルとして、Ramberg-Osgood モデル

（R-O モデル）及び Hardin-Drnevich モデル（H-D モデル）の２手法並びにこれらの手法の改良モデ

ルの適用を標準とするが、非線形応答をできるだけ精度良く再現するには、R-O モデルや H-D モデル

を改良した修正 GHE モデルなどの適用が望ましい。 

 

 

 

 

 



 

 

図３．２３ 非線形履歴特性の概念図 

出典：土木構造物の耐震設計入門 p.43（土木学会、2002 年） 

（イ）有効応力モデルの非線形履歴モデル（構成側）等 

有効応力モデルの非線形履歴モデルは、有効応力の変化に応じて応力－ひずみ関係が変化すること

を表現する。 

当局では、有効応力の変化を考慮した土の非線形（応力－ひずみ関係）履歴特性を表すモデルとし

て砂の弾塑性モデル（岡モデル等）を適用する。 

なお、有効応力モデルについては、この応力－ひずみ関係のモデルだけでなく、透水モデルや間隙

水圧モデルが組み合わされて解析が行われる。 

（イ）有効応力モデルの非線形履歴モデル（構成側）等 

有効応力モデルの非線形履歴モデルは、有効応力の変化に応じて応力－ひずみ関係が変化すること

を表現する。 

当局では、有効応力の変化を考慮した土の非線形（応力－ひずみ関係）履歴特性を表すモデルとし

て砂の弾塑性モデル（岡モデル等）を適用する。 

なお、有効応力モデルについては、この応力－ひずみ関係のモデルだけでなく、透水モデルや間隙

水圧モデルが組み合わされて解析が行われる。 

 

 

  

 



 

エ 構造物周辺ばねのモデル化 

構造物独立モデルにおいては、構造物を支持する周辺地盤を非線形のばねによってモデル化する。

一般に、設定するばねは、鉛直ばね、水平ばね及び回転ばねとする。 

非線形ばねは、構造物が地盤と接している面の法線方向ばねと接線方向ばねとし、当局では、地盤

ばね係数については、図３.４２に示すような受動土圧係数を上限とするバイリニア型地盤反力度特

性を有するばねを用いるものとする。 

 

エ 構造物周辺ばねのモデル化 

構造物独立モデルにおいては、構造物を支持する周辺地盤を非線形のばねによってモデル化する。

一般に、設定するばねは、鉛直ばね、水平ばね及び回転ばねとする。 

非線形ばねは、構造物が地盤と接している面の法線方向ばねと接線方向ばねとし、当局では、地盤

ばね係数については、図３.２４に示すような受動土圧係数を上限とするバイリニア型地盤反力度特

性を有するばねを用いるものとする。 

 

図３．２４ バイリニア型地盤反力度特性 

 

オ 留意点 

当局の池状構造物が比較的軟弱な地盤や液状化の可能性がある地盤に位置する施設もあり、特にそ

れらの地盤においては、ひずみ量が大きく、応答加速度、応答変位などの変化も大きくなり、地盤－

構造物連成系モデルの動的解析の結果を左右する。 

そこで、地盤のモデル化に当たっては、現地採取土による土質試験を実施することを基本とする。 

また、当局の動的解析の対象とする池状構造物は、平面規模が大きく地層構成が水平成層であって

も、特に盛土地盤層については不均一性が大きい場合があるので、構造物の不等沈下量の照査が重要

な場合などは、そのような不均一な地盤条件を詳細に調査し、モデル化する必要がある。 

なお、地盤のモデル化の妥当性確認は、３．３．６に示した１次元地盤モデルの地震応答解析を行

い、地層分割、要素分割、動的変形特性、非線形特性などを対象に行うものとする。 

オ 留意点 

当局の池状コンクリート構造物が比較的軟弱な地盤や液状化の可能性がある地盤に位置する施設

もあり、特にそれらの地盤においては、ひずみ量が大きく、応答加速度、応答変位などの変化も大き

くなり、地盤－構造物連成系モデルの動的解析の結果を左右する。 

そこで、地盤のモデル化に当たっては、現地採取土による土質試験を実施することを基本とする。 

また、当局の動的解析の対象とする池状コンクリート構造物は、平面規模が大きく地層構成が水平

成層であっても、特に盛土地盤層については不均一性が大きい場合があるので、構造物の不等沈下量

の照査が重要な場合などは、そのような不均一な地盤条件を詳細に調査し、モデル化する必要がある。 

なお、地盤のモデル化の妥当性確認は、３．２．６に示した１次元地盤モデルの地震応答解析を行

い、地層分割、要素分割、動的変形特性、非線形特性などを対象に行うものとする。 

 

（４）構造物のモデル化 

構造物のモデル化では、構造部材の各要素に対して、非線形履歴モデルの選定及び履歴モデル設定

のための鉄筋コンクリート材料の応力―ひずみ関係の設定を適切に行うことが重要である。 

 

ア 構造物の非線形履歴モデルの選定 

当局での池状構造物の動的解析においては、コンクリートのひびわれ、鉄筋の降伏、部材の破壊を

適切に評価することを目的として、構造部材に発生するモーメント（M）と曲率（Φ）の関係を Tri-

linear（トリリニア）モデル、Degrading Tri-linear モデル（修正武田モデル）等のトリリニアな関

係として表現できるモデルを適用する。 

これらの概要を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

（４）構造物のモデル化 

構造物のモデル化では、構造部材の各要素に対して、非線形履歴モデルの選定及び履歴モデル設定

のための鉄筋コンクリート材料の応力―ひずみ関係の設定を適切に行うことが重要である。 

 

ア 構造物の非線形履歴モデルの選定 

当局での池状コンクリート構造物の動的解析においては、コンクリートのひび割れ、鉄筋の降伏、

部材の破壊を適切に評価することを目的として、構造部材に発生するモーメント（M）と曲率（Φ）

の関係を Tri-linear（トリリニア）モデル、Degrading Tri-linear モデル（修正武田モデル）等の

トリリニアな関係として表現できるモデルを適用する。 

これらの概要を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 



（ア）Tri-linear（トリリニア）モデル 

 

 

（イ）Degrading Tri-linear モデル（修正武田モデル） 

鉄筋コンクリート部材の曲げ変形に適用する場合が多く、実験に基づいて提案されている。 

除荷時の剛性低下現象を精度良く表現できるといわれている。 

 

 

（ア）Tri-linear（トリリニア）モデル 

 

図３．２５ Tri-linear モデル 

 

（イ）Degrading Tri-linear モデル（修正武田モデル） 

鉄筋コンクリート部材の曲げ変形に適用する場合が多く、実験に基づいて提案されている。 

除荷時の剛性低下現象を精度良く表現できるといわれている。 

 

図３．２６ Degrading Tri-linear モデル（修正武田モデル） 

出典：TDAPⅢバッチ版使用手引書（アーク情報システム、2013 年） 

 

イ 応力－ひずみ関係の設定 

構造物の非線形履歴モデルの骨格曲線の設定に当たっては、Mu（破壊モーメント）、My（降伏モー

メント）及び Mc（ひびわれモーメント）を設定する必要があり、その際に用いる鉄筋コンクリート部

材の応力―ひずみ関係については、次に掲げる各項目を標準とする。 

 

（ア）コンクリートの応力－ひずみ曲線 

当局では、コンクリート標準示方書に基づき、曲げモーメント及び曲げモーメントと軸方向力を受

ける部材の断面破壊の終局限界状態に対する検討においては、一般に図３.４５に示すモデル化され

イ 応力－ひずみ関係の設定 

構造物の非線形履歴モデルの骨格曲線の設定に当たっては、Mu（破壊モーメント）、My（降伏モー

メント）及び Mc（ひび割れモーメント）を設定する必要があり、その際に用いる鉄筋コンクリート部

材の応力―ひずみ関係については、次に掲げる各項目を標準とする。 

 

（ア）コンクリートの応力－ひずみ曲線 

当局では、コンクリート標準示方書に基づき、曲げモーメント及び曲げモーメントと軸方向力を受

ける部材の断面破壊の終局限界状態に対する検討においては、一般に図３.２７に示すモデル化され

 

 

 

 

 

 

 



た応力－ひずみ曲線を用いる。ただし、既設構造物でコンクリートの劣化が著しく非線形特性が特異

的な場合や帯鉄筋などの拘束効果が大きい部材については、実験値に基づいた応力－ひずみ関係を用

いてもよい。 

 

 

 

（イ）鋼材の応力－ひずみ曲線 

当局では、コンクリート標準示方書に基づき図３.４６に示す応力－ひずみ曲線を、構造部材断面

の応力度、耐力などの検討に用いる。ただし、既設構造物で鉄筋の劣化が著しく非線形特性が特異的

な場合や特殊な材料などについては、実験値に基づいた応力－ひずみ関係を用いてもよい。 

 

 

 

た応力－ひずみ曲線を用いる。ただし、既設構造物でコンクリートの劣化が著しく非線形特性が特異

的な場合や帯鉄筋などの拘束効果が大きい部材については、実験値に基づいた応力－ひずみ関係を用

いてもよい。 

 

図３．２７ コンクリートのモデル化された応力－ひずみ曲線 

出典：コンクリート標準示方書設計編 p.191（土木学会、2022 年） 

 

 

（イ） 鋼材の応力－ひずみ曲線 

当局では、コンクリート標準示方書に基づき図３.２８に示す応力－ひずみ曲線を、構造部材断面

の応力度、耐力などの検討に用いる。ただし、既設構造物で鉄筋の劣化が著しく非線形特性が特異的

な場合や特殊な材料などについては、実験値に基づいた応力－ひずみ関係を用いてもよい。 

  

図３．２８ 鋼材のモデル化された応力－ひずみ曲線 

出典：コンクリート標準示方書設計編 p.192（土木学会、2022 年） 

 

（５）接触面のモデル化 

ア 地盤と構造物の接触面のモデル化 

レベル２地震動のような強い地震動が作用した場合には、地盤と構造物の接触面において剥離・す

べりなどが発生する場合がある。当局では、このような現象を考慮するために、地盤と構造物の境界

にジョイント要素を設ける方法を適用できるものとする。ただし、ジョイント要素の使用により、解

析上、応答加速度がその周辺で特異的に大きくなる場合があることから、使用に当たっては挙動の確

認が必要である。前述のような不自然な挙動が確認される場合には、ジョイント要素は使用しないも

のとする。 

ジョイント要素の特性は、図３.４７に示すようなばね要素の特性で表現される。 

 

（５）接触面のモデル化 

ア 地盤と構造物の接触面のモデル化 

レベル２地震動のような強い地震動が作用した場合には、地盤と構造物の接触面において剥離・す

べりなどが発生する場合がある。当局では、このような現象を考慮するために、地盤と構造物の境界

にジョイント要素を設ける方法を適用できるものとする。ただし、ジョイント要素の使用により、解

析上、応答加速度がその周辺で特異的に大きくなる場合があることから、使用に当たっては挙動の確

認が必要である。前述のような不自然な挙動が確認される場合には、ジョイント要素は使用しないも

のとする。 

ジョイント要素の特性は、図３.２９に示すようなばね要素の特性で表現される。 

 

 



 

 

図３．２９ ジョイント要素の特性 

出典：土木構造物の耐震設計入門 p.173（土木学会、2002 年） 

イ 構造目地のモデル化 

当局が動的解析を適用する池状構造物は、構造規模が大きく構造目地が複数ある施設も見られる。 

また、構造目地部は、過去の地震被害事例が多い。そのため、地震時における構造目地部の相対変

位の照査や、動的な挙動による構造目地部での軸力等断面力の伝達を表現することが重要となる。 

そこで、当局では、図３.４８に示すように、部材軸方向の引張力と部材軸直角方向のせん断力に

対しては抵抗せず、部材軸方向の圧縮力に対しては遊間を超えると圧縮力を伝達する力学モデルを適

用する。 

 

イ 構造目地のモデル化 

当局が動的解析を適用する池状コンクリート構造物は、構造規模が大きく構造目地が複数ある施設

も見られる。 

また、構造目地部は、過去の地震被害事例が多い。そのため、地震時における構造目地部の相対変

位の照査や、動的な挙動による構造目地部での軸力等断面力の伝達を表現することが重要となる。 

そこで、当局では、図３.３０に示すように、部材軸方向の引張力と部材軸直角方向のせん断力に

対しては抵抗せず、部材軸方向の圧縮力に対しては遊間を超えると圧縮力を伝達する力学モデルを適

用する。 

目地部の相対変位量は、動的解析により算定することを基本とするが、変位量が数十 mm と比較的

小さいと予想される場合は、静的解析などで構造物や地盤などの変位量を個別に計算した集計値によ

り算定してもよい。実際の池状コンクリート構造物の被害事例では、目地部の相対変位量が大きい場

合、目地部のコンクリート接触面において顕著な損傷による漏水被害が確認されていることなどか

ら、相対変位量が大きい場合は、目地部におけるコンクリート接触面端部の応力度を評価する必要が

ある。照査では、コンクリートの支圧応力度を照査指標とすることを基本とするが、鉛直方向の変位

量が無視できない場合には必要に応じて曲げ、せん断応力度の照査も行う。 

伸縮目地部に発生する鉛直方向の相対変位は、常時における圧密沈下による変位と、地震時におけ

る鉛直方向の伸縮目地部の相対変位により構成されると考えられる。 

地盤の弾塑性挙動を考慮した一次元地盤モデルによる動的解析のみ行う場合は、地盤の鉛直方向の

絶対変位を伸縮目地部の相対変位とみなすことになり、鉛直方向の相対変位と水平方向の相対変位を

同値として扱う。 

なお、液状化地盤などの場合は、地震後の過剰間隙水圧消散過程における地盤沈下量を圧密解析に

より求めることができる。 

 

図３．３０ 構造目地のモデル化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針参考資料に基づき、記載を

追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）内容水のモデル化 

内容水のモデル化は、静的に算定した動水圧を付加質量でモデル化する場合と流体要素でモデル化

する場合とがある。流体要素のモデル化は、水と構造物との連成振動（バルジングともいう。構造物

（６）内容水のモデル化 

内容水のモデル化は、静的に算定した動水圧を付加質量でモデル化する場合と流体要素でモデル化

する場合とがある。流体要素のモデル化は、水と構造物との連成振動（バルジングともいう。構造物

 



と内容水が相互に作用し合いながら振動すること。）が生じる場合に有効な手段となる。ただし、当

局では、池状構造物の対象施設の多くは矩形の RC 構造であり、躯
く

体自体の剛性が大きいことから、

バルジングの影響は考慮しない。 

よって、内容水のモデル化は、付加質量によるものとする。 

と内容水が相互に作用し合いながら振動すること。）が生じる場合に有効な手段となる。ただし、当

局では、池状コンクリート構造物の対象施設の多くは矩形であり、躯
く

体自体の剛性が大きいことから、

バルジングの影響は考慮しない。 

よって、内容水のモデル化は、付加質量によるものとする。 

（７）境界条件の設定 

地盤－構造物連成系モデルの解析をする場合には、本来半無限的な広がりを有する地盤を人為的に

有限領域に限定することとなるため、モデル化領域の周囲（側方及び底面）に、構造物の応答の影響

が及ばない地盤の半無限性や対称性を示す境界条件を設ける必要がある。 

実際の地盤では、全方向に地盤震動が伝播
ぱ

し減衰していくが、解析では境界において震動が反射し

て実際とは違った挙動を示す場合がある。 

 

ア 側方境界の標準 

当局では、解析モデル化領域の側方境界については、次の境界をそれぞれの特性に応じて適用する

ことを標準とする。 

 

（ア）水平ローラー境界 

ローラー境界は、反射波の影響があることから、着目したい応答に対して境界の影響が及ばない程

度に地盤のモデルを広く取れる場合は、水平ローラー境界を適用してもよい。ただし、水平ローラー

境界は鉛直方向の地盤変位を表現できないため、鉛直方向の変位の照査が重要な場合は適用しない。 

 

（イ）粘性境界 

粘性境界は、ダンパーのモデル化により反射波の影響を低減できる。ただし、ダンパーは線形であ

るため、地盤の非線形性を厳密には表現できない。 

 

（ウ）擬似自由境界（繰り返し境界、等変位境界） 

擬似自由境界は、鉛直方向の変位や非線形性を表現でき、モデル化は容易であるが、波動境界とし

ての精度が低いと言われている。 

 

 

なお、これらいずれの境界モデルを適用する場合においても課題が指摘されていることから、当局

では、解析領域の片側幅を鉛直方向の 5倍以上又は構造物幅の 10 倍以上確保するものとする。 

また、実務においては、解析コードによって適用できる境界条件が限られていることに留意し、境

界部での地震応答を１次元地盤の解析結果と比較を行うなど、精度を確保するための工夫をするのが

（７）境界条件の設定 

地盤－構造物連成系モデルの解析をする場合には、本来半無限的な広がりを有する地盤を人為的に

有限領域に限定することとなるため、モデル化領域の周囲（側方及び底面）に、構造物の応答の影響

が及ばない地盤の半無限性や対称性を示す境界条件を設ける必要がある。 

実際の地盤では、全方向に地盤震動が伝播
ぱ

し減衰していくが、解析では境界において震動が反射し

て実際とは違った挙動を示す場合がある。 

 

ア 側方境界の標準 

当局では、解析モデル化領域の側方境界については、次の境界をそれぞれの特性に応じて適用する

ことを標準とする。 

 

（ア）水平ローラー境界 

ローラー境界は、反射波の影響があることから、着目したい応答に対して境界の影響が及ばない程

度に地盤のモデルを広く取れる場合は、水平ローラー境界を適用してもよい。ただし、水平ローラー

境界は鉛直方向の地盤変位を表現できないため、鉛直方向の変位の照査が重要な場合は適用しない。 

 

（イ）粘性境界 

粘性境界は、ダンパーのモデル化により反射波の影響を低減できる。ただし、ダンパーは線形であ

るため、地盤の非線形性を厳密には表現できない。 

 

（ウ）擬似自由境界（繰り返し境界、等変位境界） 

擬似自由境界は、鉛直方向の変位や非線形性を表現でき、モデル化は容易であるが、波動境界とし

ての精度が低いと言われている。 

 

図３．３１ 側方境界の種類（例） 

出典：地盤の地震応答解析 p.159（鹿島出版会、2010 年） 

 

なお、これらいずれの境界モデルを適用する場合においても課題が指摘されていることから、当局

では、解析領域の片側幅を鉛直方向の 5倍以上又は構造物幅の 10 倍以上確保するものとする。 

また、実務においては、解析コードによって適用できる境界条件が限られていることに留意し、境

界部での地震応答を１次元地盤の解析結果と比較を行うなど、精度を確保するための工夫をするのが

 



よい。 

 

イ 底面境界 

解析領域の底面には、完全に剛な基盤面とみなす剛（固定）基盤とする方法と、基盤面から下方へ

の波動の逸散を考慮できる粘性境界を設置する方法の２種類の方法がある。当局では、地震動逸散を

優先し、2E 地震動波の入力を行うことも考慮して、粘性境界を用いることとする。 

よい。 

 

イ 底面境界 

解析領域の底面には、完全に剛な基盤面とみなす剛（固定）基盤とする方法と、基盤面から下方へ

の波動の逸散を考慮できる粘性境界を設置する方法の２種類の方法がある。当局では、地震動逸散を

優先し、2E 地震動波の入力を行うことも考慮して、粘性境界を用いることとする。 

（８）減衰条件の設定 

減衰とは、一般に地盤や構造物が繰り返し荷重を受けた時に生じる地震エネルギーの散逸現象であ

る。減衰は、動的解析により考慮することができるが、減衰が生ずるメカニズムは複雑であるため、

解析上は数種の簡易的な方法でモデル化される。 

池状構造物に影響する減衰には、構造系としての内部減衰（粘性減衰や履歴減衰）、地盤の履歴減

衰、エネルギー逸散減衰等がある。構造系の内部減衰のうち履歴減衰や、地盤の履歴減衰は、それぞ

れの非線形履歴特性により自動的に考慮される。 

よって、実務においては、構造系としての粘性減衰と地盤のエネルギー逸散減衰の設定が重要とな

る。 

（８）減衰条件の設定 

減衰とは、一般に地盤や構造物が繰り返し荷重を受けた時に生じる地震エネルギーの散逸現象であ

る。減衰は、動的解析により考慮することができるが、減衰が生ずるメカニズムは複雑であるため、

解析上は数種の簡易的な方法でモデル化される。 

池状コンクリート構造物に影響する減衰には、構造系としての内部減衰（粘性減衰や履歴減衰）、

地盤の履歴減衰、エネルギー逸散減衰等がある。構造系の内部減衰のうち履歴減衰や、地盤の履歴減

衰は、それぞれの非線形履歴特性により自動的に考慮される。 

よって、実務においては、構造系としての粘性減衰と地盤のエネルギー逸散減衰の設定が重要とな

る。 

 

ア 構造系としての粘性減衰の設定 

当局では、粘性減衰について、振動数特性に応じて質量比例と剛性比例を合わせて考慮するレーリ

ー型の比例減衰等を用いる。 

レーリー減衰（Rayleigh 減衰）とは、図３.５０に示すように、減衰マトリックスが質量マトリッ

クスに比例する項と剛性マトリックスに比例する項の和で表されると仮定した減衰である。 

 

 

この設定において、各構造部材の減衰定数を考慮した固有値解析（対象構造物の振動特性として、

構造の固有振動数と固有振動モードを求める解析。言い換えれば、この構造は、どのくらいの周波数

で、どのように振動するか、を求める解析）により得られた水平振動の１次モードと２次モードの固

有振動数とひずみエネルギー比例型の等価減衰定数とを用いることで、時刻歴応答解析に用いるレー

リー減衰係数を算定できる。 

なお、構造物の変形が非線形領域に入る場合、塑性化に伴う地震エネルギー吸収が支配的となって

粘性減衰は無視できるレベルとなることから、解析上そのものの物理的意味が不明確になる。 

よって、粘性減衰を設定するに当たりレーリー型の比例減衰を設定する際の固有値解析に用いる各

構造物要素の減衰定数は、塑性化に伴う地震エネルギーの吸収を考慮せず、線形時の減衰定数値を使

用するなどの工夫が必要である。 

ア 構造系としての粘性減衰の設定 

当局では、粘性減衰について、振動数特性に応じて質量比例と剛性比例を合わせて考慮するレーリ

ー型の比例減衰等を用いる。 

レーリー減衰（Rayleigh 減衰）とは、図３.３２に示すように、減衰マトリックスが質量マトリッ

クスに比例する項と剛性マトリックスに比例する項の和で表されると仮定した減衰である。 

 

図３．３２ レーリー減衰の設定例 

出典：土木構造物の耐震設計入門 p.145（土木学会、2002 年） 

 

この設定において、各構造部材の減衰定数を考慮した固有値解析（対象構造物の振動特性として、

構造の固有振動数と固有振動モードを求める解析。言い換えれば、この構造は、どのくらいの周波数

で、どのように振動するか、を求める解析）により得られた水平振動の１次モードと２次モードの固

有振動数とひずみエネルギー比例型の等価減衰定数とを用いることで、時刻歴応答解析に用いるレー

リー減衰係数を算定できる。 

なお、構造物の変形が非線形領域に入る場合、塑性化に伴う地震エネルギー吸収が支配的となって

粘性減衰は無視できるレベルとなることから、解析上そのものの物理的意味が不明確になる。 

よって、粘性減衰を設定するに当たりレーリー型の比例減衰を設定する際の固有値解析に用いる各構

造物要素の減衰定数は、塑性化に伴う地震エネルギーの吸収を考慮せず、線形時の減衰定数値を使用

するなどの工夫が必要である。 

 

イ 地盤のエネルギー逸散減衰 イ 地盤のエネルギー逸散減衰  



当局では、地盤底面の逸散減衰を表すために、地盤－構造物連成系モデルを適用する場合には、地

盤モデルの遠方境界として粘性境界を用いる。 

構造物独立モデルを適用する場合には、構造物下面にダッシュポット（速度によって比例する粘性

力によって地震エネルギーを吸収する境界条件）を用いてもよい。 

当局では、地盤底面の逸散減衰を表すために、地盤－構造物連成系モデルを適用する場合には、地

盤モデルの遠方境界として粘性境界を用いる。 

構造物独立モデルを適用する場合には、構造物下面にダッシュポット（速度によって比例する粘性

力によって地震エネルギーを吸収する境界条件）を用いてもよい。 

（９）排水条件 

有効応力モデルを適用する場合は、地下水の移動として各境界面での排水・非排水条件を適切に設

定する必要がある。 

当局では、有効応力モデルの適用に当たり地下水の移動を考慮するため、地盤要素（FEM）は排水

条件とする。 

また、過剰間隙水圧の上昇などに伴う地下水位の上昇を考慮するため、地下水位面についても排水

条件とする。ただし、解析領域境界については非排水条件とする。そのため、十分な解析領域を確保

する必要がある。 

（９）排水条件 

有効応力モデルを適用する場合は、地下水の移動として各境界面での排水・非排水条件を適切に設

定する必要がある。 

当局では、有効応力モデルの適用に当たり地下水の移動を考慮するため、地盤要素（FEM）は排水

条件とする。 

また、過剰間隙水圧の上昇などに伴う地下水位の上昇を考慮するため、地下水位面についても排水

条件とする。ただし、解析領域境界については非排水条件とする。そのため、十分な解析領域を確保

する必要がある。 

 

（１０）その他詳細なモデル化の方法について 

ア ２次元モデルにおける３次元性の考慮方法について 

池状構造物の動的解析において、新設設計の場合は、２次元解析モデルを用いて３次元性を無視し

て計算を行うことにより必要鉄筋量の割増しなど建設費の著しい上昇を招かない範囲で「安全側」に

設計できる傾向があるため、その適用を基本とする。 

しかし、大規模既存施設の耐震補強設計の際には、３次元性を考慮することにより耐震補強工事の

必要性の有無やその範囲を左右し、施設改良事業の方針に与える影響が大きくなることが考えられる

ため、できるだけ正確な構造条件による評価が重要となる。 

そこで、当局では、既存施設の耐震補強設計の際には、表３.１３に示す手法等により３次元性を

適切に考慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）その他詳細なモデル化の方法について 

ア ２次元モデルにおける３次元性の考慮方法について 

池状コンクリート構造物は、３次元的に見ると導流壁の存在等により構造全体系のせん断剛性が大

きい施設が多く、耐震計算時に、その特徴の考慮の有無によって、応答値が大きく変わり、照査結果

に影響が及ぶ。 

３次元効果を積極的に考慮する場合は、３次元モデルを採用するのがよい。しかし、３次元効果と

壁部材の非線形性を同時に考慮できる解析コードは、現時点では必ずしも標準化されていない。また、

解析の実施に当たっては高度な知識が要求され、計算機負荷も大きい。このようなことから、解析モ

デルについては、３次元モデルと等価な応答が得られる２次元モデルを適用してよい。この方法は２

次元モデルの面内方向の耐震壁や導流壁などを、板要素や等価な剛性を与えたブレース部材に置換す

るモデルなどが用いられる。 

なお、施設の規模（容量）を踏まえて高度な解析法を適用する場合は、経済性を考慮した設計を行

うことを目的としていることから、適切に 3次元効果を見込むこととする。その場合、解析精度の高

いＦＥＭやばね置換により 3 次元効果を見込むこととする。上記の施設以外であっても、構造条件や

設計条件によって、著しく不経済となる場合は、3次元効果を考慮しても良い。その場合は、表 3.10

に示す方法等により、３次元性を適切に考慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針及び計算事例 3）事例 1 に

基づき、記載を追加。 

 

 

 



 

表３．１０ ２次元モデルにおける３次元性の考慮方法 

 

 

イ 構造物取り合い管路部の評価を行うためのモデル化について 

過去の地震被害事例の多い構造物と管路との取り合い部の耐震性の評価には、地盤と構造物との相

対変位量が大きな影響を及ぼす。そのため、地盤と構造物の接触面における剥離や滑動現象による影

響を考慮する必要がある。 

そこで、当局では、この評価を行う場合には、取り合い部付近における地盤と構造物の接触面には、

剥離や滑動現象を考慮できるジョイント要素等を配置する。 

イ 構造物取り合い管路部の評価を行うためのモデル化について 

過去の地震被害事例の多い構造物と管路との取り合い部の耐震性の評価には、地盤と構造物との相

対変位量が大きな影響を及ぼす。そのため、地盤と構造物の接触面における剥離や滑動現象による影

響を考慮する必要がある。 

そこで、当局では、この評価を行う場合には、取り合い部付近における地盤と構造物の接触面には、

剥離や滑動現象を考慮できるジョイント要素等を配置する。 

構造物と取り合い管路との相対変位量の算定は、地盤－構造物連成系モデルを用いた動的解析によ

り算定することを基本とするが、変位量が数十 mm と比較的小さいと想定される場合は、静的解析な

どで構造物や地盤などの変位量を個別に計算した集計値により算定してよい。実際の池状コンクリー

ト構造物の被害事例では、構造物と取り合い管路との相対変位量が大きい場合、構造物の管路貫通部

の損傷による漏水被害が確認されていることなどから、相対変位量が大きい場合は、管路貫通部にお

ける伝達力による構造物の発生応力を評価する。 

鉛直方向の構造物と埋設管路との接続部に発生する相対変位は、常時における圧密沈下による変位

と、地震時における鉛直方向の構造物と埋設管路との相対変位で表されると考えられる。 

地盤の弾塑性挙動を考慮した一次元地盤モデルによる動的解析のみ行う場合は、地盤の鉛直方向の

絶対変位を構造物と埋設管路の相対変位とみなすことになり、鉛直方向の相対変位と水平方向の相対

変位を同値として扱う。 

なお、液状化地盤などの場合は、地震後の過剰間隙水圧消散過程における地盤沈下量を圧密解析に

より求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針参考資料に基づき、記載を

追加。 

 

 

ウ ２次元地盤－構造物連成系モデルにおける杭のモデル化について 

２次元地盤－構造物連成系モデルを用いた動的解析において、杭は、矢板のような奥行き方向への

連続体としてモデル化される。そのため、解析上、地盤が杭の間をすり抜ける様子が表現できず、液

状化の発生や地盤の変状を抑制することになる。このため、液状化による地盤変状の評価が重要な場

合や、杭損傷後の池状構造物の変位及び構造目地部の変位の評価が重要な場合は、杭のないモデルで

の解析を追加実施するのがよい。 

ウ ２次元地盤－構造物連成系モデルにおける杭のモデル化について 

２次元地盤－構造物連成系モデルを用いた動的解析において、地盤の過大な変形により杭に異常な

断面力が発生する場合などにおいては、地盤要素と杭要素の構成節点を分け、それらをばね要素で接

合する方法などがある。また、液状化による地盤変状の評価が重要な場合や、杭損傷後の池状コンク

リート構造物の変位及び構造目地部の変位の評価が重要な場合は、杭の影響を無視したモデル（構造

物単独系モデル）での解析を追加実施するのがよい。 
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なお、杭基礎の耐震計算法は、図３．３３に示す耐震計算フローに示すように、上部構造物の慣性

力の影響、地盤変形の影響及び液状化の影響などを適切に考慮し、設定することが特に重要である（詳

細は、指針・参考資料編 p.312（参考資料 3-12 基礎の耐震計算上の留意点）参照）。 

  

 

  

図３．３３ 杭の耐震計算フロー 

出典：指針・参考資料集 p.313（日本水道協会、2022 年） 

 

 

地盤-構造物連成系モデルを用いた動的解析では、これらの影響を自動的に考慮することができる。

一方、静的解析などではこれらの影響を自動的に考慮できないことから、図３．３３（杭の耐震計算

フロー）に示すように、杭周辺地盤の地盤変位の影響などを適切に評価し、最適な方法で耐震計算を

実施する。これらの影響の評価は、それぞれの設計において検討する必要があるが、池状コンクリー

ト構造物等は比較的アスペクト比が小さく、上部構造物の慣性力の影響が小さい傾向にあるため、そ

の特徴に適した評価をするように留意しなくてはならない。 

なお、地盤の応答変位を考慮するか否かの判断については、事前に上部構造物の慣性力の分析や、

一次元地盤モデルによる地震応答解析により検討することが望ましい。鉄道構造物等設計標準・同解

説等の基準類によると、地盤の応答変位が大きくなる軟弱地盤を判断する目安として、地盤の固有周

期、N 値、層厚による判定や、地盤のひずみが大きくなる地盤剛性が急変する地盤を判断する目安と

して、地盤各層上下のせん断波速度の比などによる条件が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針参考資料に基づき、記載を

追加。 

 

 

 



３.３.８ 池状構造物の動的解析 

池状構造物の動的解析は、２次元の地盤－構造物連成系モデル又は構造物独立モデルを用いた上

で、常時応答値を初期値とした動的解析を行い、地震時応答を求める。 

また、その結果については、複数の応答値を対象に異常値の有無や収束状況について確認するなど、

妥当性の評価を行う。 

３.２.８ 池状コンクリート構造物の動的解析 

池状コンクリート構造物の動的解析は、２次元の地盤－構造物連成系モデル又は構造物独立モデル

を用いた上で、常時応答値を初期値とした動的解析を行い、地震時応答を求める。 

また、その結果については、複数の応答値を対象に異常値の有無や収束状況について確認するなど、

妥当性の評価を行う。 

 

（１）常時応答値の算定 

常時の応答値の算定は、地震直前の池状構造物の状態（初期状態）を設定するものである。 

当局における池状構造物の動的解析による応答値の算定に当たっては、荷重（応力）とひずみの関

係が曲線となる非線形モデルを適用することから、地震前の常時の状態についても、同じ非線形モデ

ルの条件下においてどのような応力・ひずみ状態であるのかを求める必要がある。そのため、動的解

析と同じ非線形モデルを用いて常時の荷重を考慮した解析を行い、各構造物要素や地盤要素における

地震前の応力やひずみなどを求め、それを動的解析に用いる初期値として設定する。 

常時の作用としては、自重、水圧（構造物の内部水及び地下水）、静止土圧及び上載荷重（覆土、

工作物、群衆荷重など）がある。 

常時の解析では、基本的には動的解析と同じ構造モデル及び地盤モデルを適用する。ただし、常時

の解析と地震時の解析では扱う荷重が異なる（例えば、動的解析では自重や静止土圧は考慮しない）

ことや、例えば、先端支持杭の場合において、常時の解析では杭先端を固定条件とするが、地震時の

動的解析では固定条件としないなど、必要に応じて解析モデルの変更が必要になる。 

また、解析コードによっては、境界条件が異なる場合があることに注意が重要である。 

なお、常時の解析の結果についても不自然な応力や変位が生じていないか、妥当性の確認も重要で

ある。 

（１）常時応答値の算定 

常時の応答値の算定は、地震直前の池状コンクリート構造物の状態（初期状態）を設定するもので

ある。 

当局における池状コンクリート構造物の動的解析による応答値の算定に当たっては、荷重（応力）

とひずみの関係が曲線となる非線形モデルを適用することから、地震前の常時の状態についても、同

じ非線形モデルの条件下においてどのような応力・ひずみ状態であるのかを求める必要がある。その

ため、動的解析と同じ非線形モデルを用いて常時の荷重を考慮した解析を行い、各構造物要素や地盤

要素における地震前の応力やひずみなどを求め、それを動的解析に用いる初期値として設定する。 

常時の作用としては、自重、水圧（構造物の内部水及び地下水）、静止土圧及び上載荷重（覆土、

工作物、群衆荷重など）がある。 

常時の解析では、基本的には動的解析と同じ構造モデル及び地盤モデルを適用する。ただし、常時

の解析と地震時の解析では扱う荷重が異なる（例えば、動的解析では自重や静止土圧は考慮しない）

ことや、例えば、先端支持杭の場合において、常時の解析では杭先端を固定条件とするが、地震時の

動的解析では固定条件としないなど、必要に応じて解析モデルの変更が必要になる。 

また、解析コードによっては、境界条件が異なる場合があることに注意が重要である。 

なお、常時の解析の結果についても不自然な応力や変位が生じていないか、妥当性の確認も重要で

ある。 

 

（２）地震時応答値の算定 

当局においては、照査用に用いる地震時の応答値のみでなく、解析の妥当性の確認や、地震時の地

盤と構造の挙動を分析することも目的として、次に示す応答値（図３.５１にそのイメージを示す。）

について、出力・評価するものとする。 

 

そして、これらの妥当性確認により、不自然な応答が見られたり、応答の収束が確認できない（計

算時間内で最大値、最小値が確認できない）などの場合には、解析モデルの見直しや解析時間、計算

法の見直しなどを行うものとする。 

なお、池状構造物の動的解析においては、その計算結果が膨大になることが多いため、あらかじめ

計算結果の妥当性の確認方法と対象とする着目点とを設定しておくとよい。 

（２）地震時応答値の算定 

当局においては、照査用に用いる地震時の応答値のみでなく、解析の妥当性の確認や、地震時の地

盤と構造の挙動を分析することも目的として、次に示す応答値（図３.３４にそのイメージを示す。）

について、出力・評価するものとする。 

 

そして、これらの妥当性確認により、不自然な応答が見られたり、応答の収束が確認できない（計

算時間内で最大値、最小値が確認できない）などの場合には、解析モデルの見直しや解析時間、計算

法の見直しなどを行うものとする。 

なお、池状コンクリート構造物の動的解析においては、その計算結果が膨大になることが多いため、

あらかじめ計算結果の妥当性の確認方法と対象とする着目点とを設定しておくとよい。 

 



 

 

図３．３４ 池状コンクリート構造物の動的解析での出力・評価すべき応答値の例 

 

３.３.９ 池状構造物の動的解析における当局の留意点 

（１）有効応力モデルの適用について 

ア 有効応力モデル適用の留意点 

本ガイドラインの作成に当たり実施した検証解析により得られた知見等も踏まえ、池状構造物への

有効応力モデルの適用に当たっては、次の事項に留意すること。 

 

 

３.２.９ 池状コンクリート構造物の動的解析における当局の留意点 

（１）有効応力モデルの適用について 

ア 有効応力モデル適用の留意点 

本ガイドライン（平成 25 年 7 月）の作成に当たり実施した検証解析により得られた知見等も踏ま

え、池状コンクリート構造物への有効応力モデルの適用に当たっては、次の事項に留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 当局での有効応力モデル適用の判断についての考え方 

過去の池状構造物の地震被害事例によると、池状構造物本体はアスペクト比が小さいこともあり、

基礎や周辺地盤に液状化が生じても構造物全体の変位は比較的小さく、施設性能に及ぶ被害は生じに

くいようである。しかし、構造物取り合い管路においては、構造物と周辺地盤との間に顕著な相対変

位が発生することにより、施設性能に及ぶ甚大な被害が生じているようである。このような液状化時

の施設の状況を、有効応力解析の適用により詳しくかつ具体的に表現できれば、施設性能に応じたよ

り合理的な液状化対策を提案できる。 

例えば、FL 値の評価では大規模な液状化対策が必要となっても、有効応力解析の適用により、液状

化が生じても施設性能への影響はほとんどなく液状化対策は必要ないとの結果を導ける可能性があ

る。このような状況を踏まえ、当局での有効応力モデルを適用した動的解析の実施判断に関する基本

的な考え方を図３.５２に示す。 

イ 当局での有効応力モデル適用の判断についての考え方 

過去の池状コンクリート構造物の地震被害事例によると、池状コンクリート構造物本体はアスペク

ト比（3.3.3 参照）が小さいこともあり、基礎や周辺地盤に液状化が生じても構造物全体の変位は比

較的小さく、施設性能に及ぶ被害は生じにくいようである。しかし、構造物取り合い管路においては、

構造物と周辺地盤との間に顕著な相対変位が発生することにより、施設性能に及ぶ甚大な被害が生じ

ているようである。このような液状化時の施設の状況を、有効応力解析の適用により詳しくかつ具体

的に表現できれば、施設性能に応じたより合理的な液状化対策を提案できる。 

例えば、FL 値の評価では大規模な液状化対策が必要となっても、有効応力解析の適用により、液状

化が生じても施設性能への影響はほとんどなく液状化対策は必要ないとの結果を導ける可能性があ

る。このような状況を踏まえ、当局での有効応力モデルを適用した動的解析の実施判断に関する基本

的な考え方を図３.３５に示す。 

 



当局では、既設構造物を対象として、図３.５２に示すように、まず FL 法などの簡易的な評価によ

り液状化の可能性がある場合は、１次元地盤の有効応力モデルを用いた地震応答解析と過剰間隙水圧

消散による変形解析（圧密解析）を実施し、液状化の範囲や液状化時・液状化後の地盤の変位量（水

平・鉛直、応答・残留）を詳しく評価する。その結果、例えば、次に示すように施設性能への影響が

ほとんどないと判断できれば、２次元モデルの池状構造物の動的解析には有効応力モデルを適用しな

い。 

 

施設性能への影響があると判断する場合は、液状化の発生を防止する対策を検討するステップに移

行し、以降の動的解析に全応力モデルを適用するか、液状化の発生を許容することを前提として施設

への影響を直接定量的に評価するために地盤－構造物連成系モデルによる有効応力モデルを用いた

動的解析及び圧密解析を行うものとする。 

 

当局では、図３.３５に示すように、まず FL 法などの簡易的な評価により液状化の可能性がある場

合は、１次元地盤の有効応力モデルを用いた地震応答解析と過剰間隙水圧消散による変形解析（圧密

解析）を実施し、液状化の範囲や液状化時・液状化後の地盤の変位量（水平・鉛直、応答・残留）を

詳しく評価する。その結果、例えば、次に示すように施設性能への影響がほとんどないと判断できれ

ば、２次元モデルの池状コンクリート構造物の動的解析には有効応力モデルを適用しない。 

 

施設性能への影響があると判断する場合は、液状化の発生を防止する対策を検討するステップに移

行し、以降の動的解析に全応力モデルを適用するか、液状化の発生を許容することを前提として施設

への影響を直接定量的に評価するために地盤－構造物連成系モデルによる有効応力モデルを用いた

動的解析及び圧密解析を行うものとする。 

 

図３．３５ 池状コンクリート構造物への有効応力モデルの適用判断手順 

（２）要素シミュレーションについて 

要素シミュレーションとは、解析に用いる複数のパラメータを試行錯誤に変更し、対象地盤の土質

試験結果を再現する解析のことであり、複数のパラメータを同時に設定する際に用いる。 

地盤モデルに非線形法を適用し、全応力モデル又は有効応力モデルを適用する場合には、各種パラ

メータの設定において、次の要素シミュレーションを実施する必要がある。 

（２）要素シミュレーションについて 

要素シミュレーションとは、解析に用いる複数のパラメータを試行錯誤に変更し、対象地盤の土質

試験結果を再現する解析のことであり、複数のパラメータを同時に設定する際に用いる。 

地盤モデルに非線形法を適用し、全応力モデル又は有効応力モデルを適用する場合には、各種パラ

メータの設定において、次の要素シミュレーションを実施する必要がある。 

 



 

 

 

また、特に有効応力モデルの適用に当たっては、多くのパラメータを扱う必要がある。その主な留

意点を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、特に有効応力モデルの適用に当たっては、多くのパラメータを扱う必要がある。その主な留

意点を次に示す。 
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３.２ 静的解析による耐震計算 

３.２.１ 池状構造物への適用目的 

静的解析では、従来から広く利用されており、比較的分かりやすい解析手法である。当局では、今後

もこの解析手法を用いる。静的解析の適用については、３．１．２を参照する。 

３.３ 静的解析による耐震計算 

３.３.１ 池状コンクリート構造物への適用目的 

静的解析では、従来から広く利用されており、比較的分かりやすい解析手法である。しかし、地震

時における構造物の動的挙動の再現性が低いため、地震応答が複雑な場合は必ずしも安全側の耐震設

計にならないことや、過大な構造断面になりがちであり、経済的に不利となる場合もある。 

静的解析の適用については、３．１．２を参照する。 

 

３.２.２ 耐震計算の手順 

静的解析は、設計地震動、解析手法及び解析モデルを設定し、部材断面及び配筋を決定していく。既

設構造物の場合は、実際の構造物断面をモデル化するが、新設の構造物の場合は、部材断面形状、配筋

等を初期段階に想定することになり、ある程度経験則により仮定断面を造り、トライアル計算で変更

していくこととなる。 

静的解析法による設計フローは、図３.７のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.３.２ 耐震計算の手順 

静的解析では、設計地震動、解析手法及び解析モデルを設定し、部材断面及び配筋を決定していく。

既設構造物の場合は、実際の構造物断面をモデル化するが、新設の構造物の場合は、部材断面形状、配

筋等を初期段階に想定することになり、ある程度経験則により仮定断面を造り、トライアル計算で変

更していくこととなる。 

静的解析法による設計フローは、図３.３６のとおりである。 

 

 



 
 

 

図３．３６  静的解析のフロー 

 

躯体の一部または大部分
が地上に存在する構造物 

３．３．４ 

３．３．３   地下構造物 



３.２.３ 解析手法の選定 

静的解析における耐震計算法は、次の区分を参考に、構造物本体の特性、設置状況等を考慮して選定

する。 

（１）震度法と応答変位法の区分 

一般的に池状構造物の躯体の一部又は大部分が地上に存在する場合には、周辺地盤の地震時の

挙動による影響よりも、地震動による躯
く

体の慣性力や動水圧の影響が支配的になる傾向が強いた

め、耐震計算は震度法を適用する。一方、池状構造物の躯
く

体が完全に地中にある場合などは、地

震動による慣性力の影響よりも周辺地盤の地震時の挙動に支配される傾向が強いため、応答変位

法を適用する。 

 

 

 

 

 

なお、図３.８に示す構造物横断方向の耐震計算における震度法又は応答変位法の適用例におい

ては、半地下池状構造物及び埋設深度の浅い地下池状構造物における解析方法の区分が問題とな

る。このときの目安としては、半地下構造物の場合、構造物の重心位置が地上部か地下部かによ

って判断することもある。 

しかし、当局の池状構造物の場合、共同溝のような線状構造物を除き、慣性力の影響が地盤変

位の影響より大きくなることが多いことから、おおむね埋設深度（地盤から構造物の底版下まで）

10m までの池状構造物は震度法によることを基本とする（おおむね埋設深度 10m は、仮設構造物の

設計で取り扱う慣用法と弾塑性法の適用区分を参考とした（道路土工 仮設構造物工指針 p.28（日

本道路協会、平成 11 年 3月）参照）。 

 

 

 

３.３.３ 解析手法の選定 

静的解析における耐震計算法は、次の区分を参考に、構造物本体の特性、設置状況等を考慮して選定

する。 

（１）震度法と応答変位法の区分 

一般的に躯体の一部または大部分が地上に存在する池状コンクリート構造物の地震時挙動は、

地震動による慣性力や動水圧の影響が大きいため、単純な構造では静的解析による耐震計算は震

度法による。一方、躯体が完全に地中にある構造物の地震時挙動は、地震動による周辺地盤の応

答変位やせん断応力の影響が大きいため、静的解析による耐震計算は応答変位法を基本とする。

ただし、地表付近に建設されることが多い池状コンクリート構造物のようにアスペクト比が小さ

く（平面規模に比べて鉛直高さが小さく）、構造系全体の水平せん断剛性が比較的大きい場合に

は、一般に地盤の変位による影響が小さいため地上構造物と同様に震度法を適用する。アスペク

ト比の目安は、指針参考資料 3-7「池状構造物【地上構造物】の曲げ・せん断照査における耐震

計算法の特徴比較（適用にあたっての目安）」を参考に、奥行きＬと高さＨの比（Ｌ／Ｈ）が 2.5

以上の場合に「アスペクト比が小さい構造物」とする。 

なお、地震時慣性力と地盤変形のどちらが卓越するものかについて事前に判断できない場合に

は、指針参考資料 3-6「池状構造物【地下構造物】の曲げ・せん断照査における耐震計算法の特

徴比較（適用にあたっての目安）」を参考に決定するほか、代表的な断面に対して応答変位法と

震度法それぞれで計算を行い、厳しい結果となる耐震計算法を採用することが考えられる。 

しかし、当局の池状コンクリート構造物の場合、容量 2,000m3以上は動的解析の対象としてお

り、静的解析は小規模施設への適用がほとんどとなる。小規模な池状コンクリート構造物は立体

的な剛性が高いため、地盤変状の影響が大きくなる軟弱地盤（液状化地盤）にある地下構造物や、

基礎形式が基礎杭の耐震計算を行う場合のみ応答変位法を適用し、それ以外の場合は基本的に震

度法を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に合わせ、震度法と応

答変位法の区分を見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

３.２.４ 解析モデルの構築 

（１）解析モデルの設定 

ア 線形解析、非線形解析の選択 

線形解析と非線形解析との選択は、原則３．１．２に従うが、動的解析を行う際に解析モデルの

手戻りを極力少なくするためには、静的線形解析後にプッシュオーバー解析等の静的非線形解析

を行い、動的解析での断面変更を最低限にするように選択する。 

３.３.４ 解析モデルの構築 

（１）解析モデルの設定 

ア 線形解析、非線形解析の選択 

線形解析と非線形解析との選択は、原則３．１．２に従う。その他、プッシュオーバー解析等の

静的非線形解析は、危機耐性を考慮した耐震計算を行う場合にも用いられる。 

 

イ ２次元、３次元モデルの選択 

池状構造物は各部材が３次元に接合されて構成される場合が多いので、３次元的な応力伝達を

把握するには３次元の解析モデルとするのがよいが、当局では、鉛直断面の２次元解析モデルを

用いることを標準とする。 

解析モデルは、その断面が矩形やそれに近い形状の場合は、ある奥行幅をもつ２次元モデルで

モデル化すると、一般的には安全側の応答値が得られる。ただし、３次元的効果が有効に働く構

造形態（耐震壁や導流壁等が設置されている場合など）では、３次元効果を考慮することが有効

であり、３次元モデル又は２次元モデルの耐震壁や導流壁などを、板要素や等価なブレースに置

換するモデルなどでモデル化する（３．３．７（１０）参照）。 

２次元モデルは、一般的に構造部材をはり要素等の線材要素を用いてモデル化し、地盤は構造

物を支持する地盤ばね又は平面ひずみ要素等の連続体要素を用いてモデル化する。 

イ ２次元、３次元モデルの選択 

池状コンクリート構造物は各部材が３次元に接合されて構成される場合が多いので、３次元的

な応力伝達を把握するには３次元の解析モデルとするのがよいが、当局では、鉛直断面の２次元

解析モデルを用いることを標準とする。 

解析モデルは、その断面が矩形やそれに近い形状の場合は、ある奥行幅をもつ２次元モデルで

モデル化すると、一般的には安全側の応答値が得られる。ただし、３次元的効果が有効に働く構

造形態（耐震壁や導流壁等が設置されている場合など）では、３次元効果を考慮することが有効

であり、３次元モデル又は２次元モデルの耐震壁や導流壁などを、板要素や等価なブレースに置

換するモデルなどでモデル化する（３．２．７（１０）参照）。 

２次元モデルは、一般的に構造部材をはり要素等の線材要素を用いてモデル化し、地盤は構造

物を支持する地盤ばね又は平面ひずみ要素等の連続体要素を用いてモデル化する。 

 

（２）震度法を用いた耐震計算 

ア 耐震計算手順 

震度法による耐震計算は、設計水平震度を諸条件から算定し、荷重計算を行い、構造物のモデ

（２）震度法を用いた耐震計算 

ア 耐震計算手順 

震度法による耐震計算は、設計水平震度を諸条件から算定し、荷重計算を行い、構造物のモデ

 

 

 

埋設深度による震度法と応答変位法の適用区別を見直しました
ので図３．８を削除します。 



ルに荷重を作用させ、断面力を算定する。震度法における手順を図３．９に示す。 

 

①設計上の基盤面を設定し、地盤の固有周期を算定し、地盤種別より水平設計震度の算定を行う。

レベル２地震動では、この方法で選定した水平設計震度（方法４（97 年版指針の設計地震動））

と方法２（地域防災計画の想定地震動）と比較して最終決定する。 

②各構造形式に適した構造物のモデルを作成する。このとき常時荷重に対して、経験的に部材断

面を設定する。 

③①、②より地震時荷重（慣性力、動水圧及び土圧）、地盤ばね及び杭ばねの算定をする。 

④常時荷重による発生断面力を初期状態として地震時荷重を載荷し、地震時断面力を求める。 

 

地震時断面力の照査結果により照査基準を満足しない場合は、部材断面及び形状を見直し、②

に戻り、再度耐震計算を行う。 

 

ルに荷重を作用させ、断面力を算定する。震度法における手順を図３．３７に示す。 

 

①設計上の基盤面を設定し、地盤の固有周期を算定し、地盤種別より水平設計震度の算定を行う。

震度法に用いるレベル２地震動は、この方法で選定した水平設計震度（方法４（97 年版指針の

設計地震動））を標準とする。 

②各構造形式に適した構造物のモデルを作成する。このとき常時荷重に対して、経験的に部材断
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④常時荷重による発生断面力を初期状態として地震時荷重を載荷し、地震時断面力を求める。 

 

地震時断面力の照査結果により照査基準を満足しない場合は、部材断面及び形状を見直し、②

に戻り、再度耐震計算を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．３７ 震度法の耐震計算手順 
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に至り、軟化挙動を示すようになる。軟化開始後、作用荷重が降伏耐力相当の荷重状態にまで低
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性を考慮し、地震時断面力を求めるものである。 
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図３．３８ ＲＣ部材の非線形特性概念図 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→構造物特性係数は 1.0 とする（震度法において構造物の非線
形性は考慮しない）こと、許容塑性率から Cs を求める式は道路
橋示方書からも削除されているため、削除します。 

【水滴くんのワンポイントアドバイス】 ～エネルギー一定側～ 
RC 部材に水平力を与え続けると非線形を示すことは、先に示したとおりである。ここで、先

に示した図３．３８の縦軸を水平震度に置き換えてみる（図３．３９）。ここでは、議論を簡単
にするためにコンクリートのひび割れ過程は無視し、鉄筋の降伏までを弾性域とする。 

仮に部材が線形弾性体であるとすれば、水平震度 K と変位δの関係は図３．３９に示すよう
に水平荷重に対して原点 O から直線的に増加し、点 A に至る。ところが、先に示したように RC
部材は非線形性を示すため、実際には O→C→D のような過程を経ることが予測される。ここ
で、構造部材が受ける地震力によるエネルギーは、荷重（震度）－変形関係の積分値、すなわち
弾性応答であれば△OAB の面積であると考える。そして、このエネルギーは部材の線形、非線
形を問わず同一であると考える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図３．３９ ＲＣ部材の水平震度－変位関係の模式図 

この考え方により、図３．３８に示すような非線形モデルにおける荷重－変形関係を想定し、
△OAB の面積に等しい面積を有する□OCDE を求めることができる。図３．３９において，点
A の時の水平震度を基準水平震度 Kh0 とする。△OAB の面積と□OCDE の面積は等しいから，
両者のエネルギーは等しいことになり、同じ地震力に対して部材に作用する水平震度は図中に
示す等価水平震度 Kheq であることになる。そして、解析としては、この等価水平震度に対して
発生する変形量が許容値以下であればよいと考える。このような考え方がエネルギー一定則と
呼ばれるものである。 

参考文献：道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 p.132（日本道路協会、平成 29 年） 

  

等価水平震度Kheq 

Khy 

δy 
δa＝3δy 

δn 
変位δ 

震度 Kh 

Khy：降伏震度 
Kh：等価水平震度 
δy：降伏変位 
δu：最大耐荷力変位 
δn：終局変位 

基準水平震度 Kh0 

δu O 

C D 

A 

B E 



 

（イ）非線形解析（プッシュオーバー解析） 

ａ 概要 

プッシュオーバー解析は、静的作用を漸増載荷（作用荷重を n 分割して段階的に載荷）し

て非線形な荷重―変位曲線を求める解析であり、部材の破壊形態の確認や設計応答値を算定

する手法として有効である。構造部材の非線形性の設定は、曲げモーメント M－曲率φ関係

によるもの、部材をファイバー要素で表現するもの、FEM による非線形解析によるもの等が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 部材の破壊形態の確認 

部材の破壊形態の確認では、通常構造物が破壊に至るまで段階的に地震時荷重を増加させ、

地震力による破壊挙動を評価する。解析手順として、漸増載荷の各荷重段階に対応する各部

材の損傷レベルと基準点（例えば構造物端点）の変位との関係をプロットすることで、損傷

しやすい箇所の特定と損傷に至るまでの部材の耐力を確認できる。 

なお、プッシュオーバー解析は、各部材の破壊形態を詳細に評価するため、通常は終局状

態まで解析を行う。 

 

ｃ 設計応答値の算定 

設計応答値の算定では、漸増載荷の各荷重段階に対応する震度と基準点（例えば構造物端

点）の変位との関係をプロットすることで、震度－変位関係を得て、先に示したエネルギー

一定則の考え方を適用することにより構造物の有するじん性を考慮した等価設計震度の算出

を行う（図３．１４参照）。 

 

ｄ 計算例 

一例として、図３．１２に示すような配水池を対象とした計算結果を示す。 

このモデルがⅡ種地盤上あるとして、基準設計震度を Kh0＝0.80 とする。構造物に作用す

る地震時水平力は、自重慣性力、動水圧及び地震時土圧であり、これを適切な震度（例えば
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び割れ状況の照査指標としては、曲げ、せん断によるひび割れの幅、深さ、発生箇所等があ

り、鉄筋コンクリートの材料非線形性を考慮した有限要素法（FEM）である材料非線形解析に
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おけるモデル化の難易度や要する時間を考慮し、M-φ モデルを標準とする。 
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基準水平震度 Kh0＝0.80）まで 1,000～10,000 ステップに分けて段階的に載荷させる。 

載荷時の変形分布は図３．１３のようになるが、この左側壁における頂底部（点 A 及び点

B）の相対変位δと水平震度との関係を示すと図３．１４のようになる。 

エネルギー一定則に基づけば、Kh0＝0.80 に相当する等価水平震度 Kheq は、Kheq＝0.34 で

ある。 

また、図３．１４に各部材の損傷状況を示した。これは、左側壁頂底部が変形する過程に

おいて、各部材がどの段階で降伏及び最大耐荷力に至るかを表している。この例では、等価

設計震度 Kheq＝0.34 に至るまでに降伏する部材はあるものの、最大耐荷力に至る部材はな

い。したがって、対象構造物の耐震性に関する要求性能を耐震性能２とすれば、耐力上の問

題はないことになる。 

なお、この例では、基準水平震度 Kh0＝0.80、等価水平震度 Kheq＝0.34 であることから、

全体系の構造物特性係数 Cs は、Cs＝Kheq/ Kh0＝0.34/0.80＝0.425 である。 
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図３．４０ 対象構造物例 

 

 

図３．４１ 変形モード図 

 

 

図３．４２ 荷重－相対変位関係と損傷の進行過程 



 

（３）応答変位法を用いた耐震計算 

ア 耐震計算手順 

応答変位法は、地震時の地盤応答変位を地震時土圧として地盤ばねを介して直接作用させる手

法であり、耐震計算手順を図３．１５に示す。 

 

①設計上の基盤面を設定し、基盤の時刻歴波形や速度応答スペクトルを用いて地震時の地盤変位、

地盤剛性、周面せん断力、加速度等を算出する。速度応答スペクトルは、レベル１地震動では指

針の Uh 式を、レベル２地震動の方法２（地域防災計画の想定地震動）では地盤応答解析で、レ

ベル２地震動の方法４（97 年版指針の設計地震動）では指針の Uh 式にて算定する。 

②常時荷重によって設計された構造物に基づき構造物モデルを作成する。 

③①及び②から地震時荷重（地盤変位荷重，周面せん断力，慣性力及び動水圧）、地盤ばね及び杭

ばねの算定をする。 

④常時荷重による発生断面力を初期状態として地震時荷重を載荷し、地震時断面力を求める。 

 

地震時断面力の照査結果により、照査基準を満足しない場合は、部材断面及び形状を見直し、

②に戻り、再度耐震計算を行う。 
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図３．４３ 応答変位法の耐震計算手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 構造物に作用する地震荷重 

応答変位法による構造物の解析では、図３．１６に示すように、構造物に作用する地震時荷重

は、①躯体の自重による慣性力、地震時土圧（②地震時地盤変位×地盤ばね）、③周面せん断力及

び④地震時動水圧を考慮する。 

イ 構造物に作用する地震荷重 

応答変位法による構造物の解析では、図３．４４に示すように、構造物に作用する地震時荷重

は、①躯体の自重による慣性力、地震時土圧（②地震時地盤変位×地盤ばね）、③周面せん断力及

び④地震時動水圧を考慮する。 

 

 



なお、応答変位法では、次の項目が現状の課題と考えられる。 なお、応答変位法では、次の項目が現状の課題と考えられる。 

（ア）地盤ばねの設定 

応答変位法における地震時土圧は、地盤ばねと地盤変位を乗じて入力するため、地盤ばねの設

定を行う必要がある。通常は、道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 p.284（日本道路協会、2012 年）

に示される簡易な手法を用いるが、FEM により算出する手法も見られる（駐車場設計・施工指針 

同解説 p.165（日本道路協会、平成 4年 11 月））。ただし、構造物が完全な矩
く

形の場合にはこれら

の手法を適用できるが、構造形状が複雑な場合の地盤ばね算出法は明確になっているとは言えな

いので、注意が必要である。 

（ア）地盤ばねの設定 

応答変位法における地震時土圧は、地盤ばねと地盤変位を乗じて入力するため、地盤ばねの設

定を行う必要がある。通常は、道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 p.223（日本道路協会、2017

年）に示される簡易な手法を用いるが、FEM により算出する手法も見られる（駐車場設計・施工

指針 同解説 p.165（日本道路協会、平成 4 年 11 月））。ただし、構造物が完全な矩
く

形の場合には

これらの手法を適用できるが、構造形状が複雑な場合の地盤ばね算出法は明確になっているとは

言えないので、注意が必要である。 

  

 

（イ）地震時応答変位 

レベル２地震動の方法４（97 年版指針の設計地震動）では、簡易式により地盤変位を求めるが、

レベル２地震動の方法２（地域防災計画の想定地震動）では、地盤応答解析によることとしてい

る。このとき、地層の条件（構造物の面的方向に配慮した互層地盤層厚のモデル化又は線形地盤

か非線形地盤かの取扱い）の設定によっては、結果が大きく異なる可能性もあり、適用に際して

は注意が必要である。 

（イ）地震時応答変位 

レベル２地震動の方法４（97年版指針の設計地震動）では、簡易式により地盤変位を求める

が、レベル２地震動の方法２（地域防災計画の想定地震動）では、地盤の地震応答解析によるこ

ととしている。このとき、地層の条件（構造物の面的方向に配慮した互層地盤層厚のモデル化又

は線形地盤か非線形地盤かの取扱い）の設定によっては、結果が大きく異なる可能性もあり、適

用に際しては注意が必要である。 

 

 

 
図３．４４ 応答変位法の考え方 

出典：指針・本編 p.125（日本水道協会、2022 年） 

 

ウ 線形解析及び非線形解析の詳細 

（ア）線形解析 

線形解析では、弾性体における応力・変形の重ね合わせの原理が適用できる。この場合は、常時

の荷重によって生じる応力・変形と地震時に生じる増分応力・増分変形とを別々に求め、両者の

結果を単純に重ね合わせて地震時の応力・変形とすることができる。 

地震時は単純に図３．１６に示す作用力、地盤ばねを解析モデルに作用させ、応力及び変形を

計算する。 

なお、地震時の地盤変位や周面せん断力は、正確には、表層地盤の地震応答解析により得られ

た応答値に基づいて設定するのが望ましい。 

ウ 線形解析及び非線形解析の詳細 

（ア）線形解析 

線形解析では、弾性体における応力・変形の重ね合わせの原理が適用できる。この場合は、常時

の荷重によって生じる応力・変形と地震時に生じる増分応力・増分変形とを別々に求め、両者の

結果を単純に重ね合わせて地震時の応力・変形とすることができる。 

地震時は単純に図３．４４に示す作用力、地盤ばねを解析モデルに作用させ、応力及び変形を

計算する。 

なお、地震時の地盤変位や周面せん断力は、正確には、表層地盤の地震応答解析により得られ

た応答値に基づいて設定するのが望ましい。 

 

（イ）非線形解析 

応答変位法の場合、構造物の非線形性は、地盤の影響が支配的であるため、構造物特性係数は

考慮せず、Cs=1.0 とする。応答変位法における構造物の非線形性は、曲げモーメント M－曲率φ

関係に基づき、非線形特性を考慮する。 

（イ）非線形解析 

応答変位法の場合、構造物の非線形性は、地盤の影響が支配的であるため、構造物特性係数は

考慮せず、Cs=1.0 とする。応答変位法における構造物の非線形性は、曲げモーメント M－曲率φ

関係に基づき、非線形特性を考慮する。 

 

 

 



非線形モデルは、曲げモーメント M－曲率φ関係で表すトリリニア型のモデルとする（図３．１

７）。 

解析は、作用が見込まれる荷重（慣性力、動水圧、地盤変位荷重、周面せん断力等）を n 分割

し、これらを段階的に加算しながら、曲げモーメント M－曲率φ関係をトレースして行う（荷重増

分による方法）。 

非線形モデルは、曲げモーメント M－曲率φ関係で表すトリリニア型のモデルとする（図３．４

５）。 

解析は、作用が見込まれる荷重（慣性力、動水圧、地盤変位荷重、周面せん断力等）を n 分割

し、これらを段階的に加算しながら、曲げモーメント M－曲率φ関係をトレースして行う（荷重増

分による方法）。 

 

 
図３．４５ 部材の非線形特性 

出典：指針・本編 p.75（日本水道協会、2022 年） 

 

（４）荷重計算 

ア 荷重組合せの設定 

荷重組合せの選択は、各構造物の運用状況等に基づいて行う。 

通常は満水時及び空水時の検討を行うが、複数の池が連続しており洗浄を行っている池が常に

存在するろ過池のような場合は、１池空水時のケースも加える。 

また、当局においては、長期間にわたり構造物を建設していくことが多いため、（イ）に示す建

設状態についても考慮し、設計を行う。 

（４）荷重計算 

ア 荷重組合せの設定 

荷重組合せの選択は、各構造物の運用状況等に基づいて行う。 

通常は満水時及び空水時の検討を行うが、複数の池が連続しており洗浄を行っている池が常に

存在するろ過池のような場合は、１池空水時のケースも加える。 

また、当局においては、長期間にわたり構造物を建設していくことが多いため、（イ）に示す

建設状態についても考慮し、設計を行う。 

 

（ア）荷重組合せの基本 

荷重の組合せは、表３．９を基本とする。 

 

 

 

 

 

（ア）荷重組合せの基本 

荷重の組合せは、表３．１１を基本とする。地下式配水池の耐震診断において空水時の照査を

行わない場合には、一般的に水位が低い場合に土圧が卓越した計算を省略し危険側の診断となる

場合がるため、満水時に加えて実運用上の最低水位での検討を行う。 

表３．１１ 荷重組合せの基本 

解析対象 地震動 荷重の組合せ 

配水池、沈澱池等 レベル１地震動 満水、空水及び片側空水 

（池数が少数） レベル２地震動 満水、実運用上の最低水位※ 

ろ過池、活性炭吸着池等 レベル１地震動 満水、空水及び１池空水 

（池数が多数） レベル２地震動 満水及び１池空水 

※：地下構造物の耐震診断を行う場合 

 

実運用水位の照査を行う場

合を明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

図３．４６ 荷重組合せ例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）建設状態別の荷重 

荷重計算時に考慮すべき建設状態は、次による。 

 

ａ 建設完了時：構造物の建設が全て完了し、通常に稼働している状態（「完成状態」という。） 

ｂ 増設時：隣接して新設構造物を増設するために掘削され、片側土圧又は土圧 撤去に伴う片

側水圧となっている状態（「増設状態」という。） 

 

地下部分のある構造物において、増設時の施工に伴う地下水位の低下を考慮し、設計用計画地

下水位の設定が必要となる。 

 

（イ）建設状態別の荷重 

荷重計算時に考慮すべき建設状態は、次による。 

 

ａ 建設完了時：構造物の建設が全て完了し、通常に稼働している状態（「完成状態」という。） 

ｂ 増設時：隣接して新設構造物を増設するために掘削され、片側土圧又は土圧 撤去に伴う片

側水圧となっている状態（「増設状態」という。） 

 

地下部分のある構造物において、増設時の施工に伴う地下水位の低下を考慮し、設計用計画地

下水位の設定が必要となる。 

 

図３．４７ 増設状態の模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 解析で考慮する地震の影響 

静的解析による耐震計算では、地震動の影響、液面揺動、地盤の液状化及び側方流動を適切に

考慮する。 

イ 解析で考慮する地震の影響 

静的解析による耐震計算では、地震動の影響、液面揺動、地盤の液状化及び側方流動を適切に

考慮する。 

 

 

（ア）地震動の影響 

地震動の影響（地震作用）は、構造物の自重等に起因する慣性力、地盤変位に起因する荷重、地

震時土圧及び地震時動水圧、浮力又は揚圧力を考慮する。 

（ア）地震動の影響 

地震動の影響（地震作用）は、構造物の自重等に起因する慣性力、地盤変位に起因する荷重、地

震時土圧及び地震時動水圧、必要に応じ浮力又は揚圧力を考慮する。 

 



池状構造物の耐震計算では、水平方向の地震動の影響のみを考えておけば、十分に耐震性のあ

る構造物を建設できることから、鉛直方向の地震動は原則として考慮しない。 

池状コンクリート構造物の耐震計算では、水平方向の地震動の影響のみを考えておけば、十分

に耐震性のある構造物を建設できることから、鉛直方向の地震動は原則として考慮しない。 

 

（イ）液面揺動 

液面揺動は、内容水の固有周期、地震動の周期特性等と密接な関係がある。一般に、大規模貯水

構造物類における液面揺動の固有周期は、数秒以上の長周期となる。自由液面のある水槽におい

て、地震時に液面の自由振動が大きく誘起されると、越流、屋根や傾斜装置等の池内設備への波

圧、水位計の計測エラーによる施設運用上の不具合等の影響が生じる。 

水道施設の池状構造物への適用としては、大規模な円形水槽を除き、一般的に固有周期が比較

的短いことから、水面が自由振動（揺動、スロッシング）を起こした時に生ずる動水圧作用の二

次的な影響が小さいと考えられるため、液面揺動を無視する。 

液面揺動の影響を考慮するケースとしては、池状構造物が大規模で、その附属設備（傾斜装置、

汚泥かき寄せ機、集水トラフ等）に与える影響が大きい場合や、内容水の越流による周辺機械・

電気設備への影響があるなどの場合があり、必要に応じて考慮する。 

 

 

（イ）液面揺動 

液面揺動は、内容水の固有周期、地震動の周期特性等と密接な関係がある。一般に、大規模貯水

構造物類における液面揺動の固有周期は、数秒以上の長周期となる。自由液面のある水槽におい

て、地震時に液面の自由振動が大きく誘起されると、越流、屋根や傾斜装置等の池内設備への波

圧、水位計の計測エラーによる施設運用上の不具合等の影響が生じる。 

水道施設の池状コンクリート構造物への適用としては、大規模な円形水槽を除き、一般的に固

有周期が比較的短いことから、水面が自由振動（揺動、スロッシング）を起こした時に生ずる動

水圧作用の二次的な影響が小さいと考えられるため、液面揺動を無視する。 

液面揺動の影響を考慮するケースとしては、池状コンクリート構造物が大規模で、その附属設

備（傾斜装置、汚泥かき寄せ機、集水トラフ等）に与える影響が大きい場合や、内容水の越流によ

る周辺機械・電気設備への影響があるなどの場合があり、必要に応じて考慮する。 

 

 

 

 

 

 

図３．４８ 液面揺動の例 

 

（ウ）地盤の液状化と側方流動 

構造物を建設する地盤が地震時に液状化し、地表面の沈下、側方流動等の変状が予測される場

合には、構造物の移動、傾斜、浮き上がり等の変位・変形が構造物の各種機能（貯留機能、浄水処

理機能、通水機能等）に大きな影響を与える可能性があるため、必要に応じてこれらの影響を適

切に考慮する。 

地盤の液状化の有無と側方流動の考慮の有無は、指針に基づき判定し、地盤の液状化の可能性

がある場合は、土質定数の低減を行い設計する（詳細は、指針・総論 p.82（3.1.9 地盤の液状化

と側方流動）参照）。 

（ウ）地盤の液状化と側方流動 

構造物を建設する地盤が地震時に液状化し、地表面の沈下、側方流動等の変状が予測される場

合には、構造物の移動、傾斜、浮き上がり等の変位・変形が構造物の各種機能（貯留機能、浄水処

理機能、通水機能等）に大きな影響を与える可能性があるため、必要に応じてこれらの影響を適

切に考慮する。 

地盤の液状化の有無と側方流動の考慮の有無は、指針に基づき判定し、地盤の液状化の可能性

がある場合は、構造物－地盤連成モデルを用いた動的解析（有効応力解析）の適用を検討する。

静的解析を行う場合は、一次元地盤の地震応答解析などにより、地盤変位量や加速度応答値など

の各種地盤応答値を求め、その地盤応答値を解析モデルに静的に作用させる（詳細は、指針・参

考資料編p.315（参考資料3-13 液状化判定と評価）参照）。 

 

ウ 慣性力の設定方法 

慣性力は、構造物の自重及び勾配コンクリート、覆土等の固定荷重に設計水平震度を乗じて算

定する。 

ウ 慣性力の設定方法 

慣性力は、構造物の自重及び勾配コンクリート、覆土等の固定荷重に設計水平震度を乗じて算

定する。 

 

エ 地震時土圧の設定方法 

静的解析による耐震計算に用いる地震時土圧式は、修正物部・岡部式を用いる。（詳細は、指針・

総論 p.63（3.1.6 地震時土圧）参照） 

エ 地震時土圧の設定方法 

静的解析による耐震計算に用いる地震時土圧式は、修正物部・岡部式を用いる。（詳細は、09

年版指針・総論p.63（3.1.6地震時土圧）参照） 

 

オ 地震時動水圧の設定方法 

動水圧の主な算定式には、矩形水槽では実用的な計算式として、ウエスタガード原式に池幅と

水深を考慮し、補正係数を乗じたウエスタガードの補正式を用いる。（詳細は、指針・総論 p.67

オ 地震時動水圧の設定方法 

動水圧の主な算定式には、矩形水槽では実用的な計算式として、ウエスタガード原式に池幅と

水深を考慮し、補正係数を乗じたウエスタガードの補正式を用いる。（詳細は、09年版指針・総

 



（3.1.7 地震時動水圧）参照） 

 

 

論p.67（3.1.7地震時動水圧）参照） 

カ 浮力又は揚圧力設定方法（下水道施設耐震計算例 処理場・ポンプ場編（第 2 版）p.60（日本下

水道協会 2002 年版）参照） 

構造物に作用する浮力又は揚圧力は、原則として、最も不利となる水位による浮力又は揚圧力

とする。このとき、設計用計画地下水位の設定は、施設設置条件によって設定するが、おおむね

次の２種類が想定され、これらを基に計画地下水位を設定する。 

（ア）WL1：地質調査等から得られる現在水位（明らかに現在水位から水位上昇が予測される場

合は、その上昇水位とする。） 

（イ）WL2：増設工事により低下が予測される水位（WL2 ＝底版下端等） 

また、地震時においては、液状化層の取扱いを考慮することに注意が必要である。 

このとき、非液状化層及び液状化層の浮力は、次式により計算する。 

非液状化層の浮力 ＝ Ｖω・γω 

液状化層の浮力  ＝ Ｖι・γι 

    ここに、 

Ｖω：構造物本体の非液状化層の地下水位以下の部分の体積 (kN/m3) 

γω：水の単位体積重量 (kN/m3) 

Ｖι：構造物本体の液状化層の位置にある部分の体積（m3） 

γι：液状化した泥土の単位体積重量（＝18 kN/m3） 

カ 浮力又は揚圧力設定方法（下水道施設耐震計算例 処理場・ポンプ場編 p.66（日本下水道協会

2015 年版）参照） 

（１）設計用計画地下水位の想定 

設計用計画地下水位は、下記の２種類が想定される。 

WL1：地質調査等から得られる現在水位 

（明らかに現在水位から水位上昇が予測される場合はその上昇水位とする） 

WL2：増設工事により低下が予測される水位（WL2＝底版下端） 

（２）浮力に対する安全性の確認 

構造物に作用する揚圧力は原則として、最も不利となる水位（WL1）による浮力とする。 

浮力に対する安全性の確認は、以下の式により行う※1。 

※1：構造物の断面検討時における地下水圧の算定は、地震時においても（１）の設計用計画地下水

位を用いるものとする。 

= = +× + ×  

ここに、 

Ｆs：安全率（常時、レベル１地震動≧1.20、レベル２地震動≧1.00） 

Ｗ
―

：浮力抵抗力＝Ｗ＋Ｗf（kN） 

Ｕ：浮力（kN） 

Ｗ：構造物本体の重量（kN） 

水槽の水位は、レベル１地震動では空水、レベル２地震動では満水とする 

Ｗf：構造物の側壁面での液状化層を除く部分の常時摩擦抵抗力（kN） 

単位摩擦力度は砂質土の場合 5Ｎ（kN/m2）≦200、粘性土の場合Ｃまたは 10Ｎ（kN/m2）≦150 

Ｖω：構造物本体の非液状化層の地下水位以下の部分の体積（kN/m3） 

γω：水の単位体積重量（kN/m3） 

Ｖι：構造物本体の液状化層の位置にある部分の体積（ｍ3） 

γι：液状化した泥土の単位体積重量 

（＝液状化層の湿潤単位体積重量 16～20kN/m3） 

 

 

 

下水計算例を基に計算式を

明記 

キ 地盤変位振幅の算定方法（応答変位法に使用） 

（ア）レベル１地震動 

指針・総論 p.195（1.3.6 地中構造物の応答変位法による設計に用いる設計地震動）に準じて次

に示す式により設定する。 

 

 

ここに、 

Uh(x) ： 地表面からの深さ x（m）における地盤の水平変位振幅幅（m） 

x ： 地表面からの深さ（m） 

キ 地盤変位振幅の算定方法（応答変位法に使用） 

（ア）レベル１地震動 

指針・参考資料編 p.234（参考資料 3-4 地下構造物の設計速度応答スペクトルに基づく応答変

位法）に準じて次に示す式により設定する。 

 

 

ここに、 

Uh(x) ： 地表面からの深さ x（m）における地盤の水平変位振幅幅（m） 

x ： 地表面からの深さ（m） 
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Sv ： 基盤地震動の単位震度当たりの速度応答スペクトル（m/s） 

指針・総論 p.196（1.3.6 地中構造物の応答変位法による設計に用いる設計地震動 図－1.3.4） 

Ts ： 地震時の表層地盤の固有周期（s）（Ts＝1.25・TG） 

K’h1 ： 基盤面の設計水平震度（＝0.15：指針・総論 p.193） 

H  ： 表層地盤の厚さ（m） 

 

なお、TG は、初期剛性（平常時の初期 S波せん断速度 Vs）から算出する（常時の）地盤固有周

期である。初期 Vs を求めるに当たり、PS 検層等の土質調査を行わなかった場合は、表２．１１の

せん断ひずみ 10－6欄により N値から求める。 

Sv ： 基盤地震動の単位震度当たりの速度応答スペクトル（m/s） 

09 年版指針・総論 p.196（1.3.6 地中構造物の応答変位法による設計に用いる設計地震動 図－

1.3.4） 

Ts ： 地震時の表層地盤の固有周期（s）（Ts＝1.25・TG） 

K’h1 ： 基盤面の設計水平震度（＝0.15：09 年版指針・総論 p.193） 

H  ： 表層地盤の厚さ（m） 

 

なお、TG は、初期剛性（平常時の初期 S 波せん断速度 Vs）から算出する（常時の）地盤固有

周期である。初期 Vs を求めるに当たり、PS 検層等の土質調査を行わなかった場合は、表２．１

１のせん断ひずみ 10－6 欄により N 値から求める。 

（イ）レベル２地震動 

方法２（地域防災計画の想定地震動）による場合は、一次元地盤応答解析結果を用いる。求める

方法は、２．４．４（５）及び（６）を参照すること。このとき、初期 Vs の設定方法は、PS 検層

等の土質調査を行って初期 Vs を求めた場合はその結果を用い、PS 検層等の土質調査を行わなか

った場合は表２．１１のせん断ひずみ 10－6欄により N 値から求める。 

方法４（97 年版指針の設計地震動）による場合は、指針・総論・解説編 p.196（1.3.7 地中構造

物の応答変位法による設計に用いる設計地震動）に準じて次に示す式により設定する。 

 

 

 

ここに、 

Sv’：基盤地震動の速度応答スペクトル（m/s） 

指針・総論 p.197（1.3.7 地中構造物の応答変位法による設計に用いる設計地震動 図－1.3.5）

参照 

TG’：地震時の表層地盤の固有周期（s） 

方法２の一次元地盤応答解析の Vs の収束値から求めた TG’を適用 

（イ）レベル２地震動 

方法２（地域防災計画の想定地震動）による場合は、一次元地盤の地震応答解析結果を用いる。

求める方法は、２．４．４（５）及び（６）を参照すること。このとき、初期 Vs の設定方法は、

PS 検層等の土質調査を行って初期 Vs を求めた場合はその結果を用い、PS 検層等の土質調査を行

わなかった場合は表２．１１のせん断ひずみ 10－6欄により N 値から求める。 

方法４（97 年版指針の設計地震動）による場合は、指針・参考資料編 p.234（参考資料 3-4 地

下構造物の設計速度応答スペクトルに基づく応答変位法）に準じて次に示す式により設定する。 

 

 

 

ここに、 

Sv’：基盤地震動の速度応答スペクトル（m/s） 

09 年版指針・総論 p.197（1.3.7 地中構造物の応答変位法による設計に用いる設計地震動 図－

1.3.5）参照 

TG’：地震時の表層地盤の固有周期（s） 

方法２の一次元地盤応答解析の Vs の収束値から求めた TG’を適用 

 

 

ク 地震時周面せん断力の算定方法（応答変位法に使用） 

（ア）レベル１地震動 

レベル１地震動の場合、地表面からの深さ Zにおける周面せん断力τは、指針・総論 p.94（3.3

立坑、暗渠、共同渠及びシールドトンネルの耐震計算法 3.3.2 式）を参考として次の式により算

出する。 

 

 

ここに、 

τ ： 地表面からの深さ Z（m）における単位面積当たりの地震時周面せん断力（kN/m2） 

GD ： 表層地盤のせん断剛性（kN/m2） 

GD＝ρVs2＝γVs2／g 

Vs ： 表層地盤のせん断弾性波速度（m/s） 

キ 地盤変位振幅の算定方法に準じる。 

ク 地震時周面せん断力の算定方法（応答変位法に使用） 

（ア）レベル１地震動 

レベル１地震動の場合、地表面からの深さ Zにおける周面せん断力τは、指針参考資料編 p.234

（参考資料 3-4 地下構造物の設計速度応答スペクトルに基づく応答変位法 式-参 3-42）を参考と

して次の式により算出する。 

 

 

ここに、 

τ ： 地表面からの深さ Z（m）における単位面積当たりの地震時周面せん断力（kN/m2） 

GD ： 表層地盤のせん断剛性（kN/m2） 

GD＝ρVs2＝γVs2／g 

Vs ： 表層地盤のせん断弾性波速度（m/s） 

キ 地盤変位振幅の算定方法に準じる。 

 

2H
cos'T'S2)( GV2

xx π
･

π
＝

　　
hU

2H
cos'T'S2)( GV2

xx π
･

π
＝

　　
hU

2H
ZsinK'TS

H h1SV
π

･･
π･

Ｇ
τ＝ D

2H
ZsinK'TS

H h1SV
π

･･
π･

Ｇ
τ＝ D



ρ ： 地盤密度 

γ ： 地盤の単位体積重量（kN/m3） 

g ： 重力加速度（m/s2） 

Sv ： 基盤地震動の単位震度当たりの速度応答スペクトル（m/s） 

指針・総論 p.196（1.3.6 地中構造物の応答変位法による設計に用いる設計地震動 図－1.3.4）

参照 

Ts ： 地震時の表層地盤の固有周期（s） 

キ 地盤変位振幅の算定方法に準じ、Ts＝1.25・TG とする。 

K’h1 ： 基盤面の設計水平震度（＝0.15：指針・総論 p.193） 

H ： 表層地盤の厚さ（m） 

ρ ： 地盤密度 

γ ： 地盤の単位体積重量（kN/m3） 

g  ： 重力加速度（m/s2） 

Sv ： 基盤地震動の単位震度当たりの速度応答スペクトル（m/s） 

09 指針・総論 p.196（1.3.6地中構造物の応答変位法による設計に用いる設計地震動 図－1.3.4）

参照 

Ts ： 地震時の表層地盤の固有周期（s） 

キ 地盤変位振幅の算定方法に準じ、Ts＝1.25・TG とする。 

K’h1 ： 基盤面の設計水平震度（＝0.15：09 年版指針・総論 p.193） 

H ： 表層地盤の厚さ（m） 

（イ）レベル２地震動 

方法２（地域防災計画の想定地震動）による場合は、一次元地盤応答解析結果を用いる。求める

方法は、２．４．４（５）及び（６）を参照のこと。 

方法４（97 年版指針の設計地震動）による場合は、次の式により算出する。 

 

 

ここに、 

Sv’ ： 基盤地震動の速度応答スペクトル（m/s） 

指針・総論 p.197（1.3.7 地中構造物の応答変位法による設計に用いる設計地震動 図－1.3.5）

参照 

TG’ ： 地震時の表層地盤の固有周期（s） 

キ 地盤変位振幅の算定方法（イ）に準じる。 

（イ）レベル２地震動 

方法２（地域防災計画の想定地震動）による場合は、一次元地盤の地震応答解析結果を用いる。

求める方法は、２．４．４（５）及び（６）を参照のこと。 

方法４（97 年版指針の設計地震動）による場合は、次の式により算出する。 

 

 

ここに、 

Sv’ ： 基盤地震動の速度応答スペクトル（m/s） 

09 年版指針・総論 p.197（1.3.7 地中構造物の応答変位法による設計に用いる設計地震動 図－

1.3.5）参照 

TG’ ： 地震時の表層地盤の固有周期（s） 

キ 地盤変位振幅の算定方法（イ）に準じる。 

 

ケ 地盤ばねの設定方法 

地盤ばねの算定は、道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 p.284（日本道路協会、2012 年）に準

拠して算定する。応答変位法に用いる地盤反力度（土圧強度）は、次の式により算定する。 

ｋ＝ｐ／δ 

ここに、 

ｋ ： 地盤反力度（kN/m3） 

ｐ ： 地盤反力度（土圧強度）（kN/m2） 

δ ： 地盤変位（m） 

ケ 地盤ばねの設定方法 

地盤ばねの算定は、道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 p.223（日本道路協会、2017 年）に準

拠して算定する。応答変位法に用いる地盤反力度（土圧強度）は、次の式により算定する。 

ｋ＝ｐ／δ 

ここに、 

ｋ ： 地盤反力度（kN/m3） 

ｐ ： 地盤反力度（土圧強度）（kN/m2） 

δ ： 地盤変位（m） 

 

（５）基礎の耐震計算 

ア 耐震計算の方法 

基礎の耐震計算の基本は、表３．１０による。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）基礎の耐震計算 

ア 耐震計算の方法 

基礎の耐震計算の基本は、表３．１２による。 
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表３．１２  基礎の耐震計算 

解析手法

種別 
基礎種別 当局における基本 方針根拠等 

震度法 

直接基礎 

原則として、レベル１地震動

に対して滑動、転倒及び支持

力の照査を行う。 

計算方法は、道路橋示方書に準拠す

る。 

杭基礎 

応答変位法により杭の耐力

照査を行う。 

レベル２地震動では、非線形

ばねを適用する。 

計算方法は、道路橋示方書に準拠す

る。 

レベル２地震動では、耐力に加え、塑

性率及び変位を照査する。 

（道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編

10.9（日本道路協会、平成 29 年 3月）

参照） 

応答 

変位法 

直接基礎 

原則として、レベル１地震動

に対して滑動及び支持力の

照査を行う。 

計算方法は、道路橋示方書に準拠す

る。 

杭基礎 

応答変位法により杭の耐力

照査を行う。 

下水道施設の線状地中構造物におけ

る杭基礎設計の応答変位法を準用す

る。（下水道施設耐震計算例（処理場・

ポンプ場編（日本下水道協会、2015

年））参照） 

 

 

 

 

 

 

イ 荷重の取り方 

通常、地震時においては、躯体、内容水の慣性力及び動水圧に対して、基礎の支持力、転倒及び

滑動の検討を行うが、当局の池状構造物は、地中深く設置することが多いので、地震時土圧及び

浮力を考慮して検討する必要がある。 

また、地形や地盤条件により側方流動の発生が予想される場合は、これを考慮しなければなら

ない。ただし、側方流動の発生時は、地震動の主要動が終了していると考えられることから、流

動化の影響と慣性力は、同時に作用させなくてよい。 

なお、杭基礎照査におけるレベル２地震動の設計水平震度は、Cs＝1.0 として作用させる。 

受働側の地盤反力度を考慮した荷重の取り方例を図３．２１に示す。 

地震時地盤反力度については、道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 p.416（12.8 特殊な条件に

おける基礎杭の設計）（日本道路協会、平成 24 年 3 月）に示すフーチング根入れ部の水平抵抗を

考慮する杭基礎に準拠する。このとき、池状構造物周辺の地盤が良質で設計上受働側の抵抗が期

待できる場合は、この抵抗を考慮して設計を行う。通常、杭基礎は、水平荷重に対して杭のみで

抵抗するのが一般的であるが、当局の池状構造物の場合、地中深く、かつ、大規模なものが多い

ため、地震時における土圧の影響も大きいことから、このようなことも考慮して設計をする。 

イ 荷重の取り方 

通常、地震時においては、躯体、内容水の慣性力及び動水圧に対して、基礎の支持力、転倒及び

滑動の検討を行うが、当局の池状コンクリート構造物は、地中深く設置することが多いので、地

震時土圧及び浮力を考慮して検討する必要がある。 

また、地形や地盤条件により側方流動の発生が予想される場合は、これを考慮しなければなら

ない。ただし、側方流動の発生時は、地震動の主要動が終了していると考えられることから、流

動化の影響と慣性力は、同時に作用させなくてよい。 

なお、杭基礎照査におけるレベル２地震動の設計水平震度は、Cs＝1.0 として作用させる。 

受働側の地盤反力度を考慮した荷重の取り方例を図３．４８に示す。 

地震時地盤反力度については、道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 p.232（10.3 荷重分担）（日

本道路協会、平成 29 年 3 月）に示すフーチング根入れ部の地盤抵抗を考慮する杭基礎に準拠す

る。このとき、池状コンクリート構造物周辺の地盤が良質で、かつ、周辺の埋戻土をフーチング

上面まで十分締め固めることで設計上受働側の抵抗が期待できる場合は、この抵抗を考慮して設

計を行う。通常、杭基礎は、水平荷重に対して杭のみで抵抗するのが一般的であるが、当局の池

状コンクリート構造物の場合、地中深く、かつ、大規模なものが多いため、地震時における土圧

の影響も大きいことから、このようなことも考慮して設計をする。なお、フーチング根入れ部前

面の水平抵抗の求め方は道路橋示方書Ⅳ下部構造編 p.416（12.8 特殊な条件における杭基礎の設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路橋示方書に合わせ追加

修正 

 

 

 

 



 

計）（日本道路協会、平成 24 年 3 月）に記載されており、現行版からは削除されている。 

 

図３．４９ 基礎杭設計の荷重図例 

ウ 留意点 

池状構造物の特徴として、内容水を貯える水槽と、これに附帯する共同溝（水渠）、連絡管路等

の附帯物との変位差が水道システム全体の機能に影響を与えることが挙げられる。このため、設

計に当たっては、池状構造物と共同溝（水渠）、管路等との挙動の違いも十分考慮する。 

図３．２１に示す変位量（δ）については、構造物の形状や、接続される主要構造物（水渠、配

管、管廊等）への影響（EXP.J への影響）を考慮して設定する。 

また、やむを得ず異種基礎を併用する場合又は異種基礎間に伸縮目地があるなどの場合は、基

礎の種類の違いによる地震時の応答の違いを前もって動的解析等により検討することが重要であ

る。 

 

ウ 留意点 

池状コンクリート構造物の特徴として、内容水を貯える水槽と、これに附帯する共同溝（水渠）、

連絡管路等の附帯物との変位差が水道システム全体の機能に影響を与えることが挙げられる。こ

のため、設計に当たっては、池状コンクリート構造物と共同溝（水渠）、管路等との挙動の違いも

十分考慮する。 

図３．４８に示す変位量（δ）については、構造物の形状や、接続される主要構造物（水渠、配

管、管廊等）への影響（EXP.J への影響）を考慮して設定する。 

また、やむを得ず異種基礎を併用する場合又は異種基礎間に伸縮目地があるなどの場合は、基

礎の種類の違いによる地震時の応答の違いを前もって動的解析等により検討することが重要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（６）地震時荷重のとり方（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）地震時荷重のとり方（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．５０ 地震荷重の取り方例（震度法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・土圧          修正・物部岡部式を採用 

・動水圧         ウエスタガード式を採用 

・地盤ばね、杭ばね   道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編（日本道路協会、平成 29 年 11 月）

の式を採用 

・浮力         下水道施設耐震計算例 処理場・ポンプ場編（日本下水道協会、2015 年）

の式を採用 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．５１ 地震荷重の取り方例（応答変位法） 

 

 

（７）解析モデル作成時の留意点 

ア せん断力の位置及び剛域、ハンチ 

当局の池状構造物の構造解析は、ラーメン形式であることから、コンクリート標準示方書 p.117

（5.2 ラーメンの構造解析）（土木学会、2012 年）に従う。 

 

 

（ア）せん断力の照査位置 

部材端の断面の検討に用いるせん断力は、柱に対して、はりの上下面におけるせん断力とし、

はりに対しては柱前面から柱前面断面の部材高さの２分の１だけ離れた位置のせん断力とする。

ただし、断面計算において、ハンチは１対３より緩やかな部分を有効とする。 

 

（７）解析モデル作成時の留意点 

ア せん断力の位置及び剛域、ハンチ 

当局の池状コンクリート構造物の構造解析は、ラーメン形式であることから、コンクリート標

準示方書 p.125（5.2 ラーメンの構造解析）（土木学会、2022 年）に従う。 

 

 

（ア）せん断力の照査位置 

部材端の断面の検討に用いるせん断力は、柱に対して、はりの上下面におけるせん断力とし、

はりに対しては柱前面から柱前面断面の部材高さの２分の１だけ離れた位置のせん断力とする。

ただし、断面計算において、ハンチは１対３より緩やかな部分を有効とする。 

 

 

 

 

・地震時地盤変位 レベル１地震動 ：３．３．４（４）キ  地盤変位振幅の算定方法による。 

 レベル２地震動  

 方法２※ ：地盤応答解析の地盤変形を採用する。 

 方法４※ ：３．３．４（４）キ  地盤変位振幅の算定方法による。 

・動水圧 震度法と同様 

・地盤ばね、杭ばね  震度法と同様 

・周面せん断力 レベル１地震動 ：３．３．４（４）ク 地震時周面せん断力の算定方法による。 

 レベル２地震動 
 方法２※ ：地盤応答解析によるせん断応力を用いる。 

 方法４※ ：３．３．４（４）ク 地震時周面せん断力の算定方法による。 

・浮力  震度法と同様（下水道施設耐震計算例 処理場・ポンプ場編（日本下水道
協会、2015 年）の方法参照） 

 
 ※ 方法２：地域防災計画の想定地震動、方法４：97 年版指針の設計地震動 



 

 

図３．５２ せん断力の照査位置 

（イ）剛域の設定 

解析に当たっては、節点部及びハンチ部に剛域を考慮することを原則とする。 

ａ ハンチがない場合には、部材端から部材高さの４分の１入った断面より内部を剛域とする

（図３．２５（ａ））。 

ｂ 部材がその軸線に対して 30°以上傾斜するハンチを持つ場合には、部材高さが 1.5 倍とな

る断面より内部を剛域とする。ただし、ハンチの傾斜が 60°以上の場合は、ハンチの起点

かち部材高さの４分の１入った断面から内部を剛域と考えるものとする（図３．２５（b））。 

ｃ 左右のハンチの差によりｂで定めた点が２点以上となる場合には、剛域が大きくなる方の

点を選ぶ。 

 

（イ）剛域の設定 

解析に当たっては、節点部及びハンチ部に剛域を考慮することを原則とする。 

ａ ハンチがない場合には、部材端から部材高さの４分の１入った断面より内部を剛域とする

（図３．５３（ａ））。 

ｂ 部材がその軸線に対して 30°以上傾斜するハンチを持つ場合には、部材高さが 1.5 倍とな

る断面より内部を剛域とする。ただし、ハンチの傾斜が 60°以上の場合は、ハンチの起点

かち部材高さの４分の１入った断面から内部を剛域と考えるものとする（図３．５３（b））。 

ｃ 左右のハンチの差によりｂで定めた点が２点以上となる場合には、剛域が大きくなる方の

点を選ぶ。 

 

図３．５３ 剛  域 

出典：コンクリート標準示方書 p.126（土木学会、2022 年） 

 

 

（ウ）ハンチの取扱い 

構造物の隅角部にハンチを設ける場合は、ハンチ部の断面の検討において部材の有効高さ、ハ

ンチを考慮してよい。この場合の部材高さは、１対３より緩やかな傾きの部分だけを有効高さと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）ハンチの取扱い 

構造物の隅角部にハンチを設ける場合は、ハンチ部の断面の検討において部材の有効高さ、ハ

ンチを考慮してよい。この場合の部材高さは、１対３より緩やかな傾きの部分だけを有効高さと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

図３．５４ 部材端の断面の検討に用いる曲げモーメント 

出典：コンクリート標準示方書 p.125（土木学会、2022 年） 

イ ディープビームの場合のせん断耐力の照査 

ディープビーム機構（単純ばり I／h ＜ 2.0、I ：はりのスパン、h ：はりの高さ）によって

せん断耐荷力が発揮される場合は、設計せん断圧縮破壊耐力に対する照査を行ってもよい。詳細

は、コンクリート標準示方書 p.112（3.5 ディープビーム）（土木学会、2012 年）を参照のこと。 

イ ディープビームの場合のせん断耐力の照査 

ディープビーム機構（単純ばり I／h ＜ 2.0、I ：はりのスパン、h ：はりの高さ）によって

せん断耐荷力が発揮される場合は、設計せん断圧縮破壊耐力に対する照査を行ってもよい。詳細

は、コンクリート標準示方書 p.120（3.5 ディープビーム）（土木学会、2022 年）を参照のこと。 

 

ウ 等価せん断スパンを用いたせん断耐力の算定 

分布荷重が作用する両端固定の部材は、曲げモーメント分布よりせん断スパンを設定し（等価

せん断スパン）、棒部材またはディープビームとしてせん断耐力を算定すること。 

なお、一般には棒部材のせん断耐力式の方が安全側の値となるため、新設時においてはディー

プビームの検討を省略し、棒部材のせん断耐力式を採用してよい。 

詳細は、コンクリート標準示方書 p.178,179（2.4.3 せん断力に対する照査）（土木学会、2012

年）を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 等価せん断スパンを用いたせん断耐力の算定 

分布荷重が作用する両端固定の部材は、曲げモーメント分布よりせん断スパンを設定し（等価

せん断スパン）、棒部材またはディープビームとしてせん断耐力を算定すること。 

なお、一般には棒部材のせん断耐力式の方が安全側の値となるため、新設時においてはディー

プビームの検討を省略し、棒部材のせん断耐力式を採用してよい。 

詳細は、コンクリート標準示方書 p.195～197（2.4.3 せん断力に対する照査）（土木学会、2022

年）を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京都耐震設計ガイドライン（平成 25年 7月） 東京都水道局耐震設計ガイドライン（令和６年４月） 備 考 

３.４ 耐震性能の照査 

３.４.１ 総則 

当局施設の耐震性能は、設計地震動と重要度の区分により設定される（２．２参照）。 

各耐震性能に対する限界状態は、次のとおりとする。 

 

（１）耐震性能１に対する限界状態は、地震によって水道施設の力学的特性が弾性域を

超えない範囲で適切に定めるものとする。 

（２）耐震性能２に対する限界状態は、地震によって水道施設の部材に塑性変形が生じ

るが、施設に重大な影響を与えず、かつ、修復が軽微に行える範囲で適切に定める

ものとする。 

（３）耐震性能３に対する限界状態は、地震によって水道施設の部材に塑性変形が生じ

るが、施設に重大な影響を与えず、かつ、修復が行える範囲で適切に定めるものと

する。 

 

耐震性能の照査は、設計地震動によって施設の各部材に生じる損傷状態が設定した当該

部材の限界状態を超えないことを照査することにより行う。限界状態、損傷状態及び照査

用限界値と耐震性能との関係を表３．１４、図３．５３に示す。設定した耐震性能及び対

象とする地震動に応じて、照査用限界値を定めるものとする。 

 

 

 

 

３.４ 耐震性能の照査 

３.４.１ 総則 

当局施設の要求性能は、設計地震動と重要度の区分により設定される（２．２参照）。 

各要求性能に対する限界状態は、次のとおりとする。 

 

（１）使用性を満足する限界の状態である限界状態１は、水密性および水道施設として

の機能が損なわれていない限界の状態とする。 

（２）復旧性を満足する限界の状態である限界状態２は、局所的にわずかに水密性が損

なわれ、部分的に水道施設としての機能低下が生じるが、速やかに機能回復でき

る限界の状態とする。 

（３）安全性を満足する限界の状態である限界状態３は、人命、周辺施設などに重大な影

響を及ぼさず、機能の早期回復が可能な限界の状態とする。 

 

 

耐震性能の照査は、設計地震動によって施設の各部材に生じる損傷状態が設定した当該

部材の限界状態を超えないことを照査することにより行う。限界状態、損傷状態及び照査

用限界値と要求性能との関係を表３．１３、図３．５５に示す。設定した要求性能及び対

象とする地震動に応じて、照査用限界値を定めるものとする。 

 

表３．１３ 要求性能と限界状態、損傷状態、照査用限界値 

 

指針に合わせ用語見直し 

 

 

 

 

指針に合わせ定義を見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

指針に合わせ定義および照査用

限界値等を見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

３.４.２ 限界値の設定方法 

（１）部材の限界状態 

各部材の限界状態は、表３．１５に示すとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．５５ 要求性能と限界状態、損傷状態*1との関係 

*1：損傷状態は次の４つのレベルに区分される。（指針参考資料 1-7 ｐ.87 参照） 
損傷レベル１：曲げひび割れ発生前の無損傷の状態 
損傷レベル２：曲げひび割れ発生後、鉄筋初降伏に達する前の損傷状態 
損傷レベル３：鉄筋降伏経過後、最大耐荷力点に達する前の損傷状態 
損傷レベル４：曲げ耐力点経過後、初降伏荷重を保持できる状態の損傷 

 

３.４.２ 限界値の設定方法 

（１）部材の限界状態 

各部材の限界状態は、表３．１４に示すとおりとする。 

表３．１４ 各部材の限界状態 

水道施設 部材 限界状態１ 限界状態２ 限界状態３ 

池状コンク
リート構造
物 

 

 

本体工部材 構造物を構成する部材
が概ね弾性変形状態に
あり、コンクリートの表
面に軽微なひび割れが
発生するものの、水密性
が維持できる状態。 

構造物を構成する部材
の一部が塑性化するも
のの最大耐荷力点まで
達しない状態であって、
コンクリートに貫通ひ
び割れが生じ、水密性が
損なわれる場合がある
が、ひび割れ補修などに
より修復できる状態。 

構造物を構成する部材
の多くが塑性化し、コン
クリートの貫通ひび割
れから漏水が継続的に
生じて水密性が大きく
損なわれる場合がある
が、構造物全体として鉛
直荷重を支持できる状
態。加えて、構造物から
の漏水による二次被害
が生じず、部材の取り換
えなどを伴うものの、修
復できる状態。 

基礎工 基礎が塑性化せず、沈
下、浮上および傾斜等の
変状が生じずに、地震後
も継続しようできる状
態。 

構造物の沈下、浮上及び
傾斜が生じる場合があ
るが軽微であり、基礎
（地盤、杭）の復旧工事
を必要とせず、構造部材
などの応急復旧により
修復できる変位の状態。 

基礎の多くが塑性化す
るが、基礎全体として鉛
直荷重を支持でき、塑性
化に伴う転倒や崩壊お
よび越流水による二次
被害は生じない状態。さ
らに、構造物基礎（地盤、
杭）の復旧工事を必要と
せず、構造部材などの応
急復旧並びに本復旧に
より早期に修復できる
状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に合わせ用語見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に合わせ限界状態の定義を

見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用性 復旧性 安全性 



 

（２）耐震性能１の限界値 

耐震性能１の限界値は、許容応力度設計法に基づき、鉄筋コンクリートの許容応力度に

より設定する。地震時の許容応力度には、常時の許容応力度を 1.5 倍割増しして用いるも

のとする。 

 

（３）耐震性能２の限界値 

耐震性能２の限界値は、限界状態設計法に基づき、曲げ損傷について最大曲げ耐力又は

終局曲率を、せん断破壊についてせん断耐力を設定する。 

せん断耐力の算定には、コンクリート標準示方書に示される「棒部材のせん断耐力式」

を用いる。ただし、部材条件や荷重条件等によって、同式ではせん断耐力が過小評価され

る場合があるため、条件に応じて適切なせん断耐力式を適用する必要がある。 

 

 

３.４.３ 照査方法 

（１）耐震性能 

ア 曲げ損傷 

曲げ損傷に対する照査は、次式により判定する。 

0.1
d

d
i R

S

 

ここに、 

dS ：照査応答値（発生曲げモーメント Md、発生曲率φd） 

dR ：照査限界値（最大曲げ耐力 Mud、最大耐荷力点における曲率φmd） 

 

イ せん断破壊 

せん断破壊に対する照査は、次式により判定する。 

0.1
yd

d
i V

V

 

ここに、 

dV  ：設計せん断力 

ydV ：せん断耐力 

i  ：構造物係数 

 

（２）破壊モードの判定 

部材の破壊モード（破壊形態）には主に、曲げ破壊モードとせん断破壊モードがある。

地震の影響により被害を受けても、脆性的な破壊を防止するとともに、部材のじん性を確

保するためには、せん断破壊モードを回避して曲げ破壊モードとすることが重要である。 

破壊モードの判定については、指針に明記されていないため、当局施設の新設設計、耐

震診断及び補強設計では、表３．１６に示すとおり破壊モードの判定を行うものとする。 

 

 

（２）限界状態１の照査用限界値 

限界状態１の照査用限界値は、許容応力度設計法に基づき、鉄筋コンクリートの許容応

力度により設定する。地震時の許容応力度には、常時の許容応力度を 1.5 倍割増しして用

いるものとする。 

 

（３）限界状態２の照査用限界値 

限界状態２の照査用限界値は、限界状態設計法に基づき、曲げ損傷について最大曲げ耐

力又は最大耐荷力点の曲率を、せん断破壊についてせん断耐力を設定する。 

せん断耐力の算定には、コンクリート標準示方書に示される「棒部材のせん断耐力式」

を用いる。ただし、部材条件や荷重条件等によって、同式ではせん断耐力が過小評価され

る場合があるため、条件に応じて適切なせん断耐力式を適用する必要がある。 

 

 

３.４.３ 照査方法 

（１）耐震性能 

ア 曲げ損傷 

曲げ損傷に対する照査は、次式により判定する。 

0.1
d

d
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S

 

ここに、 

dS ：照査応答値（発生曲げモーメント Md、発生曲率φd） 

dR ：照査限界値（最大曲げ耐力 Mud、最大耐荷力点における曲率φmd） 

 

イ せん断破壊 

せん断破壊に対する照査は、次式により判定する。 

0.1
yd

d
i V

V

 

ここに、 

dV  ：設計せん断力 

ydV ：せん断耐力 

i  ：構造物係数 

 

（２）破壊モードの判定 

部材の破壊モード（破壊形態）には主に、曲げ破壊モードとせん断破壊モードがある。

地震の影響により被害を受けても、脆性的な破壊を防止するとともに、部材のじん性を確

保するためには、せん断破壊モードを回避して曲げ破壊モードとすることが重要である。 

破壊モードの判定については、指針に明記されていないため、当局施設の新設設計、耐

震診断及び補強設計では、表３．１５に示すとおり破壊モードの判定を行うものとし、判

定方法については指針・参考資料編 p.306「参考資料 3-10 鉄筋コンクリート部材の破壊

 

指針に合わせ用語見直し 

 

 

 

 

指針に合わせ用語見直し 

 

限界値の標記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）安全係数 

照査に用いる安全係数と材料修正係数の標準値を表３．１７に示す。損傷状態に応じて、

適切に使い分ける。 

なお、本表は、指針・総論 p.120（表-3.4.3 標準的な部分安全係数の例）を基に、当局

の標準として設定したものである。 

 

 

 

モードの判定方法」を参照する。また、破壊モード判定については危機耐性への対応（３．

５）についても参照のこと。 

表３．１５ 破壊モードの判定の扱い方 

区分 判定位置 破壊モード判定の扱い 

新設設計 線形 部材端部 破壊モード判定を実施し、曲げ破壊モードとなることを確

認する。 

非線形 塑 性 ヒ ン ジ が

発生する箇所 

同上 

既設 耐震診断時 線形 部材端部 同上 

非線形 塑 性 ヒ ン ジ が

発生する箇所 

同上 

補強設計時 線形 部材端部 破壊モード判定を実施する。破壊モードに対する補強につ

いては、施設の重要度、構造特性、施工性、経済性などか

ら総合的に判断し、実施の有無や実施時期を判断*1 する。 

非線形 塑 性 ヒ ン ジ が

発生する箇所 

同上 

*1：破壊モードの補強判断 … 破壊モードがせん断破壊モードの場合、曲げ破壊モードとなるよう補強を行うことが望まし
い。ただし、実際には大規模な設備の移転が必要となる場合や、工事中の運用停止が困難な場
合、補強費用が高額となる場合などがあり、そのような場合には施設の重要度、構造特性、施
工性及び経済性等を踏まえて対策実施の可否や実施時期を判断することが望ましい。なお、指
針・参考資料編 p.306 には、「池状コンクリート構造物に多い壁式構造では、柱や梁などの棒部
材で構成されるラーメン構造に比べて不静定次数が高く、一般に構造系全体の脆性的な破壊は
生じにくい。」と記述されており、これも参考にするとよい。 

 

（３）安全係数 

照査に用いる安全係数と材料修正係数の標準値を表３．１６に示す。損傷状態に応じて、

適切に使い分ける。 

なお、本表は、09年度版指針・総論 p.120（表-3.4.3 標準的な部分安全係数の例）を基

に、当局の標準として設定したものである。 

 

表３．１６ 照査に用いる安全係数と材料修正係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震診断時に、非線形の欄追加 

 

 

 

 

 

破壊モード判定に対する補強の

判断方法について追記 



東京都耐震設計ガイドライン（平成 25年 7月） 東京都水道局耐震設計ガイドライン（令和６年４月） 備 考 

 ３.５ 危機耐性への対応 

３.５.１ 本ガイドラインにおける危機耐性の位置付け 

（１）危機耐性の定義 

危機耐性は指針において新たに導入された水道施設に求められる要求性能の一つである。

指針では、「安全性で定義した事象を超えて安全性が損なわれた場合に、水道施設が危機的な

状況に至る可能性を小さくする性能」と定義されている（図３．５６）。すなわち、耐震設計

においては、設定したレベル１地震動やレベル２地震動に対して、これらの地震動に対する

使用性、復旧性および安全性を確保するように設計するが、レベル２地震動を超えるような

想定外事象に対しては危機耐性を確保することで、危機的な状況を回避することが求められ

ている。 

指針では、水道施設の危機的な状況として、次のような状況が例示されている。 

 

① 水道施設の被害およびそれによる二次災害によって人命が脅かされる状況 

② 運搬給水等も含めて、飲料水の供給が停止する状況 

③ 給水が長期間停止する状況 

 

 

図３．５６ 危機耐性の概念 

 

（２）危機耐性で考慮すべき対象事象 

危機耐性における被災シナリオの検討対象災害は地震、津波、風水害及びこれらの複合災

害が想定される。水道施設の設計においては、地震以外のこれらの事象についても危機耐性

に対する検討が必要となる。一方、本ガイドラインは構造物の耐震設計に関する指針を定め

たものであり、津波や風水害等への検討はその範疇を超えることから、本ガイドラインでは

地震による影響のみを対象とし、それ以外の災害は別途検討する（表３．１７）。なお、地震

により生じる液状化に伴う地盤変状は危機耐性で考慮すべき事象に含むものとする。 
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設計で設定する地震動、津波、風水害 

レベル１ レベル２ 

要求性能の安全性で定義

した事象を超える事象 
事象 

施設の対応 危機耐性による対応 
従来の耐震設計や浸水対策で 

安全性、復旧性や使用性を確保 



    表３．１７ 危機耐性で考慮すべき事象と本ガイドラインの対象 

主な災害事象 本ガイドラインの対象 

地 震（地盤変状含む） 対 象 

津 波 別途検討 

風水害 別途検討 

土砂崩れ 別途検討 

大規模停電 別途検討 

上記の複合災害 別途検討 

 

（３）本ガイドラインで記載する範囲 

本ガイドラインでは、指針で示されている危機耐性への対応段階（図３．５７）のうち、

個々の施設での対応範囲のみを対象とし、事業全体での対応や浄水場、配水場など施設全体

での対応が必要な範囲は別途検討する。 

 

 
図３．５７ 本ガイドラインで記載する危機耐性の範囲 

出典：指針・総論 p.30（日本水道協会、2022 年）に加筆 

  

３.５.２ 危機耐性に関する設計手順 

（１）検討フロー 

本ガイドラインに基づく新設設計または耐震診断・耐震補強設計では、図３．５８に示す

検討フローに基づき危機耐性に関する検討を行う。 

 

 

本ガイドラインの記載範囲 



 

図３．５８ 危機耐性に関する検討フロー 

 

① 施設条件、重要度の設定 

対象施設における施設条件及び重要度を設定する。 

② 設置条件、周辺環境の設定 

施設の設置条件及び周辺環境（地盤・河川沿い・山腹周辺等）を設定する。 

③ 危機耐性の検討対象 ／ ④ 検討対象外 

本ガイドラインでは、施設重要度のランクと施設が破損した場合の二次被害のおそれ

の有無に応じて、危機耐性の検討対象施設か否かを判断する。施設重要度がランク A の

施設および、ランク B の施設のうち重大な二次被害（住民の人命や財産、周辺の生活環

⑩危機耐性に対応した設計の実施 

①施設条件、重要度の設定 

②設置条件、周辺環境の設定 

⑤被災シナリオの検討 
（地震動、地盤変状） 

⑥被災シナリオへの対策検討 

③危機耐性の検討対象 

（施設重要度/二次被害の 

おそれ） 

④検討対象外 

⑦構造解析による検討の 

要否(施設規模) 
⑧プッシュオーバー解析の実施 

⑨対策実施の判断 

⑪別途検討 

ランク B and 

二次被害のおそれなし 

ランク A or 

二次被害のおそれあり 

実施保留 

実施 実施 

START 

END 

新設：基本設計において検討 

既設：耐震診断において検討 

新設：詳細設計において検討 

既設：耐震補強設計において検討 

【凡例】 

V=2,000m3 

以上 

V=2,000m3未満 

⑨対策実施の判断 



境等への重大な被害）を生ずるおそれが高いものは、危機耐性の検討対象とする。それ

以外のランク Bの施設は危機耐性の検討対象外とする。 

なお、当局では原則としてすべての施設をランク A1 と位置付けているため、すべての

施設が検討の対象となる。 

⑤ 被災シナリオの検討 

被災シナリオの検討では、設計事象（想定）を超える地震動・地盤変状について、過去

の被災事例等を踏まえて、対象施設で考えられうる被災の状況や施設機能への影響を検

討する。検討にあたっては、指針・参考資料編の「参考資料 1-8」、指針・設計事例編の

「構造物事例１」や「構造物事例６」などが参考になる。 

⑥ 被災シナリオへの対策検討 

設定した被災シナリオに対して、その被災自体を生じさせない、または被災により生

じる被害を低減するための対策を検討する。対策については、過去の設計事例を参考に

するほか、施設の立地条件や周辺環境等を考慮して検討する。詳細は３．５．３を参照

のこと。 

⑦ 構造解析による検討の要否 

⑥で設定した被災シナリオに対して、構造解析（プッシュオーバー解析）による検討

が必要な場合と、構造解析による検討を必要としない場合に区分する。区分の判断につ

いては、施設が被災した場合の影響度合いや建設場所などの条件によって施設個々で判

断されるべきだが、当局では設計実務における煩雑さを考慮し、原則として高度な解析

（動的解析）の適用区分にあわせて、有効容量 2,000m3以上の施設を検討の対象とする。

なお、条件を踏まえた設計者の判断により、2,000m3未満の施設であっても、プッシュオ

ーバー解析による検討を行うことは妨げない。 

⑧ プッシュオーバー解析の実施 

プッシュオーバー解析を実施し、損傷過程や変形状態を確認するとともに、設計地震

力に対する裕度を把握する。 

⑨ 対策実施の判断 

⑥及び⑧の検討結果を踏まえて、危機耐性に関する対策の実施の要否を判断する。な

お、複数の被災シナリオが想定される場合はそれぞれの被災シナリオに対する対策につ

いて実施の要否を判断する。 

対策実施の判断については、はじめに、危機耐性への段階別の対応（図３．５７）とし

て、事業全体での対応、浄水場や給水所など施設全体での対応を検討する。個々の施設

での対応の要否の判断では、当局における対象施設の重要性や影響度、対策費用、事業

期間等を考慮して個別に検討することとする。 

⑩ 危機耐性に対応した設計の実施 

実施対象となる対策に関する詳細設計を実施する。 

⑪ 別途検討 

実施対象外となった対策については、耐震設計における危機耐性の対応を行わないこ

ととし、事業全体や施設全体で二重化やバイパス化等の対応を別途検討する。 

 

（２）構造解析による危機耐性の検討 



構造解析による危機耐性の検討では、指針・参考資料編の「参考資料 1-7」に基づき、プッ

シュオーバー解析（静的非線形解析）を用いた検討を行う。 

プッシュオーバー解析では、損傷状態が限界状態３を超過し、安全限界を超える変形状態

までの損傷過程を確認するとともに、設計地震動に対する構造物が保有する裕度や変形状態

等の把握を行う。解析結果を踏まえて、損傷過程に応じた構造物の破損に関する被災シナリ

オや危機耐性に対する対策の検討を行う。 

プッシュオーバー解析は二次元モデルで行うことを標準とし、その際の検討断面は動的解

析における検討断面と同様の主要断面とする。 

プッシュオーバー解析による解析結果は次のア及びイに示す事例を参考に整理する。 

 

ア 損傷過程と設計地震動に対する裕度の確認 

プッシュオーバー解析における損傷過程と設計地震動に対する裕度の確認例を図３．５９

に示す。構造物の安全限界（図中の f）である変形状態（層間変形角 1/100）を超え、頂板の

水平変位が 1.5 倍となる段階（図中の g）まで変形させ、対象施設の損傷過程（構造物がどの

ように崩壊するのか、どこの部材が弱点となるか）を確認する。 

 

 

 

図３．５９ 損傷過程と設計地震動に対する裕度の確認例 

出典：指針・参考資料編 p.91（日本水道協会、2022 年）に加筆 

 

イ 変形状態・損傷状態の確認 

前項アの損傷段階（g）における変形状態及び損傷状態の確認例を図３．６０に示す。この

ａ：初期状態 
ｂ：壁部曲げひび割れ 
ｃ：壁部降伏 
ｄ：L2 地震時（Kh=0.7 相当） 
ｅ：壁部最大耐荷力点 
ｆ：安全限界（層間変形角 1/100） 
ｇ：ｆの 1.5 倍の変形 

躯体の変形が大きく、柱下端が全て 
損傷レベル４に達している 



 

例では、すべての柱の下端において復旧性を超過して損傷レベル４に達し、構造物の変形が

大きくなり構造物全体の安定性が保持されていない状態である。この結果から、設計事象を

超えた地震動の作用によって大きな変形が生じた場合に、構造物がどのように崩壊し、どの

部材が弱点となるかを確認する。 

 

 

図３．６０ プッシュオーバー解析による変形状態の確認例 

出典：指針・参考資料編 p.83（日本水道協会、2022 年）に加筆 

 

３.５.３ 被災シナリオに対する危機耐性への対策例 

被災シナリオに対する危機耐性への対策例を表３．１８に示す。設計にあたっては本表のほ

か、指針・参考資料編の「参考資料 1-5」、指針・設計事例編の各事例を参考に、施設の特性や

設置環境等を踏まえて適切に検討する。 

 
表３．１８ 被災シナリオに対する危機耐性への対策例 

被災シナリオ 被害概要 対策例 

地震作用による構造物の耐力超過 

 

大きな地震作用（揺れ、地盤変位）

により、浄水場・配水場等の構造

物が損傷する。 

せん断破壊の発生による構造物

の破損が生じる。 

構造物の変形性能に対する裕度

の確保 

曲げ破壊モードの確保（せん断補

強鉄筋の適切な配置） 

地震作用による構造物の変形の増大 

 

目地部の損傷による漏水、構造部

材にひび割れ、構造物に変形が発

生する。 

構造物の一体化（EXP.J を設置し

ない） 

耐震性 EXP.J の採用 

地盤変状による構造物取合い管路の

脱管 

 

大きな地震作用により地盤変状

が発生し、構造物取合い管路が破

断。流出水により池内水位の急激

な低下が発生する。 

伸縮可とう管の設置（偏芯量の裕

度の確保） 

出典：指針・設計事例編 p.3)-22、26、27（日本水道協会、2022 年）を基に作成 
 

復旧性 

使用性 


